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Ⅰ 租税特別措置等に係る政策評価の概況 

１ 租税特別措置等に係る政策評価の枠組み 

(1) 租税特別措置等（特定の行政目的の実現のために税負担の軽減・繰延べを行うものに限る。）に係る政策評価の枠組みは、

以下のとおりとされている（図表1参照）。 

ア 事前評価

① 法人税、法人住民税又は法人事業税関係の租税特別措置等の新設、拡充又は延長要望については、事前評価を行わなけ

ればならないとされている（行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号）第9条並びに行政機関が行う

政策の評価に関する法律施行令（平成13年政令第323号）第3条第7号及び第8号）。 

② その他の税目関係の租税特別措置等の新設、拡充又は延長要望については、積極的かつ自主的に事前評価を行うよう努

めるものとされている（「政策評価に関する基本方針」（平成17年12月16日閣議決定。以下「基本方針」という。）Ⅰ4キ）。 

イ 事後評価

① 法人税、法人住民税又は法人事業税関係の租税特別措置等に係る政策については、必ず基本計画（同法第6条の規定に基

づき各行政機関が定める基本計画をいう。）に事後評価の対象として明記することとされている（基本方針Ⅰ5カ(ｱ)）。 

② その他の税目関係の租税特別措置等に係る政策については、積極的かつ自主的に事後評価の対象とするよう努めるもの

とされている（基本方針Ⅰ5カ(ｱ)）。 

(2) 租税特別措置等に係る政策評価を円滑かつ効率的に実施するため、その内容、手順等の標準的な指針を示す「租税特別措置

等に係る政策評価の実施に関するガイドライン」（平成22年5月28日政策評価各府省連絡会議了承。以下「ガイドライン」とい

う。）が策定された。 

各行政機関は、ガイドラインに基づき、所要の租税特別措置等に係る政策評価を実施し、各行政機関における検討作業や政

府における税制改正作業に有用な情報を提供することが求められる。 

 また、ガイドラインⅡ6（総務省による客観性担保評価活動）においては、「総務省行政評価局は、各行政機関が実施した政

策評価の結果を対象として、その客観性及び厳格性についての点検を実施する。点検結果については、毎年度の税制改正作業

に対し、適時に提供する」とされている。 
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図表1 租税特別措置等に係る政策評価の対象範囲 

 

２ 租税特別措置等に係る政策評価の実施状況 

平成31年度税制改正要望に際し、原則、平成30年9月21日までに総務大臣に送付された租税特別措置等（租税特別措置法（昭和

32年法律第26号）又は地方税法（昭和25年法律第226号）以外の法律により規定されるものを含む。）に係る政策の評価書（共同

要望で主管省庁ではない事項に係る事前評価書を除く。）は、11行政機関で計126件あった（図表2参照）。 
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図表2 各行政機関における政策評価実施件数 

行政機関名 

事前評価 

事後評価 合計 義務付け対象 努力義務 

対象 新設 拡充 延長 拡充・延長 計 

内閣府 0 1 8 1 10 1 0 11 

金融庁 1 1 2 1 5 0 5 10

復興庁 2 0 0 0 2 0 0 2

総務省 0 0 1 0 1 0 3 4

文部科学省 1 1 0 0 2 0 1 3 

厚生労働省 4 1 3 0 8 0 0 8 

農林水産省 0 0 5 0 5 0 0 5 

経済産業省 1 0 5 6 12 8 3 23 

国土交通省 1 1 10 2 14 1 42 57 

環境省 0 0 0 0 0 0 2 2

防衛省 0 0 0 0 0 1 0 1

合 計 10 5 34 10 59 11 56 126 
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Ⅱ 点検結果の概況 

１ 点検対象・点検方法 

総務省（行政評価局）は、毎年度、各行政機関が実施した租税特別措置等に係る政策評価を点検しており、平成30年度の点検

では、各行政機関に実施が義務付けられている法人税、法人住民税又は法人事業税に関係する租税特別措置等に係る事前評価59

件を重点的に点検することとした。 

点検に当たっては、ガイドラインにおいて評価書に記載が求められている項目の中から、政策目的の実現に向けた手段として

の「有効性」に重点を置き、点検項目「(1)達成目標」、「(2)過去の適用数」、「(3)将来の適用数」、「(4)過去の減収額」、

「(5)将来の減収額」、「(6)過去の効果」及び「(7)将来の効果」を設定した（図表 3参照）。 

点検は、政府全体で進められているＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）の取組も踏まえ、設定した(1)～(7)の各項目について、

客観的なデータに基づき分析・説明されているかを中心に行うこととし、分析・説明の内容が不十分と思われる点については、

点検プロセスにおいて各行政機関に補足説明を求め、それでも改善が見られなかった場合、その点を課題として指摘することと

した。その結果は、Ａ～Ｅの 5段階に分類して表すこととした（図表 4参照）。 

図表3 点検項目 
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図表4 分類（Ａ～Ｅ）の考え方 

分類 考え方 分析・説明の有無 定量化の有無
十分な算定根拠

等の説明の有無

十分な分析・説明

の有無（注）

Ａ
一定の分析・説明はされており、今後も評価水準の維持向上を

図っていくべきもの 
あり あり あり あり

Ｂ

データが算定根拠とともに示されているが、それらを用いた分

析・説明が十分ではないもの（外部要因が勘案されていない、

想定と実態がかい離しているが原因分析が不十分など） 

あり あり あり なし

Ｃ
定量的なデータによって分析・説明されているが、その算定根

拠等が不足しているもの 
あり あり なし

Ｄ 定性的説明はされているが、定量化が不十分なもの あり なし

Ｅ 分析・説明されていないもの なし

（注） 外部要因を考慮した措置の直接的効果の分析等 

２ 点検結果 

租税特別措置等に係る事前評価59件の点検結果は、図表5及び6のとおりである。なお、過去の適用数、過去の減収額及び過去

の効果については、それぞれの母数から新設要望等に係る評価11件を除いている。 

全体の状況としては、点検プロセスにおける各行政機関の補足説明によって、「適用数」及び「減収額」については分析・説

明の内容に改善が見られたが、「達成目標」の設定及び「効果」の分析・説明は十分とは言い難い状況にあった（図表5参照）。

また、客観的なデータがその算定根拠とともに示されていない（達成目標にあっては、達成すべき水準（目標値）が目標達成時

期とともに示されていない）もの（Ｃ～Ｅ段階）の割合は、(1)達成目標は86.4％（51/59件）から67.7％（40/59件）に、(2)過

去の適用数は58.3％（28/48件）から12.5％（6/48件）に、(3)将来の適用数は79.6％（47/59件）から27.1％（16/59件）に、(4)

過去の減収額は91.6％（44/48件）から29.1％（14/48件）に、(5)将来の減収額は96.6％（57/59件）から45.7％（27/59件）に、

(6)過去の効果は93.7％（45/48件）から52.0％（25/48件）に、(7)将来の効果は96.6％（57/59件）から89.8％（53/59件）にな

った（図表6参照）。一方、一部の項目に分析・説明がない項目が残る著しく不十分なもの（Ｅ段階）も17件あった。 

-5-



図表5 図表6 租税特別措置等に係る政策評価の点検結果（点検項目別） 

項目 

分類 

(1)達成

目標

(2)過去

の適用数 

(3)将来

の適用数 

(4)過去

の減収額 

(5)将来

の減収額 

(6)過去

の効果 

(7)将来

の効果 

Ａ 16 (6) 42 (18) 43 (12) 32 (3) 28 (2) 5 (0) 1 (0) 

Ｂ 3 (2) 0 (2) 0 (0) 2 (1) 4 (0) 18 (3) 5 (2) 

Ｃ 13 (20) 6 (23) 11 (30) 14 (38) 24 (42) 15 (18) 10 (8) 

Ｄ 25 (29) 0 (1) 1 (0) 0 (1) 0 (0) 5 (11) 29 (8) 

Ｅ 2 (2) 0 (4) 4 (17) 0 (5) 3 (15) 5 (16) 14 (41)

－ － － 11 (11) － － 11 (11) － － 11 (11) － － 

（注）1 図表5は各項目の分類（Ａ～Ｅ）に4点～0点を付し、その合計を評価書の数で除すことにより作成 

  2 図表6の（ ）内は、補足説明前の当初の評価書の数 

(1)～(7)の項目別に詳細を見ると、次のとおりである。 

また、各項目の各段階の内訳として、具体的にどのような課題が見られたかを件数とともに記載しているが、この件数は重複

して計上しているため、合計と一致しない。 

(1) 達成目標

達成目標は、租税特別措置等の効果を事後に検証するに当たり必須となるものであることから、定量的な達成目標を適切に

設定する必要があるところ、Ａ段階のものが16件、Ｂ段階のものが3件、Ｃ段階のものが13件、Ｄ段階のものが25件、Ｅ段階の

ものが2件であった。Ｂ段階の3件の中には、所期の達成目標から新たな達成目標へ変更することについての説明が不十分であ

るものが1件、達成目標の実現が政策目的の実現に寄与することが十分に明らかにされていないものが2件あった。Ｃ段階の13

件は、達成目標を達成すべき時期が、要望に係る租税特別措置等の適用期間において示されていないものであった。Ｄ段階の

25件は、達成すべき水準（目標値）が定量的に示されていないものであった。Ｅ段階の2件は、達成目標が設定されていないも

のであった。 

(1)達成

目標

(2)過去の

適用数

(3)将来の

適用数

(4)過去の

減収額

(5)将来の

減収額

(6)過去の

効果

(7)将来の

効果

当初（補足説明前）

点検結果（補足説明後）

Ｅ
Ｄ
Ｃ
Ｂ
Ａ
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(2) 過去の適用数

過去の適用数については、租税特別措置等の効果や減収額を把握するための基礎となる情報であることから、適用数を適切

に把握する必要があるところ、Ａ段階のものが42件、Ｂ段階のものが0件、Ｃ段階のものが6件、Ｄ段階のものが0件、Ｅ段階の

ものが0件であった。Ｃ段階の6件の中には、適用数が税目ごとに把握されていないものが2件、適用数の算定根拠（計算式、計

算に用いた数値及びその出典）の説明が不十分であるものが4件、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律（平成22年

法律第8号）（以下「租特透明化法」という。）に基づき把握される適用実態等に関する情報を用いていないものが2件、適用

数に関するその他の説明が不十分であるものが1件あった。 

(3) 将来の適用数

将来の適用数については、租税特別措置等の効果や減収額を予測するための基礎となる情報であることから、適用数を適切

に予測する必要があるところ、Ａ段階のものが43件、Ｂ段階のものが0件、Ｃ段階のものが11件、Ｄ段階のものが1件、Ｅ段階

のものが4件であった。Ｃ段階の11件の中には、適用数が税目ごとに予測されていないものが2件、適用数が分析対象期間内の

年度ごとに予測されていないものが4件、適用数の算定根拠（計算式、計算に用いた数値及びその出典）の説明が不十分である

ものが5件、適用数に関するその他の説明が不十分であるものが4件あった。Ｄ段階の1件は、適用数が定量的に予測されていな

いものであった。Ｅ段階の4件は、適用数が予測されていないものであった。 

(4) 過去の減収額

過去の減収額については、租税特別措置等の効果が税収の減少を是認するものであるかを分析するために必須となるもので

あることから、減収額を適切に把握する必要があるところ、Ａ段階のものが32件、Ｂ段階のものが2件、Ｃ段階のものが14件、

Ｄ段階のものが0件、Ｅ段階のものが0件であった。Ｂ段階の2件は、把握された減収額が、前回評価時の予測とかい離している

ことについて、その原因が明らかにされていないものであった。Ｃ段階の14件の中には、減収額が税目ごとに把握されていな

いものが2件、減収額が分析対象期間内の年度ごとに把握されていないものが4件、減収額の算定根拠（計算式、計算に用いた

数値及びその出典）の説明が不十分であるものが10件、租特透明化法及び地方税法に基づき把握される適用実態等に関する情

報を用いていないものが2件、減収額に関するその他の説明が不十分であるものが2件あった。 
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(5) 将来の減収額

将来の減収額については、租税特別措置等の効果が税収の減少を是認するものであるかを分析するために必須となるもので

あることから、減収額を適切に予測する必要があるところ、Ａ段階のものが28件、Ｂ段階のものが4件、Ｃ段階のものが24件、

Ｄ段階のものが0件、Ｅ段階のものが3件であった。Ｂ段階の4件は、予測される減収額が、過去の実績とかい離していることに

ついて、その原因が明らかにされていないものであった。Ｃ段階の24件の中には、減収額が税目ごとに予測されていないもの

が12件、減収額が分析対象期間内の年度ごとに予測されていないものが7件、減収額の算定根拠（計算式、計算に用いた数値及

びその出典）の説明が不十分であるものが17件、減収額に関するその他の説明が不十分であるものが3件あった。Ｅ段階の3件

は、減収額が予測されていないものであった。 

(6) 過去の効果

過去の効果については、達成目標の実現状況、ひいては政策目的の実現に向けた手段としての有効性を検証するために必須

となるものであることから、効果を適切に把握する必要があるところ、Ａ段階のものが5件、Ｂ段階のものが18件、Ｃ段階のも

のが15件、Ｄ段階のものが5件、Ｅ段階のものが5件であった。Ｂ段階の18件の中には、租税特別措置等が達成目標の実現に十

分に寄与したことが明らかにされていないものが7件（うち把握された適用数が僅少であるものが6件、把握された適用額が特

定の者に偏っているものが1件）、他の政策手段や経済情勢等といった他の要因の影響を除いた租税特別措置等の直接的な効果

が把握されていないものが16件あった。Ｃ段階の15件の中には、効果が分析対象期間内の年度ごとに把握されていないものが

13件、効果の算定根拠（計算式、計算に用いた数値及びその出典）の説明が不十分であるものが5件あった。Ｄ段階の5件は、

効果が定量的に把握されていないものであった。Ｅ段階の5件は、効果が把握されていないものであった。 

(7) 将来の効果

将来の効果については、達成目標の実現見込み、ひいては政策目的の実現に向けた手段としての有効性を検証するために必

須となるものであることから、効果を適切に予測する必要があるところ、Ａ段階のものが1件、Ｂ段階のものが5件、Ｃ段階の

ものが10件、Ｄ段階のものが29件、Ｅ段階のものが14件であった。Ｂ段階の5件の中には、租税特別措置等が達成目標の実現に

十分に寄与することが明らかにされていないもの（予測される適用数が僅少であるもの）が2件、他の政策手段や経済情勢等と

いった他の要因の影響を除いた租税特別措置等の直接的な効果が予測されていないものが4件あった。Ｃ段階の10件の中には、

効果が分析対象期間内の年度ごとに予測されていないものが7件、効果の算定根拠（計算式、計算に用いた数値及びその出典）
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の説明が不十分であるものが5件、効果に関するその他の説明が不十分であるものが1件あった。Ｄ段階の29件は、効果が定量

的に予測されていないものであった。Ｅ段階の14件は、効果が予測されていないものであった。 

３ 点検結果の活用及び今後の課題 

(1) 本年度の税制改正作業における点検結果の活用

点検の結果、分析・説明の内容が不十分であると指摘した評価書に係る租税特別措置等については、今後の税制改正作業に

おいて、更なる検証が必要である。

(2) 次期評価に向けた今後の課題

Ｅ段階であったものは、達成目標が設定されていないものや、適用数、減収額又は効果の項目のうち、全く把握されていな

い又は予測されていない項目があった評価であるが、いずれの項目も租税特別措置等の有効性を分析・説明するために必要不

可欠なものであることから、まずは何らかの分析・説明を行う必要がある。

Ｃ・Ｄ段階であったものは、各項目の分析・説明について、定量的なデータがその算定根拠とともに示されていないもので

あるが、租税特別措置等の効果検証を客観的なデータに基づき行うためには、各項目について、少なくとも定量的なデータを

算定根拠とともに示す必要がある。特に「効果」については、他の項目と比べて、これらの段階であるものの割合が高いため、

定量的なデータを算定根拠とともに示す必要性が高いと考えられる。

Ｂ段階であったものは、各項目の分析・説明について定量的なデータが算定根拠とともに示されているが、外部要因が勘案

されていないものや、想定と実態がかい離しているにもかかわらず、原因分析が不十分なものであり、引き続き定量的なデー

タを算定根拠とともに示すことは維持しつつ、外部要因の勘案等を十分に行う必要がある。

Ａ段階であったものは、現時点において特段の課題はなく、今後も評価水準の維持向上を図っていく必要がある。

このような課題が解消され、政府全体としての政策評価の質が一層向上するよう、今後、関係機関の協力も得つつ、先行的

な取組の実例を参考とすることなども含め、各行政機関の政策評価における客観的なデータに基づく政策効果の検証の徹底に

向けた方策を検討する必要がある。
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Ⅲ 個別の点検結果 

１ 点検結果の一覧表 

＜点検結果の一覧表の見方＞

1 制 度 名  租税特別措置等の名称を記載

2 区 分  租税特別措置等の要望の区分に応じて、以下を記載

［新  設］ 租税特別措置等の新設要望に係る事前評価

［拡  充］ 租税特別措置等の拡充要望に係る事前評価

［延  長］ 租税特別措置等の延長要望に係る事前評価

［拡・延］ 租税特別措置等の拡充及び延長要望に係る事前評価

3 点 検 結 果 点検結果に応じて、以下を記載

Ａ 一定の分析・説明はされており、今後も評価水準の維持向上を図っていくべきもの

Ｂ データが算定根拠とともに示されているが、それらを用いた分析・説明が十分ではないもの（外部要因が勘案さ

れていない、想定と実態がかい離しているが原因分析が不十分など）

Ｃ 定量的なデータによって分析・説明されているが、その算定根拠等が不足しているもの

Ｄ 定性的説明はされているが、定量化が不十分なもの

Ｅ 分析・説明されていないもの

－ 区分（新設等）の性質上、記載の必要がないもの
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

達成
目標

過去の
適用数

将来の
適用数

過去の
減収額

将来の
減収額

過去の
効果

将来の
効果

内閣01 地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の拡充 拡充 A A C A C B C
内閣02 国家戦略特区における国家戦略民間都市再生事業に対する課税の特例措置の延長 延長 A A A A A C B
内閣03 沖縄の経済金融活性化特別地区における課税の特例の延長 延長 C A A A A C D
内閣04 沖縄の離島における旅館業用建物等の課税の特例の延長 延長 A A A C A C C
内閣05 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の拡充・延長 拡・延 D A A A A D D
内閣06 沖縄の観光地形成促進地域における課税の特例の延長 延長 C A A A B B D
内閣07 沖縄の情報通信産業特別地区・地域における課税の特例の延長 延長 C A A A A C D
内閣08 沖縄の産業高度化・事業革新促進地域における課税の特例の延長 延長 C A A A A C D
内閣09 沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例の延長 延長 C A A A A C D
内閣10 地域経済活性化支援機構に係る資本割の特例措置の延長 延長 D A A A A B D

金融01 火災保険等に係る異常危険準備金制度の拡充及び延長 拡・延 C C D C C C C
金融02 協同組織金融機関に係る一括評価金銭債権の割増特例措置の恒久化 延長 D A A C C B E
金融03 事業用固定資産の減損損失に係る損金算入措置の創設 新設 D ― A ― C ― E
金融04 投資信託の二重課税調整に係る所要の措置 拡充 D ― E ― C ― E
金融05 承継銀行等に係る資本割の特例措置の延長 延長 D A C A C D D

復興01
公共施設の整備のために帰還環境整備推進法人に土地等を譲渡した場合等の特例措置
の創設

新設 D ― A ― C ― E

復興02
土地等の集約化のために帰還環境整備推進法人に土地等を譲渡した場合の特例措置の
創設

新設 D ― A ― C ― E

総務01 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却 延長 A A A A A B B

文科01
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けた税制上の所要の措
置

新設 D ― C ― C ― E

文科02
文化財保存活用支援団体に対する重要文化財等の譲渡に係る譲渡所得の課税の特例等
の拡充

拡充 D C C C C C D

番号 制度名 区分

点検結果

文部科学省

内閣府

金融庁

総務省

復興庁
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

達成
目標

過去の
適用数

将来の
適用数

過去の
減収額

将来の
減収額

過去の
効果

将来の
効果

番号 制度名 区分

点検結果

厚労01 医療に係る消費税問題の抜本的な解決に向けた新たな措置 新設 C ― E ― E ― D
厚労02 障害福祉サービスに係る、社会医療法人等に対する認定要件（収入要件）の見直し 拡充 D A A A A E E
厚労03 高額な医療用機器に係る特別償却制度の適用期限の延長 延長 D A A A C E E
厚労04 国民健康保険団体連合会が行う診療報酬等の審査支払業務等の非課税化 新設 D ― E ― E ― E
厚労05 理容師・美容師養成施設の修得者課程に係る非課税措置の創設 新設 D ― E ― E ― D
厚労06 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長 延長 C A A B B C D
厚労07 公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長 延長 D C C C A C D
厚労08 訪日外国人に係る、社会医療法人等に対する認定要件（診療費要件）の見直し 新設 D ― A ― A ― D

農水01
農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械
等の割増償却

延長 A A A A A A C

農水02 中小企業等の貸倒引当金の特例等（①農業協同組合等関係） 延長 D A A A A E E
農水03 中小企業等の貸倒引当金の特例等（②森林組合等関係） 延長 A A A A A B B
農水04 中小企業等の貸倒引当金の特例等（③漁業協同組合等関係） 延長 D A A A A D D
農水05 振興山村において農林水産物加工施設等を取得した場合の割増償却 延長 A A A A A A A

経産01 新事業開拓事業者投資損失準備金の延長及び拡充 拡・延 A A A C A B B

経産02
地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却
又は法人税額の特別控除（地域未来投資促進税制）の拡充及び延長

拡・延 A A A A A B D

経産03
探鉱準備金又は海外探鉱準備金、新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除の拡
充及び延長

拡・延 D C C C C B D

経産04 中小企業者等の法人税率の特例の延長 延長 D A A C C D E
経産05 事業承継ファンドから出資を受けた場合の法人税等の特例 新設 D ― C ― C ― D
経産06 保険会社等の異常危険準備金の延長 延長 C A A A A B C
経産07 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の延長及び拡充 拡・延 C A A C C C D

経産08
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特
別控除（中小企業経営強化税制）の拡充及び延長

拡・延 A A A A A B D

経産09
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企
業投資促進税制）の延長

延長 A C C A A B C

厚生労働省

経済産業省

農林水産省
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

達成
目標

過去の
適用数

将来の
適用数

過去の
減収額

将来の
減収額

過去の
効果

将来の
効果

番号 制度名 区分

点検結果

経産10
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控
除（商業・サービス業・農林水産業活性化税制）の拡充及び延長

拡・延 D A A A A B C

経産11 中小企業等の貸倒引当金の特例の延長 延長 D A A A A E E
経産12 ガス供給業に係る託送料金を控除する収入割の特例措置 延長 D A A A C B B

国交01 地域福利増進事業に係る特例措置の創設 新設 A ― C ― A ― C
国交02 所有者不明土地に係る土地収用法の特例の創設に伴う所要の措置 拡充 A C C C C C D

国交03
関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設に係る特別
償却制度の延長

延長 B A A B B B C

国交04 船舶に係る特別償却制度の延長等 延長 C A A A C C D
国交05 半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長 延長 B A C C C B D
国交06 離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長 延長 B A A C C B C
国交07 奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延長 延長 C A A C C A E
国交08 特定都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の拡充及び延長 拡・延 A A A A B C D
国交09 都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の拡充及び延長 拡・延 A A A A A C D
国交10 雨水貯留利用施設に係る割増償却制度の延長 延長 A A A A C B D
国交11 東京湾横断道路株式会社に係る外形標準課税（資本割）の課税標準の特例措置の延長 延長 D A A A C A D
国交12 ＪＲ北海道及びＪＲ四国の資本割に係る課税標準の特例措置の延長 延長 E A A C C D D
国交13 一体化法に規定する特定鉄道事業者の資本割に係る課税標準の特例措置の延長 延長 E A A A A E E

国交14
新関西国際空港株式会社、関西国際空港土地保有株式会社及び中部国際空港株式会社
に係る資本割の課税標準の特例措置の延長

延長 C A A A A A D

国土交通省
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２ 点検シート及び点検結果表 

(1) 点検シートの見方 

「点検シート」は、総務省（行政評価局）が、各行政機関において実施された「租税特別措置等に係る政策評価」に使用されたデータ等を確実に   

把握して点検し、その結果を分かりやすく示すため、各行政機関の評価書等を基に作成したものである。各項目の出典等は次のとおり。 

 

＜基本情報＞ 

1  制 度 名  評価書「1 政策評価の対象とした政策の名称」欄を基に記載 

2  措 置 名  平成30年4月1日現在の租税特別措置法又は地方税法を基に記載（連結法人に係る分は省略） 

3  措 置 の 内 容  「平成28年度時点」欄及び「平成29年度税制改正以後」欄は、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告

書（第196回国会提出）」の「総括表」の「措置の概要」欄を基に記載し、「平成30年度税制改正以後」欄は、

「平成30年度税制改正の解説」（財務省HP）を基に記載 

4  政 策 目 的  評価書「9① 政策目的及びその根拠」欄の「租税特別措置等により実現しようとする政策目的」を基に記載 

5  評 価 対 象 税 目  評価書「2① 政策評価の対象税目」欄を基に記載 

6  関 係 条 項  評価書「4 内容」欄の「関係条項」から法人税、地方税に係る条番号を抜粋して記載 

7  要 望 内 容  評価書「4 内容」欄を基に記載 

8  創 設 年 度  評価書「7 創設年度及び改正経緯」欄を基に記載 

9  過去の政策評価の実績  評価書「13 前回の事前評価又は事後評価の実施時期」欄を基に記載 

10 区 分  評価書「3 要望区分等の別」欄を基に記載 
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＜総括表＞ 

1  「適用件数」、「減収額」、「目標」の計数は、平成30年度に提出された評価書のほか、同一の租税特別措置等に係る過去の評価書に記載さ

れたものも含めて表記（同一の年度に複数の計数が存在する場合は、最新の評価書の計数を表記） 

2  「適用件数」欄及び「減収額」欄には、単体法人及び連結法人の合計を記載 

3   特別償却及び特別控除等、複数の制度がある租税特別措置等に係る「適用件数」欄及び「減収額」欄には、複数の制度に係るものの合計をそ

れぞれ記載 

4  計数が表記されていない箇所について、評価書（過去の評価書を含む。）に記載すべき計数が評価書又は補足説明に記載されていなかった場 

合は「不明」、その租税特別措置等が創設される前の年度等、計数が存在しない場合は「－」と表記 

5  「適用実態調査」は、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）又は「地方税における税負担軽減措置等の適用状況 

等に関する報告書」（総務省）をいう。 

 

(2) 点検結果表の見方 

1  制 度 名  租税特別措置等の名称を記載 

2  税 目  政策評価の対象とされた租税特別措置等の税目を記載 

3  区 分  ［新設］ 租税特別措置等の新設要望に係る事前評価 

［拡充］ 租税特別措置等の拡充要望に係る事前評価 

［延長］ 租税特別措置等の延長要望に係る事前評価 
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内閣府 





内閣01
地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の拡充
（オフィス減税、雇用促進税制）

内閣02 国家戦略特区における国家戦略民間都市再生事業に対する課税の特例措置の延長

内閣03
沖縄の経済金融活性化特別地区における課税の特例の延長
（特別控除、特別償却、課税の特例）

内閣04 沖縄の離島における旅館業用建物等の課税の特例の延長

内閣05 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の拡充・延長

内閣06 沖縄の観光地形成促進地域における課税の特例の延長

内閣07
沖縄の情報通信産業特別地区・地域における課税の特例の延長
（特別控除、課税の特例）

内閣08
沖縄の産業高度化・事業革新促進地域における課税の特例の延長
（特別控除、特別償却）

内閣09
沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例の延長
（特別控除、特別償却、課税の特例）

内閣10 地域経済活性化支援機構に係る資本割の特例措置の延長

番号 制度名

 内閣府
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（参考） （参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 累計 単年度 累計 単年度

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 不明 4 － 4 不明 ▲149.7 － － － 不明 ▲27.8 － ▲37.7 － 不明 不明 77 77 不明 －

H28 900 20 2.2% 20 ▲3,331.5 ▲1,582.1 47.5% － 99.3% ▲429.8 ▲14.2 3.3% ▲17.7 － 900 900 158 81 不明 －

H29 94 34 36.2% － ▲1,636.6 ▲1,436.6 87.8% － － ▲411.1 ▲203.2 49.4% － － 994 94 227 69 不明 －

H30 606 － － － ▲4,041.0 － － － － ▲1,095.6 － － － 不明 1,005 11 － － － －

H31 460 － － － ▲3,730.0 － － － － ▲1,194.2 － － － 7,500 1,465 460 － － － －

H32 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税（特別控
除）・％）

【総括表】
租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税（特別償
却）・％）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

目標値
（累計）
（件）

目標
達成度

（注）　内閣01は、評価書に記載されている関係条項別（オフィス減税分、雇用促進税制分）に「点検シート」及び「点検結果表」を作成している。

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測 実績

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「2020年までの5年間で雇用者数増加のために必要な企業の地方拠点強化の件数を7,500件
増加」

   制度名
（措置名）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項   措法第42条の11の3、第68条の15

要望内容

創設年度 H27   H27内閣04、H28内閣02、H29内閣01 区分 拡充

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30内閣01-1） （評価実施府省：内閣府）
【基本情報】

  地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の拡充
  （地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）（オフィス減税）

措置の内容

平成28年度時点

   地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法の認定を受けた法人が、認定後2年経過日までに、地方活力向上地域内において、特定建物等の取得等をした場合には、取得価額の15％（移転型計画の場合には
25％）の特別償却又は2％（移転型計画の場合には4％）の税額控除（当期の法人税額の20％を限度）ができる。
 　なお、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日（平成27年8月10日）から平成29年3月31日までの期間内に認定を受けた場合には、①上記の特別償却又は②取得価額の4％（移転型計画の場合には7％）の税額控除（当期
の法人税額の20％を限度）ができる。

平成29年度税制改正以後   税額控除割合が4％（移転型計画の場合には7％）の対象となる計画の認定期限を1年延長

平成30年度税制改正以後

過去の政策評価の実績

　地域再生法の改正に伴い、「準地方活力向上地域」として近畿圏の中心部及び中部圏の中心部が、移転型事業の対象地域に追加された。

　企業の地方拠点の強化及び移転を支援することにより、地方における安定した良質な雇用の創出を通じて、地方への新たな流れを生み出し、東京一極集中を是正及び地域経済の活性化を実現すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 東京一極集中是正の加速化に向けて、中枢・中核都市において事務所等を整備する場合には、措置内容の拡充等を検討する。
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（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 累計 単年度 累計 単年度

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 不明 7 － 7 不明 ▲3.8 － － 不明 ▲0.5 － 内訳不明 － － 不明 4,447 不明 －

H28 1,500 5 0.3% 5 ▲7,370.0 ▲4.9 0.1% － ▲950.7 ▲0.6 0.1% 内訳不明 － － 不明 3,252 不明 －

H29 18 6 33.3% － ▲73.0 ▲30.2 41.4% － ▲9.4 ▲3.9 41.5% － － 不明 － 2,731 不明 －

H30 1,417 － － － ▲6,307.0 － － － ▲814.0 － － － 不明 19,605 8,045 － － － －

H31 1,351 － － － ▲7,170.0 － － － ▲924.9 － － － 40,000 35,605 16,000 － － － －

H32 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

11,560

将来予測 実績

減収額
（法人住民税・百万円）

「2020年までの5年間で本社機能の一部移転等により強化した企業の地方拠点における雇用
者数を4万人増加」

（注）　内閣01は、評価書に記載されている関係条項別（オフィス減税分、雇用促進税制分）に「点検シート」及び「点検結果表」を作成している。

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査に
おける適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

適用実態調査にお
ける租税特別措置
ごとの影響額（法
人住民税・百万
円）

租特の直
接的効果

目標値
（累計）
（人）

目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税

関係条項    措法第42条の12、第68条の15の2

要望内容

創設年度 H27    H27内閣04、H28内閣02、H29内閣01 区分 拡充

　 企業の地方拠点の強化及び移転を支援することにより、地方における安定した良質な雇用の創出を通じて、地方への新たな流れを生み出し、東京一極集中を是正及び地域経済の活性化を実現すること。

過去の政策評価の実績

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　東京一極集中是正の加速化に向けて、中枢・中核都市において事務所等を整備する場合には、措置内容の拡充等を検討する。

【基本情報】
＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30内閣01-2） （評価実施府省：内閣府）

   地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の拡充
   （地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除）（雇用促進税制）

平成28年度時点

(1)　次の①から④までの要件を満たす場合には、40万円に特定地域基準雇用者数を乗じて計算した金額の税額控除（当期の法人税額の10％（中小企業者等は20％）を限度）ができる。
   ①　適用年度等において事業主都合による離職者がいないこと。
   ②　基準雇用者数が4人以上（中小企業者等は2人以上）であること。
   ③　基準雇用者割合が10％以上であること又は前期末の雇用者の数が零であること。
   ④　給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。
(2)  地域再生法の認定事業者が、上記(1)の要件のうち③以外の要件を満たす場合には、20万円（上記(1)③の要件も満たす場合には50万円）に地方事業所基準雇用者数を乗じて計算した金額の税額控除（上記(1)及び地方活力向上
    地域において特定建物等を取得した場合の税額控除と合計して当期の法人税額の30％を限度）ができる。
(3)  上記(2)の適用を受ける又は受けた地域再生法の認定事業者は、30万円に地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額の税額控除（上記(1)、(2)及び地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の税額控除と合
    計して当期の法人税額の30％を限度）ができる。

   制度名
（措置名）

措置の内容

 　特定地域基準雇用者数に係る措置（特定地域基準雇用者数に40万円を乗じて計算した金額の税額控除）を廃止平成30年度税制改正以後

平成29年度税制改正以後  　上記(2)の制度について、地方事業所基準雇用者数のうち特定業務施設における無期かつフルタイムの新規雇用者に係る税額控除額を一人当たり10万円上乗せするとともに、特定業務施設における新規雇用者の総数に占める非正規雇用者
数の割合が40％を超える場合には、その超過分に係る税額控除額を一人当たり10万円減額する等の見直しを行った。

【H30 内閣01】-24-



【H30 内閣01】

-25-



【H30 内閣01】-26-



 
 

 

 
 

【H30 内閣01】

-27-



 

 
 

 

 
 

【H30 内閣01】-28-



 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

【H30 内閣01】

-29-



 

 
 

 

 

 
 

 

【H30 内閣01】-30-



( )

26 32.9
46.6 13.7 25
40.8

90

30 450

30 30

0.2 0.1

【H30 内閣01】

-31-



13 20 120 180
87 780

30 450

30 30

10
10.5

【H30 内閣01】-32-



 

 
 

 
 

 

27 30  

 

 
 

 
30  

28 29
30

 

 

 
29

  27  28  29  

 

  23 45 56 

  19 39 51 

 4 6 5 

  14 24  

  12 21  

 2 3  

 

 

  7 5  
 3,778 4891  

【H30 内閣01】

-33-



 

 
 

28  
 

30 1,417 (2) (3)
30

 
 

(1)  

30  

1,417 27 28
68 27 28

38 1,417 68 38 2,534  
30 68 38 54  

2,534 54 200 1500 331
2,534 54 1300 1500 2,149  

 
(1)

 

29  
29 56 51 5  
28

53.3 24 45  
29 53.3

29
30 56 53.3 27 51 53.3 3 5
53.3  

30  
30 1,417

1,417  
30  

1,417 30 200 1500 185
1,417 30 1300 1500 1,202  

 
(2) (3)  

29  
28

20.8 5 24  
29 20.8

29 6 30 20.8
6 27 20.8 0 3 20.8  

 
30  

 

 
 

30

 
KPI 7,500 30 1,500

450 30  
200:1,300

1

KPI
 

KPI 200 20 180 1,300 130 1,170  
200  
130 1,170 867 

60 6 54 390 39 351  
60  
39 351 260 

27  
30 

 
 

 
(3)   

 

28  

5 5 6  25  
6 28

5  
 

 
(3) 10

  

10 31,9 8
 
8 29

73

10  

28  

25 31.9  8  

【H30 内閣01】-34-



 

 
 

 
 

(3)   
 

28  

25 8  17  
 

 
(3)   

1
 

29  

6 10.4 9  62  

9
73

 

 
(2)   

30  

KPI

8,045  
KPI  

1,500 1,300  
1,300 1,170  
1,170 780  
780 7.2 5,616  

 
 
 

(3)   
1

 

29  

6 6.5 10  39  

10
73

46.3 11
 

 

 
 

11 29

 

 
(2)   

30  
(2)  5,213  

 
 

(3) 10

10  

10  

29  

39 21.9 12 10  9  
12

73
46.3

10 8 5
 

 
(2)   

30  

(2)  KPI

3,132  
 

(2)   

30  

(2)  
545  

 
(2)   

30  

5,213 3,132 545
1,536  

 
(3)   

【H30 内閣01】

-35-



 

 
 

10  

29  

39 9  30  
 

 
(2)   

30  

(2)  545
100  

 
 

(3)   
1

 

29  

6 2.8 13  17  
13

73
 

 
(2)   

30  

(2)  1,954  
 

 
(3)   

1
 

29  

6 13.3 14  80  
14

73

 

 
(2)   

30  

(2)  5,762  
 
 

 

 
 

(3)   
 

29  

17 80  97  
 

(2)   
 

30  

1,954 5,762  7,716  
 
 

(3) 10
  

10

 

29  

17 37.3 15 80 34.9 16  34  
97 34  63   

15
73

10
 

16
73

10
 

 
 

(2)
  

30  

(2)  KPI

4,279  
 

 
(2)

  

【H30 内閣01】-36-



 

 
 

(2)
 1,145  

 
(2)

  
 

7,716 4,279 1,145 2,292  
 

(3)   
1

 

29  

6 1.1 17  7  
 

17
73
0.4 0

0  

 
(3) 10

 

10  

29  

7 41.8 18  3  
 

18
73

10 8
 

 
(3)   

 

29  

7 3  4  
 
 

 
(3)  ( 50 )  ( 60

50 40 )   

28  

8 50  4.0  

 

 
 

 
29  

9 60 34 50 3 40  23.6  
 
 

(3)  ( 20 ) ( 30
20 10 )  

28  

17 20  3.4  

29  

30 30 63 20 4 10  22.0  
 

(2)   

30  

60 50  
3,132 60 4,279 50 4,019  

423 919  
 
 

(3)   
28

29 30
1

26.3 19  
19

8
 

28  

0 0  

29  
0 26.3  0  

 
 

(2)   

30  

KPI
1.5

 
30 10

【H30 内閣01】

-37-



 

 
 

 
KPI 1,014 33.8 1.5 20
3,699 152 555

63 243 5,726  
 

(2)   

30  

KPI 5,019  
 

(2)   

30  

707  
 

(3) 30  
 

28  

0 30  0  

29  

0 30  0  
 
 

(2) 30 20
  

30  

5,019 30 707 20  1,647  
 

(2) (3)  

29 28

66.2 4.9 4 3.4 0

 

29  

23.6   22.0   0   66.2  30.2  

 

 

 
 

30 90
0.9  

30  

4,019 423 919 1,647 0.9  6,307  

 
 

 

【H30 内閣01】-38-



【H30 内閣01】

-39-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③ 目標④

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 不明 0 － 8 不明 ▲0 － － 不明 不明 － ▲446.2 － － － － － － － － － － 不明 不明 12 0 － 不明 不明 0 0 －

H27 1 0 0.0% 9 不明 ▲0 － － 不明 ▲0 － ▲372.9 － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － 不明 不明 23 0 － 不明 不明 0 0 －

H28 0 0 － 19 ▲0 ▲0 － － 不明 ▲0 － ▲394.3 － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － 不明 不明 － 2 － 不明 0 － － －

H29 1 0 0.0% － ▲0.2 ▲0 0.0% － 不明 ▲0 － － － － 0.08 不明 － － － 9 不明 － 100 不明 113 4 113.0% 250,000 117,900 － － －

H30 0 － － － ▲0 － － － ▲0 － － － － 1.1 － － － － 9.6～
9.8

－ － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

H31 0 － － － ▲0 － － － ▲0 － － － － 2.1 － － － － 10.2～
10.5

－ － － － － － － － － － － － －

H32 2 － － － ▲343.0 － － － ▲34.6 － － － 8～11 3.0 － － － 10.7～
11.3

10.7～
11.3

－ － － － － － － － － － － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － 16.0～

18.5
－ － － － － － － － － － － － － －

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

【総括表】

適用実態調査
における適用件
数（法人税
（措置全体
（雨水貯留利
用施設分を除
く））・件）

適用実態調査にお
ける租税特別措置
ごとの影響額（地
方法人二税・地方
法人特別税（措
置全体）・百万
円）

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

適用実態調査
における適用額
の上位10社割
合（法人税
（措置全体
（雨水貯留利
用施設分を除
く））・％）

目標値
（％） 将来予測 実績 目標

達成度
目標値

（億円） 将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果
租特の直
接的効果

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「「世界と戦える国際都市の形成、国際イノベーショ
ン拠点の整備」を図り、国際都市機能の更なる向
上を目指す（都市再生緊急整備地域（特定都
市再生緊急整備地域を含む）における都市再開
発事業の平成24年度から平成32年度までの建
設投資累計額：8兆円～11兆円）」（平成30
年度評価時から）

「「世界と戦える国際都市の形成、国際イノベーショ
ン拠点の整備」を図り、国際都市機能の更なる向
上を目指す（都市再生緊急整備地域（特定都
市再生緊急整備地域を含む）内の都市開発事
業が行われた2018年度から2030年度までの区
域面積割合：16.0％～18.5％）」（平成30
年度評価時から）

租特の直
接的効果

実績目標値
（兆円）

目標
達成度将来予測

「世界と戦える国際都市の形成、国際イノベーショ
ン拠点を整備し、主として東京圏の国際都市機能
を向上させる（都市再生プロジェクトによる経済波
及効果を平成29年度までに25兆円とする）」
（平成28年度評価時）

「世界と戦える国際都市の形成、国際イノベーショ
ン拠点を整備し、主として東京圏の国際都市機能
を向上させる（都市再生プロジェクトの合計数を平
成29年度までに100事業とする）」（平成28年
度評価時）

目標値
（事業） 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H26 区分 延長

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30内閣02） （評価実施府省：内閣府）

　国家戦略特区における国家戦略民間都市再生事業に対する課税の特例措置の延長
　（特定都市再生建築物等の割増償却（国家戦略民間都市再生事業））

措置の内容

平成28年度時点  　特定都市再生緊急整備地域及び都市再生緊急整備地域（特定都市再生緊急整備地域を除く。）において、国家戦略特別区域法による認定を受けた区域計画に基づく特定都市再生建築物等の取得等をした場合には、5年間、普通償
却限度額に100分の50又は100分の30を乗じた金額の割増償却ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　措法第47条の2、第68条の35

過去の政策評価の実績

　国家戦略特区において、大胆な規制・制度改革を通して経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力の強化とともに、国際的な経済活動の拠点の形成を図る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

　H26内閣08、H28内閣05

【H30 内閣02】-40-



【H30 内閣02】

-41-



【H30 内閣02】-42-



【H30 内閣02】

-43-



 

 

 

【H30 内閣02】-44-



【H30 内閣02】

-45-



【H30 内閣02】-46-



【H30 内閣02】

-47-



【H30 内閣03】-48-



【H30 内閣03】

-49-



【H30 内閣03】-50-



【H30 内閣03】

-51-



（参考） （参考） （参考）

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 347 － － － － 511 － － － － － － － － － 503 － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － 34 － － － － 1,042 － － － － 368 － － － － 526 － － － － － － － － － 481 － － － － － － － － － － － －

H26 － 0 － 0 － ▲0 － － － ▲0 － － － － 41 － － － － 1,095 － － － － 366 － － － － 573 － － － － 68 － － － － 420 － － － － 0 不明 － － － 不明 不明 －

H27 － 0 － 0 － ▲0 － － － ▲0 － － － － 40 不明 － － － 1,100 不明 － － － 415 不明 － － － 568 不明 － － － 73 不明 － － － 336 不明 － － － 2 不明 － － － 34 不明 －

H28 不明 1 － 1 不明 ▲3.0 － － 不明 ▲1.2 － ▲1.3 － － 36 不明 － － － 1,046 不明 － － － 414 不明 － － － 563 不明 － － － 73 不明 － － － 330 不明 － － 8 不明 不明 － － 136 不明 不明 －

H29 不明 0 － － 不明 ▲0 － － 不明 ▲0 － － － － 42 不明 － － － 1,082 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － 10 不明 不明 － － 170 不明 不明 －

H30 1 － － － ▲2.6 － － － ▲0.9 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － － 15 － － － － 255 － － －

H31 1 － － － ▲2.6 － － － ▲0.9 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － － 18 － － － － 306 － － －

H32 1 － － － ▲2.6 － － － ▲0.9 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － － 20 － － － － 340 － － －

H33 1 － － － ▲2.6 － － － ▲0.9 － － － 65 ー － － － 1,694 ー － － － 520 － － － － 819 － － － － 91 － － － － 594 － － － － 22 22 － － － 374 374 － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

目標⑦ 目標⑧

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

目標② 目標③ 目標④ 目標⑤ 目標⑥

「特区における製造品出荷額等を平成33
年度までに520億円とする」（平成30年
度評価時から）

目標値
(億円) 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

目標
達成度租特の直

接的効果

「名護市の農業産出額を平成33年度まで
に91億円とする」（平成30年度評価時か
ら）

目標値
(万人) 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

「名護市への入込客数を平成33年までに
819万人とする」（平成30年度評価時か
ら）

目標値
(億円) 将来予測 実績

【総括表】

適用実態調
査における適
用件数（法
人税・件）

適用実態調
査における租
税特別措置
ごとの影響額
（地方法人
二税・地方法
人特別税・百
万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
(社)

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

適用実態調
査における適
用額の上位
10社割合
（法人
税・％）

租税特別措置等の適用実態

目標①

目標
達成度租特の直

接的効果

目標
達成度

目標値
(人) 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

減収額
（地方法人二税・地方法人特

別税・百万円）

「特区内の金融及び情報関連企業数を平
成33年度までに65社（金融関連企業
30社、情報通信関連企業35社）とする」
（平成30年度評価時から）

「特区内の金融及び情報関連企業におけ
る雇用者数を平成33年度までに1,694人
（金融関連企業770人、情報通信関連
企業924人）とする」（平成30年度評価
時から）

租特の直
接的効果

租特の直
接的効果

「名護市の漁業生産量を平成33年度まで
に594トンとする」（平成30年度評価時か
ら）

「平成33年度まで本税制を活用した企業
数22社」（平成28年度評価時）

「平成33年度までに本税制を活用した企
業に伴う雇用者数の増加374人」（平成
28年度評価時）

目標値
(トン) 将来予測 実績 目標

達成度
目標値
(社) 将来予測 実績 目標

達成度
目標値
(人) 将来予測 実績

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H26 区分 延長

　措法第45条、第68条の27

過去の政策評価の実績

　 金融業や情報通信関連産業をはじめ、沖縄の地理的特殊性・優位性や亜熱帯気候である自然的特性を生かした多様な産業の集積を行うことで、「実体経済の基盤となる産業」と「金融産業」を両輪とした沖縄の経済金融の活性化を図り、
もって自立型経済の構築を目指す。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

　H28内閣03

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30内閣03-2） （評価実施府省：内閣府）

　沖縄の経済金融活性化特別地区における課税の特例の延長
　（特定地域における工業用機械等の特別償却）（沖縄の経済金融活性化特別地区）

措置の内容

平成28年度時点 　沖縄の経済金融活性化特別地区において、工業用機械等の取得等をした場合には、取得価額の50％（建物等は25％）の特別償却ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 内閣03】-52-



【H30 内閣03】

-53-



【H30 内閣03】-54-



【H30 内閣03】

-55-



【H30 内閣03】-56-



【H30 内閣03】

-57-



【H30 内閣03】-58-



【H30 内閣03】

-59-



 

【H30 内閣03】-60-



  

【H30 内閣03】

-61-



  

【H30 内閣03】-62-



  

【H30 内閣03】

-63-



  

【H30 内閣03】-64-



 

【H30 内閣03】

-65-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 不明 － － 0 不明 － － － 不明 － － － 34,358 不明 － － － 690 不明 － － －

H24 不明 1 － 1 不明 ▲1.9 － － 不明 ▲1.0 － ▲0.9 不明 不明 37,946 － － － 不明 － － －

H25 不明 1 － 1 不明 ▲18.1 － － 不明 ▲4.4 － ▲8.1 不明 不明 不明 不明 － － 不明 不明 不明 －

H26 不明 0 － 0 不明 ▲0 － － 不明 ▲0 － － 不明 不明 38,188 不明 － － 不明 1,544 不明 －

H27 不明 0 － 0 不明 ▲0 － － 不明 ▲0 － － 不明 不明 38,713 不明 － － 不明 1,677 不明 －

H28 5 1 20.0% 1 不明 ▲18.7 － － 不明 ▲7.4 － ▲9.5 37,143 不明 40,669 不明 109.5% 1,030 不明 不明 不明 －

H29 5 3 60.0% － ▲8.9 ▲54.4 609.3% － ▲3.7 不明 － － 不明 不明 不明 不明 － － 不明 不明 不明 －

H30 3 － － － ▲36.8 － － － ▲15.4 － － － 不明 不明 － － － － 不明 － － －

H31 3 － － － ▲36.8 － － － ▲15.4 － － － 不明 不明 － － － － 不明 － － －

H32 3 － － － ▲36.8 － － － ▲15.4 － － － 41,200 不明 － － － － 不明 － － －

H33 5 － － － ▲8.9 － － － ▲3.7 － － － 41,325 不明 － － － 1,671 不明 － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「離島地域における旅館業用建物等の立地を促進する（平成33年度まで
の施設収容人員数の累計：41,325人）」

「離島地域における旅館業用建物等の立地を促進する（平成33年度まで
の宿泊施設数の累計：1,671施設）」（平成28年度評価時）

将来予測

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（人）

目標
達成度

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

目標値
（施設）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H9 区分 延長

　措法第45条、第68条の27

過去の政策評価の実績

 　沖縄県の離島の振興については、これまで沖縄振興計画等に基づき、各種基盤整備及び産業振興施策等を推進することにより、相応の成果を上げてきたが、離島の持つ地理的、自然条件等の不利性などから本島との間には依然として格差
が存在するほか、若年層の島外流出や高齢化の進行等により地域活力の低下が懸念されるなど、多くの課題を抱えている。
 　離島における若者等の定住を促進し、地域の活性化を図るためには、産業を振興し、就業機会の確保と所得の向上を図る必要がある。離島地域は観光資源が豊富という利点を持ち合わせており、観光・リゾート産業は離島地域の自立的発
展の先導的役割を担う産業として重要であることから、当該特例措置を講じることで離島地域における旅館業等の立地を促進する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

　H23内閣03、H28内閣04

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30内閣04） （評価実施府省：内閣府）

　沖縄の離島における旅館業用建物等の課税の特例の延長
　（特定地域における工業用機械等の特別償却）（沖縄の離島地域における旅館業用建物等）

措置の内容

平成28年度時点 　沖縄の離島地域において、旅館業用建物等の取得等をした場合には、取得価額の8％の特別償却ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 内閣04】-66-



【H30 内閣04】

-67-



【H30 内閣04】-68-



 

【H30 内閣04】

-69-



  

【H30 内閣04】-70-



  

【H30 内閣04】

-71-



  

【H30 内閣04】-72-



 

【H30 内閣04】

-73-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H28 不明 58 － 58 不明 ▲6.1 － 89.8% 不明 ▲6.7 － ▲6.7 － － 不明 不明 － － － 7.5 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H29 不明 493 － － 不明 ▲50.4 － － 不明 ▲301.1 － － － － 不明 不明 － － － 23.3 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H30 542 － － － ▲55.5 － － － ▲331.2 － － － 不明 不明 － － － － 25.4 － － － 不明 不明 － － －

H31 379 － － － ▲38.8 － － － ▲231.9 － － － 不明 不明 － － － － 18.2 － － － 不明 不明 － － －

H32 1,440 － － － ▲147.5 － － － ▲881.1 － － － 不明 不明 － － － － 70 － － － 不明 不明 － － －

H33 1,440 － － － ▲147.5 － － － ▲881.1 － － － 不明 不明 － － － － 70 － － － － － － － －

H34 1,440 － － － ▲147.5 － － － ▲881.1 － － － 不明 不明 － － － － 70 － － － － － － － －

H35 1,440 － － － ▲147.5 － － － ▲881.1 － － － 不明 不明 － － － － 70 － － － － － － － －

H36～
／未定 1,440 － － － ▲147.5 － － － ▲881.1 － － － － － － － － 425 70 － － － － － － － －

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

目標値 将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果

「2020年までの5年間で、本税制措置を活用した地方公共団体の
総合戦略における基本目標が十分に達成されること（測定指標：
本税制を活用した地方公共団体の総合戦略における基本目標・施
策のKPIの達成状況）」（平成27年度評価時）

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税・％）

目標値
(億円) 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「平成36年度までに、本税制措置を活用した地方公共団体の総合
戦略における基本目標が十分に達成されること（測定指標：本税
制措置を活用した地方公共団体の総合戦略における基本目標・施
策のKPIの達成状況）」（平成30年度評価時から）

「地方公共団体が行う地方創生事業に対する寄附額を平成36年
度までに累計425億円とする」（平成30年度評価時から）

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別
税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H28 区分 拡充・延長

　措法第42条の12の2、第68条の15の3、地方税法附則第8条の2の2、第9条の2の2

過去の政策評価の実績

　地方公共団体の実施する一定の地方創生事業に対して企業が寄附を行うことを促すことにより、地方創生に取り組む地方を応援すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 地方創生を推進し、企業から地方公共団体への寄附を安定的かつ継続的に確保するため、税制措置の拡充・延長等を図る。
(1) 徹底した運用改善を実施すること。

  寄附払込時期の弾力化、基金への積立要件の緩和、地方創生関係交付金と併用した場合のインセンティブ付与、地域再生計画の認定に係る事務手続の簡素化等
(2) 平成31年度までとなっている税額控除の特例措置を5年間（平成36年度まで）延長すること。

 制度創設（平成28年度税制改正）時と同様に、国の次期総合戦略の期間（平成32年度～平成36年度）と合わせる。
(3) 特定の寄附に係る税額控除割合を引き上げること。

　H27内閣（地方創生応援税制の創設（「企業版ふるさと納税」））

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30内閣05） （評価実施府省：内閣府）

　地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の拡充・延長
　（認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除）

措置の内容

平成28年度時点  　法人が地域再生法の認定地方公共団体が行ったまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金（特定寄附金）を支出した場合には、その支出した特定寄附金の額の20％から地方税法の規定により法人住民税から控除される金
額を差し引いた金額（支出した特定寄附金の額の10％を限度）の税額控除（当期の法人税額の5％を限度）ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 内閣05】-74-



【H30 内閣05】

-75-



【H30 内閣05】-76-



【H30 内閣05】

-77-



 
 

 

 
 

【H30 内閣05】-78-



 

 
 

 

 
 

【H30 内閣05】

-79-



 

 
 

 

 
 

【H30 内閣05】-80-



 

 
 

 

 
 

【H30 内閣05】

-81-



 

 
 

 

【H30 内閣05】-82-
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【H30 内閣05】

-83-



 
 

【H30 内閣05】-84-



【H30 内閣05】

-85-



【H30 内閣06】-86-



【H30 内閣06】

-87-



【H30 内閣06】-88-



 

【H30 内閣06】

-89-



  

【H30 内閣06】-90-



  

【H30 内閣06】

-91-



  

【H30 内閣06】-92-



 

【H30 内閣06】

-93-



【H30 内閣06】-94-



【H30 内閣06】

-95-



【H30 内閣07】-96-



【H30 内閣07】

-97-



【H30 内閣07】-98-



【H30 内閣07】

-99-



【H30 内閣07】-100-



【H30 内閣07】

-101-



【H30 内閣07】-102-



 

【H30 内閣07】

-103-



  

【H30 内閣07】-104-



  

【H30 内閣07】

-105-



  

【H30 内閣07】-106-



  

【H30 内閣07】

-107-



【H30 内閣07】-108-



 

【H30 内閣07】

-109-



【H30 内閣07】-110-



【H30 内閣07】

-111-



【H30 内閣08】-112-



【H30 内閣08】

-113-



【H30 内閣08】-114-



【H30 内閣08】

-115-



【H30 内閣08】-116-



【H30 内閣08】

-117-



【H30 内閣08】-118-



 

【H30 内閣08】

-119-



  

【H30 内閣08】-120-



  

【H30 内閣08】

-121-



  

【H30 内閣08】-122-



(3 )

(8 )(4 )

(6 )

【H30 内閣08】

-123-



 

【H30 内閣08】-124-



【H30 内閣08】

-125-



【H30 内閣09】-126-



【H30 内閣09】

-127-



【H30 内閣09】-128-



【H30 内閣09】

-129-



【H30 内閣09】-130-



【H30 内閣09】

-131-



【H30 内閣09】-132-



【H30 内閣09】

-133-



（参考） （参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③ 目標④

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 不明 0 － 0 不明 ▲0 － － － 不明 不明 － － － － － － － － － － － － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 －

H24 不明 1 － 1 不明 ▲4.0 － － － 不明 ▲1.7 － ▲2.1 － － － － － － － － － － － － 2 不明 － － － 175 不明 －

H25 不明 0 － 0 ▲13.0 ▲0 0.0% － － 不明 ▲0 － － － － 54 － － － － 892 － － － － 2 不明 － － － － 不明 －

H26 不明 2 － 2 ▲13.0 ▲4.7 36.1% － － 不明 ▲2.4 － ▲2.4 － － 76 － － － － 1,019 － － － － 5 不明 － － － 80 不明 －

H27 不明 3 － 3 ▲13.0 ▲17.2 132.2% － － 不明 ▲9.0 － ▲9.0 － － 114 不明 － － － 1,481 不明 － － － 8 不明 － － － 128 不明 －

H28 4 3 75.0% 3 ▲14.0 ▲22.9 163.9% － － ▲5.8 ▲11.7 201.5% ▲11.7 － － 126 不明 － － － 2,097 不明 － － 8 16 不明 － － 232 256 不明 －

H29 8 3 37.5% － ▲29.0 ▲50.4 173.7% － － ▲11.7 ▲16.0 136.3% － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － 16 29 不明 － － 464 464 不明 －

H30 7 － － － ▲59.6 － － － － ▲19.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － － 20 － － － － 580 － － －

H31 9 － － － ▲76.6 － － － － ▲24.5 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － － 24 － － － － 696 － － －

H32 10 － － － ▲85.1 － － － － ▲26.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － － 30 － － － － 870 － － －

H33 11 － － － ▲93.7 － － － － ▲28.7 － － － 260 ー － － － 5,400 ー － － － 30 30 － － － 870 870 － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

目標値
（人） 将来予測 実績 目標

達成度

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

将来予測実績目標値
（社）

「平成33年度までに本制度を活用した企業によ
る雇用者数870人」（平成28年度評価時）

適用実態調
査における適
用額の上位
10社割合
（法人税
（国際物流
拠点産業集
積地
域）・％）

適用実態調
査における適
用額の上位
10社割合
（法人税
（特別自由
貿易地
域）・％）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測 租特の直
接的効果

租特の直
接的効果

目標値
（社）

目標値
（人） 実績 目標

達成度

【総括表】
租税特別措置等の適用実態

「平成33年度までに本制度を活用した企業数
30社」（平成28年度評価時）

将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「国際物流拠点産業の新規立地企業数（累
計）を平成33年度までに260社とする」（平
成30年度評価時から）

「国際物流拠点産業の雇用者数を平成33年
度までに5,400人とする」（平成30年度評価
時から）

適用実態調
査における適
用件数（法
人税・件）

適用実態調査
における租税特
別措置ごとの影
響額（地方法
人二税・地方法
人特別税・百万
円）

租特の直
接的効果

目標
達成度

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H10 区分 延長

　措法第60条、第68条の63

過去の政策評価の実績

 　高付加価値型のものづくり企業やリペアセンター等の高機能型物流企業、航空機部品製造業（MRO）等の国際物流拠点産業の集積を図ることで、沖縄における産業及び貿易を振興し、もって沖縄における民間主導の自立型経済の構築を
目指す。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

　H23内閣08、H25内閣19、H28内閣08

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30内閣09-3） （評価実施府省：内閣府）

　沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例の延長
　（沖縄の認定法人の課税の特例）（国際物流拠点産業集積地域）

措置の内容

平成28年度時点 　沖縄の国際物流拠点産業集積地域において、専ら特定国際物流拠点事業を営むこと等の要件を満たすものとして認定を受けた法人は、設立後10年間、特定国際物流拠点事業に係る所得金額の40％の特別控除ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 内閣09】-134-



【H30 内閣09】

-135-



【H30 内閣09】-136-



 

【H30 内閣09】

-137-



  

【H30 内閣09】-138-



  

【H30 内閣09】

-139-



  

【H30 内閣09】-140-



 

 

 

【H30 内閣09】

-141-



 

【H30 内閣09】-142-



【H30 内閣09】

-143-



（参考） （参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － 不明 － － － － － － － － ▲38.1 － － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 －

H24 － 不明 － － － － － － － － ▲38.1 － － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 －

H25 不明 － － － － － － － － ▲44.3 － － － － － 10 － － － － － － － 不明 不明 － － －

H26 1 － － － － － － － － ▲44.3 － － － － － 18 － － － － 3 － － 不明 不明 － － －

H27 1 1 100.0% － － － － － － ▲44.3 ▲63.0 142.3% － － － 18 不明 － － － 20 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H28 1 1 100.0% － － － － － － ▲44.3 ▲87.0 196.5% － － － 20 不明 － － － 21 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H29 1 1 100.0% － － － － － － ▲44.3 ▲100.0 225.8% － － － 12 不明 － － － 28 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H30 1 － － － － － － － － ▲126.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

H31 1 － － － － － － － － ▲126.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

H32 1 － － － － － － － － ▲126.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

H33 1 － － － － － － － － ▲126.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

H34 1 － － － － － － － － ▲126.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －
H35～
／未定 1 － － － － － － － － ▲126.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

「事業の選択と集中、事業の再編も視野に入れた事
業再生支援や、新事業・事業転換及び地域活性化
事業による支援により、健全な企業の形成、雇用の
確保・創出を通じた地域経済の活性化を図る」（平
成25年評価時）

目標値
（件） 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

「経営者保証付債権の買取・整理を通じて経営者の
再チャレンジを支援する特定支援について、民間では
活用が広がらない分野において先駆的な事例として
推進していく（測定指標：広義の再生支援として近
年ニーズが急増している事業承継・事業譲渡型の再
生案件等）」（平成30年度評価時から）

目標値 将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果

【総括表】

適用実態調
査における適
用件数（法
人税・件）

適用実態調
査における適
用額の上位
10社割合
（法人税
（企業再生
支援機
構）・％）

租特の直
接的効果

実績目標値
（件）

「事業再生支援について、今後も民業補完の原則の
下、民間だけでは利害調整が困難な案件や地域経
済に甚大な影響がある案件を対象に実施していく」
（平成30年度評価時から）

目標
達成度

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用実態調査
における租税特
別措置ごとの影
響額（法人事
業税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人事業税・件）

減収額
（法人事業税・百万円）

将来予測

減収額
（法人税・百万円）

適用実態調
査における適
用額の上位
10社割合
（法人税
（地域経済
活性化支援
機構）・％）

政策目的

法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H21 区分 延長

　地方税法附則第9条

過去の政策評価の実績

　事業の選択と集中、事業の再編も視野に入れた事業再生支援や、新事業・事業転換及び地域活性化事業に対する支援により、健全な企業群の形成、雇用の確保・創出を通じた地域経済の活性化を図る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 措置の適用期限を当機構が業務完了により解散する平成38年3月31日まで7年間延長する。

　H25内閣02

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30内閣10） （評価実施府省：内閣府）

　地域経済活性化支援機構に係る資本割の特例措置の延長
　（地域経済活性化支援機構に係る資本割の特例措置）

措置の内容

平成28年度時点 　（株）地域経済活性化支援機構（旧株式会社企業再生支援機構）について、資本割の課税標準である資本金等の額を、銀行法における銀行の最低資本金の額（20億円）とする。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 内閣10】-144-



【H30 内閣10】

-145-



【H30 内閣10】-146-



 

【H30 内閣10】

-147-



  

【H30 内閣10】-148-



【H30 内閣10】

-149-



【H30 内閣10】-150-



金融庁 





番号 制度名

金融01 火災保険等に係る異常危険準備金制度の拡充及び延長

金融02 協同組織金融機関に係る一括評価金銭債権の割増特例措置の恒久化

金融03 事業用固定資産の減損損失に係る損金算入措置の創設

金融04 投資信託の二重課税調整に係る所要の措置

金融05 承継銀行等に係る資本割の特例措置の延長

 金融庁

-153-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 33 33 100.0% 49 不明 ▲9,586.0 － 96.9% 不明 ▲1,768.0 － ▲6,718.2 － － 不明 不明 －

H24 33 17 51.5% 53 不明 ▲8,072.0 － 96.7% 不明 ▲1,641.0 － ▲5,102.7 － － 不明 不明 －

H25 33 17 51.5% 56 ▲14,190.0 ▲13,460.0 94.9% 97.3% ▲2,617.0 ▲2,736.0 104.5% ▲5,908.7 － － 不明 不明 －

H26 33 16 48.5% 60 不明 ▲14,270.0 － 96.8% 不明 ▲2,901.0 － ▲7,306.3 － － 不明 不明 －

H27 16 15 93.8% 62 ▲2,912.0 ▲14,800.0 508.2% 97.6% ▲2,912.0 ▲2,300.0 79.0% ▲5,768.7 － － 2,673 617 －

H28 16 16 100.0% 61 ▲14,270.0 ▲13,100.0 91.8% 98.7% ▲2,901.0 ▲2,100.0 72.4% ▲4,811.0 － － 3,002 561 －

H29 16 16 100.0% － ▲14,270.0 ▲13,900.0 97.4% － ▲2,901.0 ▲2,200.0 75.8% － － － 3,227 595 －

H30 16 － － － ▲14,270.0 － － － ▲2,901.0 － － － 不明 3,248 － － －

H31 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 3,469 － － －

H32 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 3,691 － － －

H33 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 3,912 － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － 32,031 － － － －

【総括表】
租税特別措置等の適用実態

目標
達成度

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（措置全
体）・％）

減収額
（法人住民税・百万円）

「損害保険会社が、巨大自然災害発生時においても保険金の支払いを円
滑かつ確実に行うことができるような水準まで、異常危険準備金を早期に積
み立てること（正味保険料収入の160％）」

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税（措置
全体）・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（法人住民税
（措置全体）・百万
円）

租特の直
接的効果
（億円）

実績
（億円）

目標値
（億円）

将来予測
（億円）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 S28 区分 拡充・延長

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30金融01） （評価実施府省：金融庁）

　火災保険等に係る異常危険準備金制度の拡充及び延長
　（保険会社等の異常危険準備金）（火災保険等の積立率の特例）

措置の内容

平成28年度時点  　損害保険会社又は損害共済事業を行う特定の協同組合等が、異常災害損失の補塡に充てるため、正味収入保険料又は正味収入共済掛金の額に一定の積立率を乗じて計算した金額を準備金として積み立てたときは、積立額の損金算入
ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　措法第57条の5、第68条の55

過去の政策評価の実績

　損害保険会社の経営の健全性を確保することにより、保険契約者に対し円滑かつ確実に保険金を支払うこと。
 　損害保険会社は、発生の時期・規模の予測が困難な巨大自然災害に対しても、確実に保険金支払いを行うという社会的使命を担っており、平時において保険料の一定割合を異常危険準備金に積み立てることにより、保険金の支払原資
（経営の健全性）を確保する必要がある。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　洗替保証率を40％に引き上げた上で、措置の適用期限を延長する。

　H22金融07、H24金融03、H27金融01

【H30 金融01】-154-



【H30 金融01】

-155-



【H30 金融01】-156-



 
 

 
 

 

 

  

【H30 金融01】

-157-



【H30 金融01】-158-



【H30 金融01】

-159-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 不明 429 － 9,293 不明 ▲6,868.0 － 26.7% 不明 ▲2,332.0 － ▲69,445.9 不明 不明 不明 不明 －

H24 不明 426 － 8,994 不明 ▲4,294.0 － 18.6% 不明 ▲1,558.0 － ▲57,767.1 不明 不明 不明 不明 －

H25 不明 421 － 8,745 不明 ▲2,822.0 － 18.8% 不明 ▲1,024.0 － ▲6,277.1 不明 不明 51.0 不明 －

H26 420 420 100.0% 8,808 ▲4,271.0 ▲3,004.0 70.3% 18.1% ▲1,607.0 ▲1,112.0 69.2% ▲6,558.2 不明 不明 52.1 不明 －

H27 420 415 98.8% 8,857 ▲4,958.0 ▲3,074.0 62.0% 18.4% ▲1,607.0 ▲1,141.0 71.0% ▲6,136.4 不明 不明 53.0 不明 －

H28 413 414 100.2% 9,064 ▲3,074.0 ▲3,768.0 122.6% 20.1% ▲1,141.0 ▲1,398.0 122.5% ▲5,926.2 不明 不明 54.5 不明 －

H29 413 408 98.8% － ▲3,210.0 ▲2,889.0 90.0% － ▲1,462.0 ▲1,072.0 73.3% － 不明 不明 56.3 不明 －

H30 404 － － － ▲2,901.0 － － － ▲1,077.0 － － － 不明 不明 － － －

H31 404 － － － ▲3,028.0 － － － ▲1,381.0 － － － 不明 不明 － － －

H32 404 － － － ▲3,028.0 － － － ▲1,381.0 － － － 不明 不明 － － －

H33 404 － － － ▲3,028.0 － － － ▲1,381.0 － － － 不明 不明 － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】
租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（措置全
体）・％）

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税（措置
全体）・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税
（措置全体）・百万
円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（兆円）

目標
達成度

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「協同組織金融機関の自己資本の充実、経営基盤の安定化を通して、地
域経済の活性化及び地域金融システムの安定化を図る（測定指標：中小
企業向け貸出残高）」

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S41 区分 延長

　措法第57条の9、第68条の59

過去の政策評価の実績

　協同組織金融機関の自己資本を充実させることにより、経営の健全化を図り、もって地域経済の活性化及び地域金融システムの安定化を図る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 貸倒引当金繰入限度額の割増特例措置（100分の110）を恒久化すること、少なくとも現行の割増率を維持の上、措置の適用期限（平成31年3月末）を延長する。

　H22金融04、H26金融03、H28金融01

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30金融02） （評価実施府省：金融庁）

　協同組織金融機関に係る一括評価金銭債権の割増特例措置の恒久化
　（中小企業等の貸倒引当金の特例）（協同組織金融機関）

措置の内容

平成28年度時点 　公益法人等又は協同組合等の一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額は、通常の繰入限度額の112％相当額とすることができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

　繰入限度額を通常の繰入限度額の110％相当額に引下げ

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 金融02】-160-



【H30 金融02】

-161-



【H30 金融02】-162-



 

【H30 金融02】

-163-



 

【H30 金融02】-164-



【H30 金融02】

-165-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － ー － － － － － － －

H28 － － － － － － － － － ー － － － － － － －

H29 － － － － － － － － － ー － － － － － － －

H30 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H31 36 － － － ▲239.0 － － － ▲108.0 － － － 不明 不明 － － －

H32 36 － － － ▲239.0 － － － ▲108.0 － － － 不明 不明 － － －

H33 36 － － － ▲239.0 － － － ▲108.0 － － － 不明 不明 － － －

H34 － － － － ー － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円） 将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「協同組織金融機関による地方創生やさらなる金融仲介機能の発揮を図
る」

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30金融03） （評価実施府省：金融庁）

　事業用固定資産の減損損失に係る損金算入措置の創設
　（－）

措置の内容

平成28年度時点  　－

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　－

 　－

【基本情報】
   制度名
（措置名）

 　－

過去の政策評価の実績

　 協同組織金融機関が地域金融の中核としての役割をさらに発揮すべく、協同組織金融機関の自己資本の充実や拠点運営網等の経営資源の維持・確保等を図ること。

評価対象税目
努力義務対象

　地方（町村）に所在する信用金庫及び信用組合の事業用固定資産について、会計上で減損損失を計上した場合に、損金算入を可能とする措置を講じる。

 　－

【H30 金融03】-166-



【H30 金融03】

-167-



【H30 金融03】-168-



 
 

 

 
 

【H30 金融03】

-169-



 

 
 

【H30 金融03】-170-



【H30 金融03】

-171-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H28 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H29 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H30 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
H31 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
H32 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
H33 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごと
の影響額（法人住
民税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税・％）

減収額
（法人住民税・百万円）

「公募投資信託等に係る内外二重課税を排除すること」

   制度名
（措置名）

 

政策目的

法人税 法人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 H30    H29金融01 区分 拡充

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30金融04） （評価実施府省：金融庁）

  投資信託の二重課税調整に係る所要の措置
   （特定目的会社に係る課税の特例、投資法人に係る課税の特例、特定目的信託に係る受託法人の課税の特例、特定投資信託に係る受託法人の課税の特例）

措置の内容

平成28年度時点  　－

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後    公募投資信託等が国内の投資家に分配金を支払う際には、国内で源泉所得税が課されるが、内外二重課税を排除するため、当該配当等に対して外国で課税される税（外国税）を控除する仕組みが措置された。

 　－

・　平成30年度改正時に措置された調整措置の施行（平成32年1月）が円滑に行われるよう、所要の措置を講じる。
・　投資法人が保有する外国子会社にも二重課税とならないよう調整措置を講じる。

【基本情報】

 　措法第67条の14、第67条の15、第68条の3の2、第68条の3の3

過去の政策評価の実績

　 国内外の投資に係る税の中立性を維持すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

【H30 金融04】-172-



【H30 金融04】

-173-



 
 

 

 
 

【H30 金融04】-174-



【H30 金融04】

-175-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － 1 － － － － － － － ▲323.0 － － － － 不明 不明 －

H24 － 1 － － － － － － － ▲20.0 － － － － 不明 不明 －

H25 1 － － － － － － － ▲21.0 － － － 不明 不明 － － －

H26 不明 1 － － － － － － 不明 ▲21.0 － － 不明 不明 － － －

H27 不明 1 － － － － － － 不明 ▲31.5 － － 不明 不明 不明 不明 －

H28 不明 1 － － － － － － 不明 ▲52.5 － － 不明 不明 不明 不明 －

H29 － 1 － － － － － － － ▲52.5 － － － － 不明 不明 －

H30 不明 － － － － － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H31 不明 － － － － － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H32 不明 － － － － － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H33 不明 － － － － － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（法人事業
税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人事業税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税・％）

減収額
（法人事業税・百万円）

「金融機関破綻時におけるセーフティネット機能を十全に発揮し、ひいては金
融システムを安定させること」

政策目的

法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H16 区分 延長

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30金融05） （評価実施府省：金融庁）

　承継銀行等に係る資本割の特例措置の延長
　（承継銀行等に係る資本割の特例措置）

措置の内容

平成28年度時点 　承継銀行及び協定銀行について、資本割の課税標準である資本金等の額を、銀行法における銀行の最低資本金の額（20億円）とする。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　地方税法附則第9条

過去の政策評価の実績

　預金等定額保護下における円滑な破綻処理のための態勢整備を図り、預金者の保護及び信用秩序を維持すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期間を当分の間延長する。

　H25金融03

【H30 金融05】-176-



【H30 金融05】
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【H30 金融05】-178-



 
 

 

 
 

【H30 金融05】

-179-



 

 
 

【H30 金融05】-180-



復興庁 





番号 制度名

復興01 公共施設の整備のために帰還環境整備推進法人に土地等を譲渡した場合等の特例措置の創設

復興02 土地等の集約化のために帰還環境整備推進法人に土地等を譲渡した場合の特例措置の創設

 復興庁

-183-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H28 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H29 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H30 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H31 2 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H32 2 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H33 3 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（整備件数）

目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「空き地・空き家等の有効かつ適切な利用の促進を図ることにより、居住環
境の向上、まちの機能の維持増進等の生活環境の整備を実施」

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税 個人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30復興01） （評価実施府省：復興庁）

　公共施設の整備のために帰還環境整備推進法人に土地等を譲渡した場合等の特例措置の創設
　（－）

措置の内容

平成28年度時点  　－

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　－

 　－

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　措法第62条の3、第65条の4、第68条の68、第68条の75

過去の政策評価の実績

　 原子力災害により、かつて避難指示が出されていた区域や、現在整備が進む特定復興再生拠点区域等において、空き地・空き家等の有効かつ適切な利用の促進を図ることにより、居住環境の向上、まちの機能の維持増進等の生活環境の整
備を図り、もって原子力災害により避難した住民の帰還を推進する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 帰還環境整備推進法人が、地域利便の増進に寄与する施設の整備のために、空き地・空き家等を取得し、公共施設を整備した場合において、1,500万円の特別控除制度等を適用する。

 　－

【H30 復興01】-184-



【H30 復興01】

-185-



【H30 復興01】-186-



 

 
 

【H30 復興01】

-187-



【H30 復興01】-188-



【H30 復興01】

-189-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H28 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H29 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H30 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H31 4 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H32 4 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H33 4 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「空き地・空き家等の有効かつ適切な利用の促進を図ることにより、居住環
境の向上、まちの機能の維持・増進等の生活環境の整備を実施」

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（整備件数）

目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税 個人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

　措法第62条の3、第65条の4、第68条の68、第68条の75

過去の政策評価の実績

　 原子力災害により、かつて避難指示が出されていた区域や、現在整備が進む特定復興再生拠点区域等において、空き地・空き家等の有効かつ適切な利用の促進を図ることにより、居住環境の向上、まちの機能の維持増進等の生活環境の整
備を図り、もって原子力災害により避難した住民の帰還を推進する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 複数の空き地等を集約し、その価値を向上することで、民間による活用を促進するため、帰還環境整備推進法人が土地等を取得した場合において、1,500万円の特別控除制度等を適用する。

 　－

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30復興02） （評価実施府省：復興庁）

　土地等の集約化のために帰還環境整備推進法人に土地等を譲渡した場合の特例措置の創設
　（－）

措置の内容

平成28年度時点  　－

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　－

 　－

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 復興02】-190-



【H30 復興02】

-191-



 
 

 
 

 

【H30 復興02】-192-



 
 

 

 
 

【H30 復興02】

-193-



【H30 復興02】-194-



総務省 





番号 制度名

総務01 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却

 総務省

-197-



【H30 総務01】-198-



【H30 総務01】

-199-



【H30 総務01】-200-



【H30 総務01】

-201-



 

【H30 総務01】-202-



  

【H30 総務01】

-203-



  

【H30 総務01】-204-



  

【H30 総務01】

-205-



  

【H30 総務01】-206-



 

【H30 総務01】

-207-



 

【H30 総務01】-208-



文部科学省 





番号 制度名

文科01 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けた税制上の所要の措置

文科02 文化財保存活用支援団体に対する重要文化財等の譲渡に係る譲渡所得の課税の特例等の拡充

 文部科学省

-211-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H28 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H29 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H30 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H31 1 － － － ▲7.0 － － － ▲5.0 － － － 不明 不明 － － －

H32 54 － － － ▲594.0 － － － ▲365.0 － － － 不明 不明 － － －

H33 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「来日する大会関係者の活動に対して、税制面で必要な措置を講じ、円滑
な準備及び運営を実現する」

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

 　－

過去の政策評価の実績

　 来日する大会関係者の活動に対して、税制面で必要な措置を講じ、円滑な準備及び運営を実現する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 平成32年に予定されている東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「2020年東京大会」という。）の開催に伴い、国際オリンピック委員会（IOC）、国際パラリンピック委員会（IPC）関係者をはじめ、選手、放送関係者等の個人・団
体の関係者について、2020年東京大会の円滑な準備及び運営の趣旨を踏まえ、関連する所得を法人税の課税所得としないこと等、税制上の所要の措置を講じる。

 　－

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30文科01） （評価実施府省：文部科学省）

　2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けた税制上の所要の措置
　（－）

措置の内容

平成28年度時点  　－

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　－

 　－

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 文科01】-212-



【H30 文科01】

-213-



 
 

 

 
 

【H30 文科01】-214-



 

 
 

 

【H30 文科01】

-215-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － 24 － 83 － 不明 － 44.7% － 不明 － ▲66.6 － － － － － － － 不明 不明 －

H24 － 20 － 58 － 不明 － 47.5% － 不明 － ▲62.0 － － － － － － － 不明 不明 －

H25 不明 － － 89 ▲0 － － 29.6% 不明 － － ▲87.3 － － － － － 不明 不明 － － －

H26 不明 － － 123 ▲0 － － 21.5% 不明 － － ▲121.5 － － － － － 不明 不明 － － －

H27 不明 6 － 92 ▲0 不明 － 35.3% 不明 不明 － ▲68.9 － － 不明 不明 － 不明 不明 － － －

H28 不明 6 － 92 ▲0 不明 － 39.3% 不明 不明 － ▲59.5 － － 不明 不明 － 不明 不明 － － －

H29 － 6 － － － ▲25.0 － － － 不明 － － － － 不明 不明 － － － － － －

H30 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － － － － － － －

H31 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － － － － － － －

H32 2 － － － ▲8.0 － － － ▲5.0 － － － 不明 不明 － － － － － － － －

H33 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

実績 目標
達成度租特の直

接的効果

「国民共通の貴重な財産である重要文化財等について、所有者等
による管理が適切でない場合には、個人・法人から博物館等の設
置・管理を行う地方独立行政法人への移転の促進を図ることにより、
その散逸・滅失等を防ぎ、保存・活用を適切に行うこと」（平成25年
度評価時）

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

目標値
(譲渡件数) 将来予測

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税（措置
全体）・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税
（措置全体）・百万
円）

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（措置全
体）・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「文化財保存活用支援団体への重要文化財等の譲渡を促進するこ
とにより、民間の団体を含めた地域社会総がかりによる文化財の保
存・活用を図り、文化財の次世代への確実な継承や、文化財を核と
した地域活性化の実現に寄与する」（平成30年度評価時から）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

 

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S45 区分 拡充

　 措法第65条の3

過去の政策評価の実績

 　法人が重要文化財等を譲渡した場合に係る所得の特別控除について、当該特別控除の対象となる譲渡先の対象に文化財保存活用支援団体を追加することで、文化財保存活用支援団体への文化財の譲渡を促進する。これにより、民間の
団体を含めた地域社会総がかりによる文化財の保存・活用を図り、次世代への確実な継承や、文化財を核とした地域活性化の実現に寄与する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 法人が、重要文化財等を国・地方公共団体等に譲渡した場合に係る譲渡所得の課税の特例等について、当該特例等の対象となる譲渡先として、市町村が指定する文化財保存活用支援団体を追加し、法人が重要文化財・史跡名勝天然
記念物として指定された土地を文化財保存活用支援団体に譲渡した場合、2,000万円を上限に、法人税について損金算入を認める措置を講じる。
 　なお、措置の対象は、国が認定した文化財保存活用地域計画に記載された、公開等の事業の用に供する重要文化財等の譲渡に限る。

 　H25文科（地方独立行政法人に対する寄付金等・重要文化財等の譲渡に係る課税標準の特例措置の拡充）

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30文科02） （評価実施府省：文部科学省）

 　文化財保存活用支援団体に対する重要文化財等の譲渡に係る譲渡所得の課税の特例等の拡充
 　（特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除）

措置の内容

平成28年度時点  　土地等が土地区画整理事業等により買い取られ、対価又は交換資産の取得をした場合には、その譲渡益の額の範囲内で 2,000 万円の特別控除ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　適用要件のうち、「確定申告書等に土地等の買取りをする者から交付を受けたその土地等の買取りがあったことを証する書類の添付があること」とする添付書類要件が、「土地等の買取りをする者から交付を受けたその土地等の買取りがあったこと
を証する書類を保存していること」とする書類保存要件とされた。

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 文科02】-216-



【H30 文科02】

-217-



【H30 文科02】-218-



【H30 文科02】

-219-



 
 

 

 
 

【H30 文科02】-220-



 

 
 

 

 
 

【H30 文科02】

-221-



 
 

 

 
 

【H30 文科02】-222-



【H30 文科02】

-223-



【H30 文科02】-224-



厚生労働省 





番号 制度名

厚労01 医療に係る消費税問題の抜本的な解決に向けた新たな措置

厚労02 障害福祉サービスに係る、社会医療法人等に対する認定要件（収入要件）の見直し

厚労03 高額な医療用機器に係る特別償却制度の適用期限の延長

厚労04 国民健康保険団体連合会が行う診療報酬等の審査支払業務等の非課税化

厚労05 理容師・美容師養成施設の修得者課程に係る非課税措置の創設

厚労06 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長

厚労07 公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長

厚労08 訪日外国人に係る、社会医療法人等に対する認定要件（診療費要件）の見直し

 厚生労働省

-227-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H28 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H29 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H30 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H31 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H32 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「医療機関における一定の固定資産の取得を租税特別措置等により支援す
ることで、質が高く効率的な医療の提供への取組を推進する」

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

　 －

過去の政策評価の実績

　 国民に必要な医療を提供するという高い公共性を有している医療機関等が、安定した経営を確保すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 医療に係る消費税等の税制のあり方については、医療保険制度における手当のあり方の検討等とあわせて、医療関係者、保険者等の意見、特に高額な設備投資にかかる負担が大きいとの指摘等も踏まえ、医療機関の仕入れ税額の負担及
び患者等の負担に十分に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ検討を行い、平成31年度税制改正に際し、この税制上の問題の抜本的な解決に向けて、個別の医療機関等の補てんの過不足について、新たな措置を講ずる。

 　－

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30厚労01） （評価実施府省：厚生労働省）

　医療に係る消費税問題の抜本的な解決に向けた新たな措置
　（－）

措置の内容

平成28年度時点  　－

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　－

 　－

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 厚労01】-228-



【H30 厚労01】

-229-



 

 

【H30 厚労01】-230-



 

【H30 厚労01】

-231-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － 242 － － － 22.1% － － － ▲675.1 － － － － － － － － － －

H24 － － － 234 － － － 36.8% － － － ▲668.3 － － － － － － － － － －

H25 － 232 － 232 － ▲3,676.0 － 37.3% － ▲474.0 － ▲545.2 － － － － － － － － － －

H26 － 230 － 230 － ▲2,895.0 － 25.1% － ▲373.0 － ▲309.8 － － 不明 不明 － － － 不明 不明 －

H27 － 233 － 233 － ▲2,129.0 － 26.8% － ▲275.0 － ▲351.1 － － 不明 不明 － － － 不明 不明 －

H28 － 216 － 216 － ▲1,723.0 － 23.4% － ▲222.0 － ▲237.4 － － 不明 不明 － － － 不明 不明 －

H29 233 216 92.7% － ▲1,911.0 ▲1,723.0 90.2% － ▲247.0 ▲222.0 89.9% － － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H30 216 － － － ▲1,645.0 － － － ▲212.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

H31 216 － － － ▲1,645.0 － － － ▲115.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

H32 216 － － － ▲1,645.0 － － － ▲115.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

H33 216 － － － ▲1,645.0 － － － ▲115.0 － － － 不明 不明 － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税・％）

目標値 将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果

減収額
（法人住民税・百万円）

「特定医療法人等の事業範囲を広げることで地域において必要な医
療・福祉を提供できる体制を整備する」（平成30年度評価時か
ら）

「特定医療法人の事業範囲を広げることで地域において必要な医
療・介護を提供できる体制を整備する」（平成29年度評価時）

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（法人住民
税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

政策目的

法人税 法人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 S39   H26厚労22、H29厚労02 区分 拡充

  措法第67条の2、第68条の100

過去の政策評価の実績

　 社会保険診療報酬、介護保険報酬と並び、社会保障における重要な役割を担う障害福祉サービス等報酬を特定医療法人等の承認要件で、社会保険診療収入等と同様の取扱いにすることにより、特定医療法人が承認要件を満たさなくな
ることの懸念なく障害福祉サービスに取組むことで、地域における障害者への一層の支援を図る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 特定医療法人の承認要件の見直しを行う（全収入金額の100分の80を超えなければならない社会保険診療収入等の事業収入の内容に障害福祉サービスの給付を加える。）。

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30厚労02） （評価実施府省：厚生労働省）

  障害福祉サービスに係る、社会医療法人等に対する認定要件（収入要件）の見直し
  （特定の医療法人の法人税率の特例）

措置の内容

平成28年度時点   財団又は持分の定めのない社団たる医療法人のうち、その事業が公益の増進に著しく寄与する等の要件を満たすものとして承認を受けたもの（社会医療法人を除く。）の法人税率は、19％（連結：20％）とする。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後 ・ 厚生労働大臣と財務大臣と協議して定める基準（社会保険診療報酬及び健康増進事業に係る収入金額に関するもの）の要件緩和
・ 厚生労働大臣と財務大臣と協議して定める基準（経理に関するもの）の要件追加

   従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 厚労02】-232-



【H30 厚労02】

-233-



【H30 厚労02】-234-



 

 

 

【H30 厚労02】

-235-



 

 

 

 

【H30 厚労02】-236-



【H30 厚労02】

-237-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 不明 964 － 1,127 不明 ▲974.0 － 19.9% 不明 不明 － ▲558.6 不明 不明 不明 不明 －

H24 不明 1,015 － 1,160 不明 ▲919.0 － 20.9% 不明 不明 － ▲492.2 不明 不明 不明 不明 －

H25 不明 987 － 1,075 不明 ▲781.0 － 22.9% 不明 不明 － ▲436.2 不明 不明 不明 不明 －

H26 990 842 85.1% 842 ▲946.0 ▲601.0 63.5% 17.3% 不明 不明 － ▲311.4 不明 不明 不明 不明 －

H27 990 699 70.6% 699 ▲946.0 ▲497.0 52.5% 22.8% 不明 ▲201.0 － ▲260.7 不明 不明 不明 不明 －

H28 990 702 70.9% 702 ▲946.0 ▲519.0 54.9% 26.3% 不明 ▲213.0 － ▲263.2 不明 不明 不明 不明 －

H29 不明 701 － － 不明 ▲502.0 － － 不明 ▲207.0 － － 不明 不明 不明 不明 －

H30 702 － － － ▲506.0 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H31 702 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H32 702 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】
租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

将来予測

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「医学医術の進歩に応じた高度又は先進的な医療機器の普及促進を図る
ことで、地域において良質かつ適切な医療を提供する」

政策目的

法人税

関係条項

要望内容

創設年度 S54 区分 延長

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30厚労03） （評価実施府省：厚生労働省）

　高額な医療用機器に係る特別償却制度の適用期限の延長
　（医療機器の特別償却）

措置の内容

平成28年度時点 　高度医療の提供に資する又は先進的な医療用機器の取得等をした場合には、取得価額の12％の特別償却ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

　対象機器の見直し

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　措法第45条の2、第68条の29

過去の政策評価の実績

 　医療を行う上で必要不可欠な医療用機器について、医学医術の進歩に応じた高度又は先進的な機器の新規取得、買い換えなど、その普及促進及び充実化を図り、安心で安全な最新の医療技術を広く提供することで、地域において良質か
つ適切な医療を提供すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 対象機器の見直しを行った上で、措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

　H22厚労14、H24厚労02、H26厚労04、H28厚労02

【H30 厚労03】-238-



【H30 厚労03】

-239-



【H30 厚労03】-240-



 

【H30 厚労03】

-241-



  

【H30 厚労03】-242-



【H30 厚労03】

-243-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H28 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H29 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H30 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H31 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H32 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H33 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「審査支払業務等の委託手数料を非課税化することで、審査業務の更なる
高度化・効率化のための原資を調達しやすい制度とする」

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

 　－

過去の政策評価の実績

　 国民健康保険団体連合会においては、今後、審査業務の更なる高度化・効率化に取り組む必要があるところ、その財源は審査支払業務等に係る委託手数料から積み立てる必要があるが、審査支払業務等は課税対象であるため、これらの投
資に向けた原資を柔軟かつ迅速に調達しにくい構造になっている。そこで、審査支払業務等の委託手数料を非課税化することで、審査業務の更なる高度化・効率化のための原資を調達しやすい制度とする。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 国民健康保険団体連合会においては、今後、審査業務の更なる高度化・効率化に取り組む必要があるところ、その財源は審査支払業務等に係る委託手数料から積み立てる必要があるが、審査支払業務等は課税対象であるため、これらの投
資に向けた原資を柔軟かつ迅速に調達しにくい構造になっている。そこで、審査支払業務等の委託手数料を非課税化することで、審査業務の更なる高度化・効率化のための原資を調達しやすい制度とする。

 　－

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30厚労04） （評価実施府省：厚生労働省）

　国民健康保険団体連合会が行う診療報酬等の審査支払業務等の非課税化
　（－）

措置の内容

平成28年度時点  　－

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　－

 　－

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 厚労04】-244-



【H30 厚労04】

-245-



 

 

 

 

 

 

【H30 厚労04】-246-



 

 

【H30 厚労04】

-247-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H28 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H29 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H30 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H31 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H32 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H33 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「理美容師養成施設への修得者課程の設置を促進し、理容師又は美容師
のいずれか一方の養成施設を卒業した者が他方の資格を取得しやすくする」

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

 　－

過去の政策評価の実績

　修得者課程に法人税・事業税等の非課税措置を講ずることで、理容師・美容師養成施設における修得者課程の設置を促進し、理容師・美容師のいずれか一方の養成施設を卒業した者が他方の資格を取得しやすくする。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　平成30年3月から新設された修得者課程（昼間・夜間課程1年以上、通信課程1.5年以上）についても、法人税非課税措置を要望する。

 　－

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30厚労05） （評価実施府省：厚生労働省）

　理容師・美容師養成施設の修得者課程に係る非課税措置の創設
　（－）

措置の内容

平成28年度時点  　－

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　－

 　－

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 厚労05】-248-



【H30 厚労05】

-249-



 

 

【H30 厚労05】-250-



【H30 厚労05】

-251-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 不明 2 － 1 ▲1.9 ▲2.2 115.8% － 不明 不明 － ▲0.2 不明 不明 不明 不明 －

H24 不明 2 － 0 ▲10.0 ▲0.9 9.0% － 不明 不明 － － 不明 不明 不明 不明 －

H25 不明 1 － 0 不明 ▲0.1 － － 不明 不明 － － 不明 不明 不明 不明 －

H26 不明 4 － 0 不明 ▲7.8 － － 不明 不明 － － 不明 不明 不明 不明 －

H27 不明 0 － 0 不明 ▲0 － － 不明 ▲0 － － 不明 不明 不明 不明 －

H28 2 0 0.0% 0 ▲3.0 ▲0 0.0% － 不明 ▲0 － － 不明 不明 不明 不明 －

H29 2 1 50.0% － ▲3.0 ▲4.9 163.3% － 不明 ▲1.5 － － 不明 不明 不明 不明 －

H30 1 － － － ▲0.0 － － － ▲0.0 － － － 不明 不明 － － －

H31 1 － － － ▲1.7 － － － ▲0.5 － － － 不明 不明 － － －

H32 1 － － － ▲1.7 － － － ▲0.5 － － － 不明 不明 － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － ±0以上 － － － －

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「生活衛生関係営業の業況DIをプラスに転じさせる」

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

 

政策目的

法人税

関係条項

要望内容

創設年度 S55 区分 延長

 　措法第44条の3、第68条の24

過去の政策評価の実績

 　生活衛生同業組合等が振興事業として共同利用施設事業を行う場合につき、税制上の特別措置を設けることにより、零細な営業者が大半を占める生活衛生関係営業者の協業化等による合理化、省力化等を推進し、生産性を向上させ、
もって営業者の経営基盤の強化を図る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

 　H22厚労16、H23厚労09、H24厚労15、H26厚労09、H28厚労03

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30厚労06） （評価実施府省：厚生労働省）

 　生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長
 　（共同利用施設の特別償却）

措置の内容

平成28年度時点  　生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合が、共同利用施設の取得等をした場合には、取得価額の6％の特別償却ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　取得価額要件を200万円以上（改正前：100万円以上）に引上げ

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 厚労06】-252-



【H30 厚労06】

-253-



【H30 厚労06】-254-



 

 

 

【H30 厚労06】

-255-



【H30 厚労06】-256-



【H30 厚労06】

-257-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 不明 10 － 11 ▲6.1 不明 － 99.9% 不明 不明 － ▲96.3 不明 不明 不明 不明 －

H24 不明 35 － 2 ▲6.1 ▲2.5 41.0% － 不明 不明 － ▲0.3 不明 不明 73.0% 不明 －

H25 不明 14 － 3 不明 ▲3.4 － － 不明 不明 － ▲6.8 不明 不明 不明 不明 －

H26 不明 9 － 3 ▲2.8 ▲2.2 78.6% － 不明 不明 － ▲2.6 不明 不明 75.2% 不明 －

H27 不明 3 － 3 ▲3.1 ▲1.4 44.4% － 不明 ▲0.5 － ▲0.7 不明 不明 不明 不明 －

H28 11 4 36.4% 4 ▲2.5 ▲2.5 102.0% － 不明 ▲1.2 － ▲1.6 不明 不明 78.9% 不明 －

H29 11 7 63.6% － ▲2.5 ▲1.2 47.4% － 不明 ▲0.4 － － 不明 不明 不明 不明 －

H30 8 － － － ▲1.4 － － － ▲0.5 － － － 不明 79.3% － － －

H31 8 － － － ▲1.4 － － － ▲0.5 － － － 不明 不明 － － －

H32 8 － － － ▲1.4 － － － ▲0.5 － － － 不明 不明 － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（％）

目標
達成度

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「健康被害及び環境汚染の防止のため、テトラクロロエチレン溶剤を含む溶剤
に係る活性炭吸着回収装置の導入割合を前年度より引き上げる」

 

政策目的

法人税

関係条項

要望内容

創設年度 H5 区分 延長

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30厚労07） （評価実施府省：厚生労働省）

 　公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長
 　（特定設備等の特別償却）（公害防止用設備）

措置の内容

平成28年度時点  　中小企業者等が公害防止用設備の取得等をした場合には、取得価額の8％の特別償却ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　取得価額要件を600万円以上（改正前：300万円以上）に引上げ

【基本情報】
   制度名
（措置名）

 　措法第43条、第68条の16

過去の政策評価の実績

 　クリーニング業において、環境面から望ましい活性炭吸着回収装置を含むドライクリーニング機の導入（買替えを含む。）促進を図り、もって公害防止対策の円滑な推進を図る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

 　H22厚労17、H23厚労11、H25厚労08、H27厚労07、H28厚労04

【H30 厚労07】-258-



【H30 厚労07】

-259-



【H30 厚労07】-260-



【H30 厚労07】

-261-



 

 

 

 

【H30 厚労07】-262-



【H30 厚労07】

-263-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H28 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H29 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H30 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H31 216 － － － ▲1,645.0 － － － ▲115.0 － － － 不明 不明 － － －

H32 216 － － － ▲1,645.0 － － － ▲115.0 － － － 不明 不明 － － －

H33 216 － － － ▲1,645.0 － － － ▲115.0 － － － 不明 不明 － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（法人住民
税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（法人住民税・百万円）

「地域における医療提供体制を維持する」

政策目的

法人税 法人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30厚労08） （評価実施府省：厚生労働省）

　訪日外国人に係る、社会医療法人等に対する認定要件（診療費要件）の見直し
　（－）

措置の内容

平成28年度時点  　－

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　－

 　－

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　措法第67条の2、第68条の100

過去の政策評価の実績

　この緩和措置の創設により、医療機関は訪日外国人から費用に見合った診療費を請求できることとなり、医療機関の経営が安定する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　訪日外国人に対する医療は自由診療となる。社会医療法人、特定医療法人等においては、非課税要件として、自費診療等においても、社会保険診療に準ずる額を請求することとされている。この非課税要件を、訪日外国人に対する診療に
おいて緩和する。

 　－

【H30 厚労08】-264-



【H30 厚労08】

-265-



 

 

【H30 厚労08】-266-



 

【H30 厚労08】

-267-



【H30 厚労08】-268-



農林水産省 





番号 制度名

農水01 農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却

農水02 中小企業等の貸倒引当金の特例等（①農業協同組合等関係）

農水03 中小企業等の貸倒引当金の特例等（②森林組合等関係）

農水04 中小企業等の貸倒引当金の特例等（③漁業協同組合等関係）

農水05 振興山村において農林水産物加工施設等を取得した場合の割増償却

 農林水産省

-271-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H28 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H29 － 1 － － － ▲0.0 － － － ▲0.0 － － － － 0.0% 0.0% －

H30 17 － － － ▲97.5 － － － ▲66.3 － － － － 不明 － － －

H31 51 － － － ▲544.3 － － － ▲337.5 － － － ▲0.2％ ▲0.2％ － － －

H32 85 － － － ▲991.1 － － － ▲614.8 － － － ▲0.5％ ▲0.3％ － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － ▲2.5％ － － － －

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「設備投資や事業再編による農業資材の供給体制の合理化を進めることによ
り、資材価格の維持・低減を図ることとし、平成35年度までに資材を2.5％低減
（平成32年度までに資材費を0.5％低減）させる」

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

 

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H29 区分 延長

　 措法第46条の2、第68条の33

過去の政策評価の実績

 　農業競争力強化支援法に基づき、農業生産関連事業者において事業の再編等により経営体質の強化を図り、良質で低廉な農業資材の供給や農産物流通等の合理化といった農業者の努力だけでは実現できない構造的な課題を解決する
ための施策を講ずることにより、農業の競争力の強化を図る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

　 H28農水（認定事業再編事業者を対象とする割増償却の特例）

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30農水01） （評価実施府省：農林水産省）

 　農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却
 　（事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却）

措置の内容

平成28年度時点  　－

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　青色申告書を提出する法人で農業競争力強化支援法の認定事業再編事業者であるものが、その認定事業再編計画に係る実施期間内に、事業再編促進機械等の取得等をして、これをその法人の事業再編促進対象事業の用に供した場
合には、その用に供した日以後5年以内の日を含む各事業年度において、その事業再編促進機械等の普通償却限度額の40％（建物及びその附属設備並びに構築物については、45％）相当額の割増償却ができる。

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 農水01】-272-
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30 32

30

  225 0.027 6 36.5
409 0.042 1 17.2

38
80 70 300 300 300 300

1,350
      1,350 6 225 1

24
      409 1

        946.3 0.1 8 757
        1,862 0.125 1 232.8

10
      70 80 3,000 3,120 100 450 450

300 7,570
7,570 8 946.3 1

8
      1,862 1

31

  2,150.8 0.027 13 754.9
700 0.033 1 23.1
1,340 0.042 2 112.6
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38
      2,200 150 4,000 4,160 6,000 6,000

50 60 200 190 150 150 4,650
27,960
27,960 13 2,150.8 1

31
      700 1

24
      2,200 480 2,680
      2,680 2 1,340 1

   2,326.1 0.1 14 3,256.5
  1,112.5 0.125 4 556.3

10
      4,300 4,300 4,300 4,300 4,220 250 4,000

4,000 900 90 210 1,000 426
270 32,566

      32,566 14 2,326,1 1
8

      50 400 2,000 2,000 4,450
      4,450 4 1,112.5 1
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    4 ×12.9% 5  
 

 
    0.2 ×3.8% 0.0076  
    0.0076 ×219.9% 0.0167  
    0.2 ×0.61% 0.0012  
    0.026  
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    97.5 ×12.9% 12.6  

 
    420.1 ×3.8% 16  
    16 ×219.9% 35.1  
    420.1 ×0.61% 2.6  
    53.7  
 

29 30

 
 

 

 
    544.3 ×7% 38.1  
 

 

    2,346 ×3.8% 89.1  
    89.1 ×219.9% 196  
    2,346 ×0.61% 14.3  
    299.4  
 

29 31  

 
    991.1 ×7% 69.4  
 

 
    4,271.9 ×3.8% 162.3  
    162.3 ×219.9% 357  
    4,271.9 ×0.61% 26.1  
    545.4  

【H30 農水01】-280-



【H30 農水01】
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（参考） （参考） （参考）

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 699 749 107.2% 9,293 ▲5,421.0 ▲3,540.0 65.3% 26.7% ▲1,824.0 ▲1,659.0 91.0% ▲69,445.9 － － － － － 不明 不明 不明 不明 － － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H24 不明 717 － 8,994 不明 ▲2,816.0 － 18.6% 不明 ▲1,315.0 － ▲57,767.1 － － － － － 不明 不明 不明 不明 － － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H25 － 731 － 8,745 － ▲2,822.0 － 18.8% － ▲1,305.0 － ▲6,277.1 － － － － － － － 不明 不明 － － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 －

H26 715 714 99.9% 8,808 ▲2,237.0 ▲2,421.0 108.2% 18.1% ▲1,154.0 ▲1,257.0 108.9% ▲6,558.2 － － 1,509 － － 不明 不明 不明 不明 － － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H27 705 692 98.2% 8,857 ▲2,092.0 ▲2,392.0 114.3% 18.4% ▲996.0 ▲1,138.0 114.3% ▲6,136.4 － － 1,540 不明 － 不明 不明 不明 不明 3,456 － 不明 不明 20,609 不明 － 不明 不明 2,535 不明 －

H28 684 698 102.0% 9,064 ▲2,341.0 ▲2,188.0 93.5% 20.1% ▲1,114.0 ▲1,041.0 93.4% ▲5,926.2 － － 1,690 不明 － 不明 不明 不明 不明 3,134 － 不明 不明 25,749 不明 － 不明 不明 3,450 不明 －

H29 669 669 100.0% － ▲2,281.0 ▲1,683.0 73.8% － ▲941.0 ▲800.0 85.0% － － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 2,515 － 不明 不明 32,161 不明 － 不明 不明 3,886 不明 －

H30 655 － － － ▲2,175.0 － － － ▲1,036.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － 3,320 － 不明 40,169 － － － 不明 4,376 － － －

H31 643 － － － ▲2,018.0 － － － ▲960.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － 3,138 － 不明 50,171 － － － 不明 4,927 － － －

H32 625 － － － ▲1,906.0 － － － ▲785.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － 3,049 － 不明 62,664 － － － 不明 5,548 － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

目標③-1 目標③-2目標②目標①

【総括表】
租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

租特の直
接的効果

目標値
(億円) 将来予測 実績 目標

達成度

「農協等による農業者等への安定的な資金供
給を確保し、農業・農村分野の金融機能の維
持を図る（測定指標：農協系統の農協関連
新規貸付額）」

「農協等による農業者等への安定的な資金供
給を確保し、農業・農村分野の金融機能の維
持を図る（測定指標：農協系統の農協関連
貸付残高）」

目標
達成度

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

適用実態調査
における適用額
の上位10社割
合（法人税
（措置全
体）・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「農協による農産物の買取販売を通じて農業所
得の向上を図る（測定指標：買取販売額）」
（平成30年度評価時から）

適用実態調査
における適用件
数（法人税
（措置全体）・
件）

適用実態調査に
おける租税特別
措置ごとの影響
額（地方法人
二税・地方法人
特別税（措置
全体）・百万
円）

租特の直
接的効果

実績目標値
(億円)

「農協等の財務基盤を強化する」

目標値 将来予測 実績 目標
達成度

（参考）
適用1組合当
たりの減税額
（千円）

租特の直
接的効果

目標値
（億円） 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

 

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S41 区分 延長

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30農水02） （評価実施府省：農林水産省）

 　中小企業等の貸倒引当金の特例等（①農業協同組合等関係）
 　（中小企業等の貸倒引当金の特例）（農業協同組合等）

措置の内容

平成28年度時点  　公益法人等又は協同組合等の一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額は、通常の繰入限度額の112％相当額とすることができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　繰入限度額を通常の繰入限度額の110％相当額に引下げ

【基本情報】
   制度名
（措置名）

 　措法第57条の9、第68条の59

過去の政策評価の実績

 　天候等の影響を受け易く、貸倒れが不均衡に発生する農業融資の特性を踏まえ、農協の財務基盤を高めることにより、貸付や農産物の買取販売の拡大に係るリスク担保力を強化し、農業・農村分野における金融機能等の維持・強化を図
る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

 　H22農水03、04、H26農水03、H28農水05

【H30 農水02】-282-



【H30 農水02】
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【H30 農水02】-284-



【H30 農水02】
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（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績

H23 572 588 102.8% 9,293 ▲24.0 ▲20.0 83.3% 26.7% ▲9.0 ▲7.0 77.8% ▲69,445.9 不明 不明 47.0% 不明 316 － 17 5.6% － －

H24 不明 596 － 8,994 不明 ▲15.0 － 18.6% 不明 ▲7.0 － ▲57,767.1 不明 不明 48.0% 不明 317 － 1 0.3% － －

H25 － 596 － 8,745 － ▲18.0 － 18.8% － ▲7.0 － ▲6,277.1 － － 49.0% 不明 314 － ▲ 3 ▲ 0.9% 30 －

H26 525 595 113.3% 8,808 ▲15.0 ▲15.0 100.0% 18.1% ▲7.0 ▲5.0 71.4% ▲6,558.2 不明 54.0% 48.0% 不明 306 － ▲ 8 ▲ 2.5% 25 －

H27 516 586 113.6% 8,857 ▲15.0 ▲23.0 153.3% 18.4% ▲8.0 ▲12.0 150.0% ▲6,136.4 不明 56.0% 48.0% 不明 305 － ▲ 1 ▲ 0.3% 39 －

H28 539 592 109.8% 9,064 ▲14.0 ▲10.0 71.4% 20.1% ▲6.0 ▲4.0 66.7% ▲5,926.2 57.0% 53.0% 50.0% 不明 309 － 4 1.3% 16 87.7%

H29 530 577 108.9% － ▲14.0 ▲10.0 71.4% － ▲6.0 ▲4.0 66.7% － 59.0% 54.0% 50.0% 不明 310 － 1 0.3% 17 84.7%

H30 572 － － － ▲14.0 － － － ▲6.0 － － － 62.0% 51.0% － － 311 1 － 0.3% 24 －

H31 569 － － － ▲14.0 － － － ▲6.0 － － － 65.0% 51.0% － － 312 1 － 0.3% 24 －

H32 565 － － － ▲14.0 － － － ▲6.0 － － － 70.0% 52.0% － － 313 1 － 0.3% 24 －

H33 － － － － － － － － － － － － 70.0% 52.0% － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「森林所有者の負託に応え得る財務、経済基盤を有する中核組合が、平成32年度までに都道府県内の7割程度となること」

（参考）中核組合数の推移

増減数
中核

組合数 増減率

（参考）
適用1組合
当たりの減税
額（千円）

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税（措置全
体）・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税
（措置全体）・百万
円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税（措置全
体）・％）

 

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S41 区分 延長

 　措法第57条の9、第68条の59

過去の政策評価の実績

　 地域における森林の整備と管理の中核的な役割を担う森林組合等の経営の健全化､基盤強化を図り､適切な森林整備の推進及び林業・山村地域の活性化、及び森林の有する多面的機能の発揮と林業の持続的かつ健全な発展に資する
こと。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

 　H22農水05、06、H26農水04、H28農水06

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30農水03） （評価実施府省：農林水産省）

 　中小企業等の貸倒引当金の特例等（②森林組合等関係）
 　（中小企業等の貸倒引当金の特例）（森林組合等）

措置の内容

平成28年度時点  　公益法人等又は協同組合等の一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額は、通常の繰入限度額の112％相当額とすることができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　繰入限度額を通常の繰入限度額の110％相当額に引下げ

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 農水03】-290-



【H30 農水03】

-291-



【H30 農水03】-292-



  

【H30 農水03】

-293-



  

【H30 農水03】-294-



  

【H30 農水03】

-295-



 

 
 

 

 

【H30 農水03】-296-



  

 

【H30 農水03】

-297-



 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

【H30 農水03】-298-



【H30 農水03】

-299-



【総括表】

（参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 499 532 106.6% 9,293 ▲168.0 ▲99.0 58.9% 26.7% ▲40.1 ▲53.0 132.2% ▲69,445.9 － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － － － 318 不明 －

H24 不明 621 － 8,994 不明 ▲79.0 － 18.6% 不明 ▲41.0 － ▲57,767.1 － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － － － 307 不明 －

H25 － 664 － 8,745 － ▲72.0 － 18.8% － ▲37.0 － ▲6,277.1 － － 10,483 不明 － － － 不明 不明 108 － － － 294 不明 －

H26 606 606 100.0% 8,808 ▲76.0 ▲66.0 86.8% 18.1% ▲43.7 ▲35.0 80.2% ▲6,558.2 － － 10,913 不明 － 不明 不明 不明 不明 108 － － － 253 不明 －

H27 630 607 96.3% 8,857 ▲76.0 ▲105.0 138.2% 18.4% ▲40.6 ▲50.0 123.3% ▲6,136.4 － － 11,336 不明 － 不明 不明 不明 不明 172 － － － 243 不明 －

H28 626 608 97.1% 9,064 ▲81.0 ▲118.0 145.7% 20.1% ▲45.0 ▲57.0 126.7% ▲5,926.2 － － 11,087 不明 － 不明 不明 不明 不明 194 － 233 不明 不明 不明 －

H29 613 581 94.8% － ▲84.0 ▲63.0 75.0% － ▲47.7 ▲29.0 60.8% － － － 11,112 不明 － 不明 不明 不明 不明 108 － 223 不明 不明 不明 －

H30 599 － － － ▲95.0 － － － ▲45.3 － － － 不明 11,178 － － － 不明 不明 － － 158 － 213 不明 － － －

H31 596 － － － ▲92.0 － － － ▲43.7 － － － 不明 11,126 － － － 不明 不明 － － 154 － － － － － －

H32 592 － － － ▲83.0 － － － ▲39.3 － － － 不明 11,139 － － － 不明 不明 － － 140 － － － － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

租税特別措置等の適用実態

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税（措置全
体）・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税
（措置全体）・百万
円）

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

「漁業協同組合による漁獲物の販売事業を通じて漁業所得の
向上を図る」（平成30年度評価時から）

目標値
（億円） 将来予測 実績 租特の直

接的効果
実績目標値

（億円）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税（措置全
体）・％）

目標値

「貸倒リスクへの対応力の維持・強化を図り、計画的な経営改善の取組を促
進し、漁業者の安定的な生産活動を支え地域社会の中核的役割を担う漁
業協同組合等の経営の健全化・基盤強化を図る」

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

目標
達成度

「平成30年度に漁協の繰越欠損金総額を213億円まで削減す
る」（平成28年度評価時）

目標
達成度

（参考）
適用1組合
当たりの減税
額（千円）

将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果
租特の直
接的効果

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 地方法人特別税

関係条項

要望内容

創設年度 S41 区分 延長

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30農水04） （評価実施府省：農林水産省）

　中小企業等の貸倒引当金の特例等（③漁業協同組合等関係）
　（中小企業等の貸倒引当金の特例）（漁業協同組合等）

措置の内容

平成28年度時点 　公益法人等又は協同組合等の一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額は、通常の繰入限度額の112％相当額とすることができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

　繰入限度額を通常の繰入限度額の110％相当額に引下げ

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　措法第57条の9、第68条の59

過去の政策評価の実績

　漁業協同組合等の経営の健全化・基盤強化を通じた漁業経営の安定

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

　H22農水07、08、H26農水05、H28農水07

【H30 農水04】-300-



【H30 農水04】

-301-



【H30 農水04】-302-



 

 

 

 

【H30 農水04】

-303-



 

 

 

 

【H30 農水04】-304-



57 68 59

25 26 27 28 29 30 31 32

2,163 2,138 2,120 2,112 2,101 2,091 2,081 2,071

664 606 607 608 581 599 596 592

72 66 105 118 63 95 92 83

0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1

12

25
1,514 1,352 162
346 309 37
19 17 2

1,640 1,464 176
377

19 72
26

1,556 1,389 167
305 272 33
20 18 2

1,362 1,216 146
348
19 66

27
3,749 3,347 402
205 183 22
13 12 1

1,177 1,051 126
551

19 105

28
3,176 2,836 340
1,197 1,069 128

10 9 1
1,425 1,272 153

622
19 118

29
1,689 1,535 154
772 701 71
17 15 2

1,132 1,030 102
329

19 63

30 32 27 29
10

30 32

30
105 118 63 95

31
118 63 95 92

32
63 95 + 92 83

31 32 88

【H30 農水04】

-305-



【H30 農水04】-306-



【H30 農水04】

-307-



【総括表】

（参考） （参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 累計 単年度 累計 単年度 累計 単年度 累計 単年度

H23 8 6 75.0% 6 ▲17.0 ▲7.0 41.2% － － 不明 不明 － ▲6.1 － － － － － － － － － － － － － －

H24 26 4 15.4% 4 ▲53.0 ▲4.0 7.5% － － 不明 不明 － ▲3.2 － － － － － － － － － － － － － －

H25 43 16 37.2% 16 ▲57.0 ▲14.0 24.6% － 95.1% 不明 不明 － ▲11.4 － － － － － － － － － － － － － －

H26 17 15 88.2% 15 ▲45.0 ▲34.0 75.6% － 97.5% 不明 不明 － ▲28.7 － － － － － － － － － － － － － －

H27 154 0 0.0% 8 ▲10.0 ▲0 0.0% － － 不明 ▲0 － ▲7.0 － － － － － － － － － － － － － －

H28 17 0 0.0% 0 ▲5.0 ▲0 0.0% － － 不明 ▲0 － － － － － － － － － － － － － － － －

H29 29 1 3.4% － ▲9.0 ▲0.1 1.1% － － 不明 ▲0.018 － － － － － － － － － － － 30 － 30 1 －

H30 15 － － － ▲2.0 － － － － ▲0.362 － － － － － － － － － － 70 － 28 － － － －

H31 32 － － － ▲5.0 － － － － ▲0.773 － － － － － 55 － － － － － － － － － － －

H32 44 － － － ▲6.0 － － － － ▲1.063 － － － 98 98 43 － － － － － － － － － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

「平成29、30年度中に産業振興施策促進事項を取りまとめ
予定の12市町村及び16市町村において、2年間で70名程
度雇用が創出されること」（平成28年度評価時）

目標値
（人）

目標
達成度租特の直

接的効果

「平成31、32年度中に産業振興施策促進事項を取りまとめ
予定の31市町村及び24市町村において、2年間で98名程
度雇用が創出されること」（平成30年度評価時から）

目標値
（人）

将来予測 実績 将来予測 実績
租特の直
接的効果

目標
達成度

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

適用実態調査
における適用件
数（法人税・
件）

適用実態調査
における適用額
の上位10社割
合（法人税
（H27.4.1以
前）・％）

適用実態調査にお
ける租税特別措置
ごとの影響額（地
方法人二税・地方
法人特別税・百万
円）

適用実態調査
における適用額
の上位10社割
合（法人税
（H27.4.1以
後）・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

 

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H21 区分 延長

 　措法第45条、第68条の27

過去の政策評価の実績

 　振興山村は、我が国の国土面積の約5割、森林面積の約6割を占めるなど、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を担っている。一方、地勢等地理的条件は特に厳しく、人口の減少や高齢化の進行等により、集落
機能が低下し、コミュニティが失われつつある。このため、地域資源を活用する事業者の立地や設備投資を促し、地域における雇用の増大等を通じて、地域のコミュニティの維持・再生を図る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

 　H22農水22、H24農水03、H26農水07、H28農水09

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30農水05） （評価実施府省：農林水産省）

　振興山村において農林水産物加工施設等を取得した場合の割増償却
　（特定地域における工業用機械等の特別償却）（振興山村として指定された地区）

措置の内容

平成28年度時点  　山村振興法の振興山村として指定された地区のうち特定山村振興計画に記載された地区において、産業振興機械等の取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額の24％（建物等は36％）の割増償却ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 農水05】-308-



【H30 農水05】

-309-



【H30 農水05】-310-



  

【H30 農水05】

-311-



  

 

 

 

 

 

【H30 農水05】-312-



 

 

 

【H30 農水05】

-313-



  

【H30 農水05】-314-



 

 

 

 

 

【H30 農水05】

-315-



  

 

 

【H30 農水05】-316-



 

【H30 農水05】

-317-



【H30 農水05】-318-



経済産業省 





番号 制度名

経産01 新事業開拓事業者投資損失準備金の延長及び拡充

経産02
地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（地域未来投資促
進税制）の拡充及び延長

経産03 探鉱準備金又は海外探鉱準備金、新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除の拡充及び延長

経産04 中小企業者等の法人税率の特例の延長

経産05 事業承継ファンドから出資を受けた場合の法人税等の特例

経産06 保険会社等の異常危険準備金の延長

経産07 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の延長及び拡充

経産08
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企業経営強化税制）の拡充及
び延長

経産09 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企業投資促進税制）の延長

経産10
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（商業・サービス業・農林水産業活性化
税制）の拡充及び延長

経産11 中小企業等の貸倒引当金の特例の延長

経産12 ガス供給業に係る託送料金を控除する収入割の特例措置

 経済産業省

-321-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 不明 0 － 0 不明 ▲0 － － 不明 ▲0 － － － － 0 不明 － 0 －

H27 不明 2 － 2 不明 ▲4.0 － － 不明 ▲4.0 － ▲1.7 － － 516 不明 － 516 －

H28 不明 8 － 8 ▲813.0 ▲50.0 6.2% － ▲822.0 ▲63.0 7.7% ▲25.0 － － 3,551 不明 － 4,067 －

H29 48 12 25.0% － ▲430.0 ▲182.0 42.3% － ▲520.0 ▲220.0 42.3% － － 6,014 6,072 不明 － 10,139 －

H30 38 － － － ▲329.0 － － － ▲223.0 － － － － 5,364 － － 15,503 － －

H31 45 － － － ▲370.0 － － － ▲252.0 － － － － 5,684 － － 21,187 － －

H32 52 － － － ▲241.0 － － － ▲163.0 － － － 25,901 3,118 － － 24,305 － －

H33 － － － － － － － － － － － － － 2,800 － － 27,105 － －

H34 － － － － － － － － － － － － 28,700 1,731 － － 28,836 － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

目標値
（百万円）

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

将来予測 実績

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

「法人投資家からベンチャーファンドへの資金供給を促すことにより、ベンチャー企業への投資を活性化させ、成
長するベンチャー企業の育成・新事業の創出を目指す（制度開始後、本制度を活用した投資累計額（平成
34年度まで）：287億円）」

目標
達成度

累計（認定ファンドの）投資実績額

将来予測 実績

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H26 区分 拡充・延長

　措法第55条の2、第68条の43の2

過去の政策評価の実績

　ベンチャーファンドに出資する法人に税制優遇措置を講じ、ベンチャーファンドを通じたベンチャー企業への資金供給の円滑化を図ることで、我が国における新事業の創出を図る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 地方への資金循環を促し、地方におけるエコシステムの構築を図り、地方へのリスクマネー供給を加速化し、地方発の有望ベンチャー企業の創出を図るため、認定ベンチャーファンドの投資先要件など所要の見直しを行うとともに、措置の適用期限
を平成33年3月31日まで2年間延長する。

　H25経産03、H28経産07、H29経産02

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30経産01） （評価実施府省：経済産業省）

　新事業開拓事業者投資損失準備金の延長及び拡充
　（新事業開拓事業者投資損失準備金）

措置の内容

平成28年度時点  　特定新事業開拓投資事業計画の認定を受けた投資事業有限責任組合の組合財産となる新事業開拓事業者の株式（設立又は増資により取得をするものに限る。）の取得をした場合に、その価格の低落による損失に備えるため、帳簿価額
の80％を準備金として積み立てたときは、積立額の損金算入ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

　平成29年4月1日以後に認定を受けた計画に係る投資事業有限責任組合の組合財産となる新事業開拓事業者の株式について、準備金の積立限度額を株式の帳簿価額の50％に引き下げる等の見直しを行った。

【基本情報】
   制度名
（措置名）
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（参考） （参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H28 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H29 不明 88 － － 不明 ▲2,200.0 － － － 不明 ▲200.0 － － － － 869 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H30 232 － － － ▲5,700.0 － － － － ▲700.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

H31 209 － － － ▲5,300.0 － － － － ▲600.0 － － － 不明 不明 － － － － － － － －

H32 188 － － － ▲4,800.0 － － － － ▲500.0 － － － 2,000 不明 － － － － － － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税（特別控
除）・％）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
(社)

目標
達成度

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税（特別償
却）・％）

目標値 将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域に対する経済
的効果を及ぼす事業を集中的に支援することによって、地域の成長
発展の基盤強化を図る（地域未来投資促進法を活用し、当面3
年間で2,000社程度の支援を目指す）」（平成30年度評価時か
ら）

「地域経済を牽引する地域中核企業等による未来投資を支援し、
地域中核企業による地域の強みを活かした事業拡大を支援すること
で、地域経済の活性化を図る」（平成28年度評価時）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H29 区分 拡充・延長

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30経産02） （評価実施府省：経済産業省）

 　地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（地域未来投資促進税制）の拡充及び延長
　（地域経済牽引事業の促進地域内において、特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）（地域未来投資促進税制）

措置の内容

平成28年度時点  　－

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、その新設又は増設に係る特定事業用機械等の取得等をして、これをその承認地域経済牽引事業の
用に供したときは、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度において、その特定事業用機械等の基準取得価額の40％（建物等及び構築物については、20％）相当額の特別償却とその基準取得価額の4％（建物等及び
構築物については、2％）相当額の税額控除（税額控除は、当期の調整前法人税額の20％相当額を上限とする。）との選択適用ができる。

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　措法第42条の11の2、第68条の14の3

過去の政策評価の実績

　地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域に対する経済的効果を及ぼす事業を集中的に支援することによって、地域の成長発展の基盤強化を図る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　付加的な要件として、一定割合以上の賃上げ等を加え、要件を満たす事業者については、税額控除額及び税額控除限度額を深堀りした上で措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。
①  税額控除額について、機械装置・器具備品については5％、建物及びその附属設備・構築物については3％とする。
②  税額控除限度額について、上限額を20％から40％に引き上げる。
※  その他、東京一極集中への対応等の動向を踏まえ、所要の措置を検討する。

　H28経産16

【H30 経産02】-330-
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（参考） （参考） （参考）

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － 60 － 60 － ▲19,500.0 － 88.8% － ▲8,200.0 － ▲8,178.6 － － 16.8% 不明 － － － 20.8% 不明 － － － 48.9% 不明 － － － 22.6% 不明 － － － 53.7% 不明 － － － 不明 不明 －

H24 31 62 200.0% 62 ▲24,241.0 ▲28,000.0 115.5% 84.7% 不明 ▲11,900.0 － ▲11,955.3 不明 不明 21.7% 不明 － 不明 不明 19.6% 不明 － 不明 不明 50.6% 不明 － 不明 不明 22.1% 不明 － 不明 不明 53.0% 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H25 25 63 252.0% 63 ▲20,435.0 ▲23,600.0 115.5% 89.3% 不明 ▲10,900.0 － ▲10,913.7 不明 不明 18.5% 不明 － 不明 不明 17.6% 不明 － 不明 不明 54.9% 不明 － 不明 不明 23.3% 不明 － 不明 不明 55.2% 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H26 不明 62 － 66 不明 ▲23,800.0 － 87.3% 不明 ▲10,400.0 － ▲10,578.5 不明 不明 15.0% 不明 － 不明 不明 17.2% 不明 － 不明 不明 60.9% 不明 － 不明 不明 24.7% 不明 － 不明 不明 54.9% 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H27 62 61 98.4% 61 ▲25,100.0 ▲13,700.0 54.6% 94.3% ▲11,100.0 不明 － ▲6,417.5 不明 不明 33.8% 不明 － 不明 不明 17.2% 不明 － 不明 不明 63.1% 不明 － 不明 不明 27.2% 不明 － 不明 不明 50.5% 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H28 62 47 75.8% 47 ▲24,100.0 ▲21,700.0 90.0% 95.9% ▲10,800.0 不明 － ▲10,756.0 不明 不明 38.3% 不明 － 不明 不明 12.5% 不明 － 不明 不明 61.1% 不明 － 不明 不明 27.4% 不明 － 不明 不明 49.8% 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H29 不明 58 － － 不明 ▲19,300.0 － － 不明 不明 － － 不明 不明 32.2% 不明 － 不明 不明 12.3% 不明 － 不明 不明 調査中 不明 － 不明 不明 26.6% 不明 － 不明 不明 50.9% 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H30 55 － － － ▲18,200.0 ▲0 0.0% － 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

H31 55 － － － ▲19,900.0 ▲0 0.0% － 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

H32 60 － － － ▲19,400.0 ▲0 0.0% － 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

H33 59 － － － ▲19,300.0 ▲0 0.0% － 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

H34 － － － － － ▲0 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － ▲0 － － － － － － － － － － － 30.0% － － － － 60.0% － － － － 40.0% － － － － 80.0% － － － － 50.0% － － － －

【総括表】
租税特別措置等の適用実態

「（鉄鉱石）我が国の鉱物資源安定供給を
確保するため、中期的に自主開発比率を30％
程度に上昇させる」（平成30年度評価時か
ら）

「石油及び天然ガスの自主開発比率を2030
年までに40％以上に引き上げる」

目標値 将来予測租特の直
接的効果

租特の直
接的効果

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

目標① 目標② 目標③ 目標④ 目標⑤ 目標⑥

「我が国の鉱物資源安定供給を確保するた
め、自主開発鉱石の輸入を推進する（鉱物資
源（ベースメタル）の自給率を2030年までに
80％以上に引き上げる。）」

「我が国の鉱物資源安定供給を確保するた
め、自主開発鉱石の輸入を推進する（鉱物資
源（レアメタル）の自給率を2030年までに
50％以上に引き上げる。）」（平成27年度
評価時）

目標値 将来予測 実績 目標
達成度 目標値 将来予測 実績 目標

達成度

「我が国の資源安定供給を確保するため、ウラ
ン鉱山の自主開発比率を高める。」（平成30
年度評価時から）

目標値 将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果
租特の直
接的効果

租特の直
接的効果

実績 目標
達成度 目標値 将来予測 実績 目標

達成度

「我が国の石炭安定供給を確保するため、
2030年において中期的に自主開発比率
60％以上を目指す」（平成30年評価時か
ら）

目標値 将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

適用実態調
査における適
用件数（法
人税・件）

適用実態調
査における適
用額の上位
10社割合
（法人
税・％）

適用実態調査に
おける租税特別措
置ごとの影響額
（地方法人二
税・地方法人特
別税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税 個人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 S40 区分 拡充・延長

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30経産03） （評価実施府省：経済産業省）

　探鉱準備金又は海外探鉱準備金、新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除の拡充及び延長
　（探鉱準備金又は海外探鉱準備金、新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除）

措置の内容

平成28年度時点

 【探鉱準備金又は海外探鉱準備金】
 　鉱業事業者が、一定の鉱物に係る新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の支出に備えるため、鉱物の採掘収入金額の12％又は採掘収入金額に係る採掘所得金額の50％（海外探鉱準備金は40％）相当額を準備金として積み立てた
ときは、積立額の損金算入ができる。
 【新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除】
　探鉱準備金又は海外探鉱準備金を有する法人が、新鉱床探鉱費の支出をした場合又は探鉱用機械設備の償却をした場合には、準備金の益金算入額等の範囲内で損金算入ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後

 【探鉱準備金又は海外探鉱準備金】
 　従前どおり
 【新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除】
 　従前どおり

 【探鉱準備金又は海外探鉱準備金】
 　従前どおり
 【新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除】
 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　措法第58条、第59条、第68条の61、第68条の62

過去の政策評価の実績

 　石油・天然ガス及び金属鉱物資源等は、国民生活や産業基盤に様々な形で活用される重要な基礎物資であり、現代社会では必要不可欠なものである。しかしながら、資源の乏しい我が国はそのほとんどを海外から輸入していることに加え、国
際市況の不安定化、探鉱・開発の複雑化・高度化、供給国の政情不安等、極めて脆弱な供給構造を抱えている。こうした脆弱性を克服するため、石油・天然ガス及び金属鉱物資源等の長期かつ持続的に安定供給を確保する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　資源の安定供給確保を着実に進めるとともに、鉱山経営の多様化を踏まえ、海外探鉱準備金制度について、国内鉱業者に準ずるものに係る要件について所要の見直しを行うとともに、措置の適用期限を平成34年3月31日まで3年間延長す
る。

　H24経産05、H27経産07

【H30 経産03】-338-



【H30 経産03】

-339-



【H30 経産03】-340-



【H30 経産03】

-341-



【H30 経産03】-342-



 

 

【H30 経産03】

-343-



 

 

 

 

【H30 経産03】-344-



 

 

 

 

【H30 経産03】

-345-



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【H30 経産03】-346-



 

 

【H30 経産03】

-347-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 不明 677,525 － 677,525 ▲251,400.0 ▲94,200.0 37.5% － 不明 ▲16,200.0 － ▲16,290.2 － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H24 688,997 704,491 102.2% 704,491 ▲78,300.0 ▲99,900.0 127.6% － ▲13,500.0 ▲17,200.0 127.4% ▲17,285.5 － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H25 688,997 744,488 108.1% 744,488 ▲104,400.0 ▲108,400.0 103.8% － ▲18,100.0 ▲18,700.0 103.3% ▲18,761.7 － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H26 704,491 793,337 112.6% 793,337 ▲104,400.0 ▲117,600.0 112.6% － ▲13,100.0 ▲15,200.0 116.0% ▲20,342.0 － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H27 704,491 843,278 119.7% 843,278 ▲104,400.0 ▲127,400.0 122.0% － ▲18,100.0 ▲16,400.0 90.6% ▲17,447.2 － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H28 793,337 888,592 112.0% 888,592 ▲117,600.0 ▲136,100.0 115.7% － ▲20,300.0 ▲17,600.0 86.7% ▲17,554.7 － － 34.8% 不明 － － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H29 793,337 888,592 112.0% － ▲117,600.0 ▲136,100.0 115.7% － ▲20,300.0 ▲17,600.0 86.7% － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H30 888,592 － － － ▲136,100.0 － － － ▲20,300.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

H31 888,592 － － － ▲136,100.0 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － － － － － －

H32 888,592 － － － ▲136,100.0 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － － － － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

【総括表】

適用実態調査におけ
る適用件数（法人
税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（法人住民
税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

目標
達成度租特の直

接的効果

「中小企業者等に係るキャッシュフローの改善」（平成28年度評価
時）

目標値 将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果

減収額
（法人住民税・百万円）

「地域経済の活性化を図り、日本経済の自立的な経済成長に貢献」
（平成30年度評価時から）

目標値 将来予測 実績将来予測

「中小企業等の経営基盤を強化し、その成長力を高める（測定指
標：中小企業の自己資本比率の推移）」（平成30年度評価時か
ら）

政策目的

法人税 法人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 H21 区分 延長

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30経産04） （評価実施府省：経済産業省）

　中小企業者等の法人税率の特例の延長
　（中小企業者等の法人税率の特例）

措置の内容

平成28年度時点

　中小企業者等の各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を15％（本則：19％）とする。
※  中小企業者等
① 普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの（保険業法に規定する相互会社等を除く。）又は人格のない社団等
② 一般社団法人等又はみなし公益法人等
 ③ 公益法人等（②を除く。）又は協同組合等
④ 特定の医療法人

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　措法第42条の3の2、第68条の8

過去の政策評価の実績

　 中小企業は、我が国経済の基盤であり、地域経済の柱として多くの雇用を担う存在であることから、その活性化や競争力の向上を図るため、中小企業者等に係る法人税の軽減税率について、その期限の2年間の延長を行い、中小企業者等の
経営基盤を強化する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

　H22経産14、H24経産10、H26経産01、H28経産11

【H30 経産04】-348-



【H30 経産04】

-349-



【H30 経産04】-350-



 

 
 

【H30 経産04】

-351-



 

 
 

【H30 経産04】-352-



【H30 経産04】

-353-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － 　－ － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H28 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H29 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H30 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H31 11 － － － ▲127.0 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H32 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H33 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「事業承継ファンドを通じた事業承継を促進する」

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

 　－

過去の政策評価の実績

　 事業承継ファンドを通じた事業承継を促進する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 一定の要件を満たす事業承継ファンドから出資を受けた際も中小企業税制の適用を可能とする要件緩和を行う。

 　－

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30経産05） （評価実施府省：経済産業省）

　事業承継ファンドから出資を受けた場合の法人税等の特例
　（－）

措置の内容

平成28年度時点  　－

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　－

 　－

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 経産05】-354-



【H30 経産05】

-355-



 

 
 

【H30 経産05】-356-



 

 
 

【H30 経産05】

-357-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 不明 2 － 49 不明 ▲34.0 － 96.9% 不明 不明 － ▲15,761.1 不明 不明 10,198 不明 －

H24 1 2 200.0% 53 ▲1.0 ▲17.3 1729.0% 96.7% 不明 ▲9.0 － ▲13,338.3 不明 不明 8,613 不明 －

H25 1 2 200.0% 56 ▲1.0 ▲16.9 1690.0% 97.3% 不明 ▲8.8 － ▲15,323.2 不明 不明 8,233 不明 －

H26 1 2 200.0% 60 ▲1.0 ▲16.9 1689.0% 96.8% 不明 ▲8.8 － ▲18,958.5 不明 不明 6,689 不明 －

H27 2 2 100.0% 62 ▲17.1 ▲17.6 103.4% 97.6% ▲8.1 ▲8.4 103.2% ▲17,729.8 不明 6,930 8,905 不明 －

H28 2 3 150.0% 61 ▲17.5 ▲16.8 96.3% 98.7% ▲8.3 ▲8.0 96.4% ▲18,430.6 不明 7,178 9,324 不明 －

H29 2 3 150.0% － ▲17.9 ▲16.6 92.6% － ▲8.5 ▲7.9 92.5% － 不明 7,431 9,514 不明 －

H30 3 － － － ▲16.8 － － － ▲8.0 － － － 不明 7,690 － － －

H31 3 － － － ▲17.1 － － － ▲8.2 － － － 不明 不明 － － －

H32 3 － － － ▲17.5 － － － ▲8.3 － － － 不明 不明 － － －

H33 3 － － － ▲17.8 － － － ▲8.5 － － － 不明 不明 － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － 9,200 － － － －

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（措置全
体）・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「異常危険準備金の積立残高について、火災等共済組合等が設定した積
立目標額（92億円）以上積み立て、これを維持する」

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税（措置
全体）・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税
（措置全体）・百万
円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（百万円）

目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S28 区分 延長

　措法第57条の5、第68条の55

過去の政策評価の実績

 　火災等共済組合等が、異常災害が発生した場合においても、共済金を確実かつ円滑に支払えるように異常危険準備金を十分に積み立て、財務基盤を確保すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　措置の適用期限を平成34年3月31日まで3年間延長する。

　H22経産44、H24経産09、H27経産12

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30経産06） （評価実施府省：経済産業省）

 　保険会社等の異常危険準備金の延長
 　（保険会社等の異常危険準備金）（火災保険等の積立率の特例）

措置の内容

平成28年度時点  　損害保険会社又は損害共済事業を行う特定の協同組合等が、異常災害損失の補塡に充てるため、正味収入保険料又は正味収入共済掛金の額に一定の積立率を乗じて計算した金額を準備金として積み立てたときは、積立額
の損金算入ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
  制度名

（措置名）

【H30 経産06】-358-



【H30 経産06】

-359-



【H30 経産06】-360-



  

【H30 経産06】

-361-



 

【H30 経産06】-362-



【H30 経産06】

-363-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 7,372 7,487 101.6% 9,895 ▲306,600.0 ▲307,240.0 100.2% － 不明 不明 － ▲4,290.9 不明 不明 2.48% 不明 494 17 12 －

H24 6,775 8,134 120.1% 11,177 ▲376,000.0 ▲332,200.0 88.4% － 不明 不明 － ▲4,251.8 不明 不明 2.46% 不明 495 17 12 －

H25 8,335 9,202 110.4% 12,703 ▲476,700.0 ▲514,900.0 108.0% 40.9% 不明 不明 － ▲4,744.5 不明 不明 2.50% 不明 507 18 13 －

H26 9,166 9,378 102.3% 12,080 ▲489,660.0 ▲561,300.0 114.6% 36.4% 不明 ▲4,714.0 － ▲5,158.1 不明 不明 2.62% 不明 519 19 14 －

H27 9,439 9,395 99.5% 12,081 ▲492,381.0 ▲521,400.0 105.9% 31.9% 不明 ▲3,716.0 － ▲3,876.8 不明 不明 2.56% 不明 534 19 14 －

H28 10,838 9,435 87.1% 12,262 ▲611,700.0 ▲528,600.0 86.4% 31.8% 不明 ▲3,427.0 － ▲3,434.5 3.00% 不明 2.47% 不明 539 18 13 82.3%

H29 10,968 10,249 93.4% － ▲726,500.0 ▲667,994.0 91.9% － 不明 不明 － － 3.00% 不明 不明 不明 － － － －

H30 10,249 － － － ▲667,994.0 － － － ▲5,043.0 － － － 不明 不明 － － － － － －

H31 10,249 － － － ▲713,200.0 － － － ▲5,815.0 － － － 不明 不明 － － － － － －

H32 10,249 － － － ▲766,400.0 － － － ▲6,215.0 － － － 3.00% 不明 － － － － － －

H33 10,249 － － － ▲823,800.0 － － － ▲6,715.0 － － － 不明 不明 － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

将来予測

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税・％）

減収額
（法人住民税・百万円）

「民間企業の研究開発投資を2020年度頃までに対GDP比3％にする」

（参考）

国内総生産
（実績・億円）

研究開発
投資総額

（実績・億円）

左記のうち、民間
研究投資総額
（実績・億円）

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査における租
税特別措置ごとの影響
額（法人住民税・百万
円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 S42 区分 拡充・延長

　措法第42条の4、第68条の9

過去の政策評価の実績

　 我が国の研究開発投資総額（平成28年度：18.4兆円）の約7割（同：13.3兆円）を占める民間企業の研究開発投資を維持・拡大することにより、イノベーションに繋がる中長期・革新的な研究開発等の加速を通じた我が国
企業の競争力を強化する。あわせて、自律的なイノベーションエコシステムを構築する。
　 具体的には、民間企業の研究開発投資を2020年度頃までに対GDP比3％にする。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　我が国の国際競争力を支える民間研究開発の維持・拡大を図るため、イノベーションに繋がる中長期・革新的な民間研究開発投資を促す仕組みとする。具体的には、民間企業の研究開発投資を2020年度頃までに対GDP比3％
にするという目標を着実に実現するため、企業に研究開発を増加させるインセンティブを着実に与えるべく、総額型の控除上限引上げ等を行った上で、中小企業者等について、試験研究費が5％超増加した場合に控除率及び控除上限
を上乗せする措置の適用期限を平成34年3月31日まで3年間延長する。

　H22経産15、H23経産14、H24経産14、H25経産26、H26経産13、H28経産14

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30経産07） （評価実施府省：経済産業省）

 　試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の延長及び拡充
 　（試験研究を行った場合の法人税額の特別控除）（研究開発税制）

措置の内容

平成28年度時点

(1) 試験研究費総額の8～10％（試験研究費割合に応じた税額控除割合）の税額控除（当期の法人税額の25％を限度）ができる。
(2) 中小企業者等の試験研究費の額については、その総額の12％の税額控除（当期の法人税額の25％を限度）ができる。
(3) 特別試験研究費総額の20％（特別試験研究機関等と共同して行う試験研究等については30％）の税額控除（当期の法人税額の5％を限度）ができる。
(4) 平成20年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度において、(1)～(3)とは別枠で、次の①又は②のいずれかの選択適用（当期の法人税額の10％を限度）ができる。

① 増加型：増加試験研究費の額の30％（増加試験研究費割合が30％未満である場合には、その増加試験研究費割合）の税額控除
② 高水準型：試験研究費の額のうち平均売上金額の10％を超える部分の金額について超過税額控除割合の税額控除

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

・ 上記(1)の制度について、税額控除割合を試験研究費の増減に応じ6～10％（平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度（特例年度）は6～14％）とするとともに、特例年度において試験研究
 費割合が10％超の場合の税額控除額の上限の特例（当期の法人税額の35％を限度）を設けた。
・ 上記(2)の制度について、特例年度において、試験研究費の増加割合が5％を超える場合には税額控除割合（12％）を試験研究費の増加に応じ12～17％とするとともに、税額控除額の上限の特例（当期の法人税額の35％
 を限度）を設けた。
・ 上記(3)の制度の対象となる特別試験研究費の範囲について、共同研究及び委託研究に係る相手方が支出する費用の限定を撤廃する等の見直しを行った。
・ 上記(4)①の制度を廃止（平成29年4月1日前に開始した事業年度については引き続き適用）
・ 試験研究費の範囲にサービス開発に係る試験研究のために要する一定の費用を追加した。

【基本情報】
  制度名

（措置名）

【H30 経産07】-364-



【H30 経産07】

-365-



【H30 経産07】-366-



【H30 経産07】

-367-



【H30 経産07】-368-



 

【H30 経産07】

-369-



  

【H30 経産07】-370-



  

【H30 経産07】

-371-



  

【H30 経産07】-372-



  

【H30 経産07】

-373-



  

【H30 経産07】-374-



  

【H30 経産07】

-375-



  

【H30 経産07】-376-



 

 

 

 

【H30 経産07】

-377-



【H30 経産07】-378-



【H30 経産07】

-379-



（参考） （参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － ー － － － － － － －

H28 － － － － － － － － － － ー － － － － － － －

H29 不明 73,042 － － 不明 ▲117,100.0 － － － 不明 ▲23,700.0 － － 不明 不明 11,934,151 不明 －

H30 72,384 － － － ▲116,000.0 － － － － ▲23,600.0 － － － 不明 不明 － － －

H31 71,733 － － － ▲115,000.0 － － － － ▲23,300.0 － － － 不明 不明 － － －

H32 71,087 － － － ▲114,000.0 － － － － ▲23,100.0 － － － 14,000,000 不明 － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（特別償
却）・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「中小企業の設備投資をリーマンショック前の14兆円の水準まで回復させる」

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（特別控
除）・％）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（百万円）

目標
達成度

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

 

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H29 区分 拡充・延長

 　措法第42条の12の4、第68条の15の5

過去の政策評価の実績

 　中小企業の成長及び発展が日本経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、中小企業等の経営力の向上を図るため、中小企業の設備投資を促進し、生産性の高い設備やIT化等への投資の加速化、経営力の向上を図る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　生産性向上に向けた設備投資を後押しするため、働き方改革の実現に向けた取組みを支援する観点等も踏まえつつ必要な拡充を行った上で、措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

 　H28経産12

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30経産08） （評価実施府省：経済産業省）

 　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企業経営強化税制）の拡充及び延長
 　（中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）（中小企業経営強化税制）

措置の内容

平成28年度時点  　ー

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　中小企業者等が特定経営力向上設備等の取得等をして、これを国内にある中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、その特定経営力向上設備等の取得価額から普通
償却限度額を控除した金額に相当する金額の特別償却（即時償却）とその取得価額の7％（中小企業者等のうち資本金の額又は出資金の額が3,000万円以下の法人がその指定事業の用に供したその特定経営力向上設備等については、
10％）相当額（以下「税額控除限度額」という。）の税額控除との選択適用ができる。
 　なお、税額控除限度額は、当期の調整前法人税額の20％相当額を上限とされ、税額控除限度超過額については1年間の繰越ができる。

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 経産08】-380-



【H30 経産08】

-381-



【H30 経産08】-382-



 

 

【H30 経産08】

-383-



  

【H30 経産08】-384-



【H30 経産08】

-385-



（参考） （参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 39,687 36,734 92.6% 36,762 ▲132,200.0 ▲51,400.0 38.9% 3.8% 8.4% 不明 ▲29,800.0 － ▲29,769.5 不明 58.1% 52.2% 不明 － 不明 28.5% 23.6% 不明 － 不明 5.5 6.5 不明 －

H24 39,073 37,469 95.9% 42,821 ▲141,900.0 不明 － 2.9% 6.0% 不明 不明 － ▲32,650.7 不明 63.1% 52.9% 不明 － 不明 33.1% 27.7% 不明 － 不明 0.5 5.8 不明 －

H25 38,469 50,830 132.1% 50,830 不明 ▲61,100.0 － 4.5% 5.7% 不明 ▲12,300.0 － ▲37,443.2 不明 不明 55.0% 不明 － 不明 不明 33.9% 不明 － 不明 不明 3.5 不明 －

H26 38,982 61,538 157.9% 61,538 不明 ▲76,100.0 － 4.6% 6.2% 不明 ▲15,000.0 － ▲46,906.3 不明 不明 54.8% 不明 － 不明 不明 37.0% 不明 － 不明 不明 ▲ 0.8 不明 －

H27 39,762 63,342 159.3% 63,342 不明 ▲82,500.0 － 4.9% 6.3% 不明 ▲16,100.0 － ▲49,115.3 不明 不明 55.0% 不明 － 不明 不明 38.5% 不明 － 不明 不明 ▲ 1.0 不明 －

H28 61,538 73,705 119.8% 73,705 ▲76,100.0 ▲118,200.0 155.3% 4.1% 7.6% ▲15,000.0 ▲23,900.0 159.3% ▲74,666.0 不明 不明 55.4% 不明 － 不明 不明 39.1% 不明 － 不明 不明 ▲ 2.5 不明 －

H29 85,959 73,042 85.0% － ▲106,300.0 ▲117,100.0 110.2% － － ▲21,000.0 ▲23,700.0 112.9% － 不明 不明 54.3% 不明 － 不明 不明 40.5% 不明 － 不明 不明 ▲ 5.0 不明 －

H30 72,384 － － － ▲116,000.0 － － － － ▲23,600.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

H31 71,733 － － － ▲115,000.0 － － － － ▲23,300.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

H32 71,087 － － － ▲114,000.0 － － － － ▲23,100.0 － － － 80.0% 不明 － － － 30.0% 不明 － － － ±5 不明 － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

租特の直
接的効果

目標
達成度

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

「中小企業の設備投資の活性化・加速化を支援することにより、生
産性の向上等を進め、中小企業の経済活動の活性化を図る（生
産・営業用設備DI±5）」

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（特別償
却）・％）

目標値 将来予測 実績 目標値
（DI値） 将来予測 実績 目標

達成度

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（特別控
除）・％）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人
二税・地方法人特別
税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度租特の直

接的効果

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「中小企業の設備投資の活性化・加速化を支援することにより、中
小企業の経済活動の活性化を図る（設備投資対キャッシュフロー比
率80％以上）」

「中小企業の設備投資の活性化・加速化を支援することにより、中
小企業の経済活動の活性化を図る（設備投資実施企業割合
30％以上）」

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H10 区分 延長

 　措法第42条の6、第68条の11

過去の政策評価の実績

 　中小企業の成長及び発展が日本経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、中小企業等の経営力の向上を図るため、中小企業の設備投資を促進し、生産性の高い設備やIT化等への投資の加速化、経営力の向上を図る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

 　H23経産16、H25経産27、H28経産12

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30経産09） （評価実施府省：経済産業省）

 　中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企業投資促進税制）の延長
 　（中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）（中小企業投資促進税制）

措置の内容

平成28年度時点

 　中小企業者等が、特定機械装置等の取得等をした場合には、取得価額（船舶は取得価額の75％）の①30％の特別償却又は②7％の税額控除（特定中小企業者等に限り、当期の法人税額の20％を限度とし、控除限度超
過額は1年間の繰越し）ができる。
 　また、中小企業者等が、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得等をした場合には、①即時償却又は②取得価額の7％（特定中小企業者等は10％）の税額控除（上記の税額控除と合計して当
期の法人税額の20％を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越し）ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

・ 　 特定生産性向上設備等に係る措置を廃止
・ 　 対象資産から器具備品を除外
・ 　 税額控除額の上限を、この制度、特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の税額控除及び中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の税額控除及び中小企業者等が特定経営力向上設備等を取
   得した場合の税額控除（新設）における税額控除の合計で当期の法人税額の20％とした。

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 経産09】-386-



【H30 経産09】

-387-



【H30 経産09】-388-



【H30 経産09】

-389-



 

【H30 経産09】-390-



  

【H30 経産09】

-391-



  

【H30 経産09】-392-



【H30 経産09】

-393-



（参考） （参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － ー － － － ー ー － － － ー － － － － － － － － － －

H24 － － － ー － － － ー ー － － － ー － － － － － － － － － －

H25 23,819 3,293 13.8% 3,293 ▲17,670.0 ▲1,800.0 10.2% 28.7% 14.0% ▲8,960.0 ▲290.0 3.2% ▲641.4 － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H26 12,204 5,462 44.8% 5,462 ▲12,171.0 ▲2,900.0 23.8% 16.7% 12.2% ▲7,200.0 ▲460.0 6.4% ▲1,096.5 － － － 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H27 12,204 4,892 40.1% 4,892 ▲12,171.0 ▲2,700.0 22.2% 46.8% 18.0% ▲6,700.0 ▲470.0 7.0% ▲1,028.0 － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H28 5,898 4,500 76.3% 4,500 ▲3,120.0 ▲2,100.0 67.3% 29.1% 17.6% ▲500.0 ▲340.0 68.0% ▲671.6 － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H29 6,129 4,469 72.9% － ▲3,240.0 ▲2,100.0 64.8% － － ▲510.0 ▲340.0 66.7% － － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H30 4,437 － － － ▲2,100.0 － － － － ▲340.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

H31 4,406 － － － ▲2,100.0 － － － － ▲340.0 － － － 不明 不明 － － － － － － － －

H32 4,375 － － － ▲2,000.0 － － － － ▲330.0 － － － 不明 不明 － － － － － － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（特別控
除）・％）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人
二税・地方法人特別
税・百万円）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（特別償
却）・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

目標値
（DI値） 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

「売上額DIを安定的に向上させること（平成31年第4四半期の変動幅を
に26年第2四半期時の変動幅▲17.9より小さくする）」（平成28年度評
価時）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

「売上高の安定化・向上を図る」（平成30年度評価時から）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

 

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H25 区分 拡充・延長

 　措法第42条の12の3、第68条の15の4

過去の政策評価の実績

 　卸売業、小売業、サービス業を営む中小企業について、消費税率の引上げ及びこれによる経済情勢の悪化懸念を見据えつつ、店舗・サービスの質の向上や業務の効率化等に資する設備投資を促進することで、経営の安定化・活性化を図る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　消費税率の引上げを見据えつつ、中小企業の防災・減災対策を促進する観点も踏まえながら、商業・サービス業を営む中小企業者等の設備投資を引き続き促進すべく、必要な見直しを行った上で、措置の適用期限を平成33年3月31日まで
2年間延長する。

　H24経産13、H26経産12、H28経産15

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30経産10） （評価実施府省：経済産業省）

 　特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（商業・サービス業・農林水産業活性化税制）の拡充及び延長
 　（特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）（商業・サービス業・農林水産業活性化税制）

措置の内容

平成28年度時点  　特定中小企業者等（認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言を受けた中小企業者等）が、経営改善設備の取得等をした場合には、取得価額の①30％の特別償却又は②7％の税額控除（一定の中小企
業者等に限り、当期の法人税額の20％を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越し）ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　飲食店において設置する受動喫煙の防止のための喫煙専用室に係る器具備品及び建物附属設備が対象資産であることを明確化

 　税額控除額の上限を、この制度、中小企業投資促進税制及び中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の税額控除（新設）における税額控除の合計で当期の法人税額の20％とした。

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 経産10】-394-



【H30 経産10】

-395-



 

【H30 経産10】-396-



 

 

【H30 経産10】

-397-



【H30 経産10】-398-



【H30 経産10】

-399-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 8,808 4,963 56.3% 9,293 ▲1,310.0 ▲319.0 24.4% 26.7% 不明 ▲151.0 － ▲69,445.9 不明 不明 不明 不明 － －

H24 8,808 8,761 99.5% 8,994 ▲1,310.0 ▲316.0 24.1% 18.6% 不明 ▲165.0 － ▲57,767.1 不明 不明 不明 不明 － －

H25 － 8,552 － 8,745 － ▲286.0 － 18.8% － ▲148.0 － ▲6,277.1 － － 不明 不明 － －

H26 8,552 8,099 94.7% 8,808 ▲286.0 ▲311.0 108.7% 18.1% ▲136.0 ▲148.0 108.8% ▲6,558.2 不明 不明 不明 不明 － －

H27 8,552 7,137 83.5% 8,857 ▲286.0 ▲260.0 90.9% 18.4% ▲136.0 ▲124.0 91.2% ▲6,136.4 不明 不明 不明 不明 36 －

H28 7,013 10,059 143.4% 9,064 ▲256.0 ▲401.0 156.6% 20.1% ▲122.0 ▲191.0 156.6% ▲5,926.2 不明 不明 不明 不明 39 －

H29 6,891 9,759 141.6% － ▲251.0 ▲292.0 116.3% － ▲119.0 ▲140.0 117.6% － 不明 不明 不明 不明 29 －

H30 9,666 － － － ▲289.0 － － － ▲137.0 － － － 不明 不明 － － 29 －

H31 9,574 － － － ▲287.0 － － － ▲136.0 － － － 不明 不明 － － 29 －

H32 9,483 － － － ▲284.0 － － － ▲136.0 － － － 不明 不明 － － 29 －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税（措置全
体）・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税
（措置全体）・百万
円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

（参考）
適用1組合当
たりの減収額
（千円）

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税（措置全
体）・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「中小企業の事業基盤の安定化及び組合の取引活動の健全化を図る」

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S25 区分 延長

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30経産11） （評価実施府省：経済産業省）

　中小企業等の貸倒引当金の特例の延長
　（中小企業等の貸倒引当金の特例）（協同組合等及び公益法人等）

措置の内容

平成28年度時点 　公益法人等又は協同組合等の一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額は、通常の繰入限度額の112％相当額とすることができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後 　 従前どおり

　繰入限度額を通常の繰入限度額の110％相当額に引き下げ

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　措法第57条の9、第68条の59

過去の政策評価の実績

　事業協同組合及び商工組合（以下「組合」という。）の貸倒れに係るリスクへの対応力を充実させることにより、中小企業の事業基盤の安定化及び組合の健全な取引活動を支援する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

　H22経産25、H26経産16、H27経産25、H28経産13

【H30 経産11】-400-



【H30 経産11】

-401-



【H30 経産11】-402-



 

 

 

 

【H30 経産11】

-403-



 

 

 

 

【H30 経産11】-404-



【H30 経産11】

-405-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － 4 － － － － － － － ▲42.0 － － － － 4,073 不明 －

H24 3 4 133.3% 　－ － － － － ▲40.8 ▲40.0 98.0% － 不明 46,611 59,854 不明 －

H25 3 5 166.7% － － － － － ▲44.0 ▲40.0 90.9% － 不明 44,458 67,437 不明 －

H26 3 5 166.7% － － － － － ▲52.2 ▲40.0 76.6% － 不明 52,373 62,644 不明 －

H27 5 5 100.0% － － － － － ▲43.0 ▲41.0 95.3% － 不明 65,627 70,275 不明 －

H28 5 5 100.0% － － － － － ▲49.0 ▲43.0 87.8% － 不明 73,306 73,653 不明 －

H29 5 11 220.0% － － － － － ▲55.0 ▲206.0 374.5% － 不明 79,390 110,122 不明 －

H30 8 － － － － － － － ▲213.0 － － － 不明 79,915 － － －

H31 8 － － － － － － － ▲235.0 － － － 不明 83,747 － － －

H32 8 － － － － － － － ▲256.0 － － － 不明 87,579 － － －

H33 8 － － － － － － － ▲278.0 － － － 不明 91,412 － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人事業税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（法人事業
税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（百万MJ）

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税・％）

減収額
（法人事業税・百万円）

「ガスの自由化市場の公平な競争環境を整備すること、課税公平性を確保する
こと（測定指標：新規参入者による大口供給量のうち託送量）」

目標
達成度

政策目的

法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H20 区分 延長

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30経産12） （評価実施府省：経済産業省）

　ガス供給業に係る託送料金を控除する収入割の特例措置
　（ガス供給業に係る大口需要向けの託送料金を控除する収入割の特例措置）

措置の内容

平成28年度時点 　収入金課税される他のガス供給業を行う法人から託送供給を受けてガス供給を行う法人について、当該託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を、収入割の課税標準である収入金額から控除する。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　 地方税法附則第9条

過去の政策評価の実績

　効率的かつ安定的なガス供給を実現するため、経営の効率化による料金の低廉化、事業機会の提供を通じた事業者間の競争の活性化及び新規参入者による需要家向け市場への参入の促進を図る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 措置の適用期限を平成34年3月31日まで3年間延長する。

 H24経産23　H27経産20

【H30 経産12】-406-



【H30 経産12】

-407-



  

【H30 経産12】-408-



 
 

 

 
 

 

 

 

【H30 経産12】

-409-



 

 
 

【H30 経産12】-410-



国土交通省 





番号 制度名

国交01 地域福利増進事業に係る特例措置の創設

国交02 所有者不明土地に係る土地収用法の特例の創設に伴う所要の措置

国交03 関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設に係る特別償却制度の延長

国交04 船舶に係る特別償却制度の延長等

国交05 半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

国交06 離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

国交07 奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

国交08 特定都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の拡充及び延長

国交09 都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の拡充及び延長

国交10 雨水貯留利用施設に係る割増償却制度の延長

国交11 東京湾横断道路株式会社に係る外形標準課税（資本割）の課税標準の特例措置の延長

国交12 ＪＲ北海道及びＪＲ四国の資本割に係る課税標準の特例措置の延長

国交13 一体化法に規定する特定鉄道事業者の資本割に係る課税標準の特例措置の延長

国交14
新関西国際空港株式会社、関西国際空港土地保有株式会社及び中部国際空港株式会社に係る資本割の課税標準の特例措置の延長
（新関西国際空港株式会社及び関西国際空港土地保有株式会社、中部国際空港株式会社）

 国土交通省

-413-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 累計 単年度 累計 単年度

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H28 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H29 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H30 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H31 1 － － － ▲3.5 － － － ▲2.4 － － － － 4 4 － － － －

H32 1 － － － ▲3.5 － － － ▲2.4 － － － － 10 6 － － － －

H33 2 － － － ▲7.0 － － － ▲4.7 － － － 20 20 10 － － － －

H34 2 － － － ▲7.0 － － － ▲4.7 － － － － 30 10 － － － －

H35 2 － － － ▲7.0 － － － ▲4.7 － － － － 40 10 － － － －
H36～
H40 － － － － － － － － － － － － 100 － － － － － －

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「地域福利増進事業における使用権の設定数（法施行後10年間で100件）」

将来予測 実績

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

目標値
（累計）
（件）

目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税・％）

 

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

 　－

過去の政策評価の実績

 　特定所有者不明土地に使用権を設定して行われる地域福利増進事業を推進することにより、所有者不明土地の利用の円滑化を図り、もって国土の適正かつ合理的な利用を図る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づき、都道府県知事による使用権の裁定があった特定所有者不明土地を利用して行う地域福利増進事業について、当該事業のために事業区域内の土地等を譲渡した場合の当
該土地等の譲渡所得に係る1,500万円特別控除を創設する。

 　－

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30国交01） （評価実施府省：国土交通省）

 　地域福利増進事業に係る特例措置の創設
 　（－）

措置の内容

平成28年度時点  　－

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　－

 　－

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 国交01】-414-



【H30 国交01】

-415-



【H30 国交01】-416-



 

 

 

 

 

【H30 国交01】

-417-



 

【H30 国交01】-418-



【H30 国交01】

-419-



【H30 国交01】-420-



【H30 国交01】

-421-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － － 不明 不明 － － － － － －

H28 － 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － 2.75% － 2.54% 不明 92.4% － － － － －

H29 － 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － － 不明 不明 － － － － － －

H30 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － － 不明 － － － － 31 － － －

H31 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － － 不明 － － － 21 21 － － －

H32 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － － 不明 － － － － － － － －

H33 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 2.30% 不明 － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査における租
税特別措置ごとの影響
額（地方法人二税・地
方法人特別税・百万
円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

適用件数
（法人税・件）

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「用地あい路率を平成29～33年度の平均で2.30％まで引き下げ
る」

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

【総括表】
租税特別措置等の適用実態

目標値
（ヵ月） 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

「所有者不明土地の収用手続に要する期間（収用手続への移行
から取得まで）を約1/3短縮（約31→21ヵ月）する」

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 拡充

　措法第62条の3、第63条、第64条、第64条の2、第65条の2、第68条の68、第68条の69、第68条の70、第68条の71、第68条の73

過去の政策評価の実績

　反対する権利者がおらず、現に利用されていない一定の所有者不明土地について、所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法の特例により、収用手続を合理化・円滑化し、公共事業の実施を迅速化する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に定める土地収用法の特例による収用等について、土地収用法に基づく収用等の場合と同様の税制上の特例を措置する。

 　－

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30国交02） （評価実施府省：国土交通省）

　所有者不明土地に係る土地収用法の特例の創設に伴う所要の措置
　（－）

措置の内容

平成28年度時点  　－

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　－

 　－

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 国交02】-422-



【H30 国交02】

-423-



【H30 国交02】-424-



 

 

 

 

【H30 国交02】

-425-



 

 

 

 

【H30 国交02】-426-



 

 

 

 

【H30 国交02】

-427-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 整備済面積 整備率

H23 4 3 75.0% 3 ▲21.0 ▲1.0 4.8% － 不明 不明 － ▲0.3 不明 不明 115 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － －

H24 3 2 66.7% 2 ▲17.0 ▲0.4 2.4% － 不明 不明 － ▲0.2 不明 不明 116 不明 － 不明 不明 不明 不明 1,964ha 55.0% －

H25 3 2 66.7% 2 ▲17.0 ▲0.8 4.7% － 不明 不明 － ▲0.3 不明 不明 121 不明 － 不明 不明 42.9% 不明 2,036ha 57.0% －

H26 9 2 22.2% 2 ▲10.0 ▲3.6 36.0% － 不明 不明 － ▲1.8 130 不明 126 不明 96.9% 不明 不明 44.7% 不明 2,144ha 59.0% －

H27 11 2 18.2% 2 ▲184.0 ▲24.7 13.4% － 不明 ▲15.8 － ▲10.8 不明 不明 130 不明 － 不明 不明 48.1% 不明 2,171ha 60.0% －

H28 5 2 40.0% 2 ▲16.2 ▲2.6 16.0% － 不明 ▲1.7 － ▲1.3 140 135 133 不明 95.0% 47.0% 50.7% 54.2% 不明 2,174ha 60.0% 115.3%

H29 5 2 40.0% － ▲111.0 ▲3.7 3.3% － 不明 ▲2.4 － － 不明 140 142 不明 － 不明 53.3% 57.3% 不明 － － －

H30 3 － － － ▲64.2 － － － ▲41.9 － － － 145 148 － － － 50.0% 58.7% － － － － －

H31 8 － － － ▲92.8 － － － ▲60.6 － － － 150 153 － － － － 56.4% － － － － －

H32 6 － － － ▲12.7 － － － ▲8.3 － － － 155 156 － － － 57.0% 56.9% － － － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － 60.0% － － － － － －

目標
達成度

（参考）
措置の対象となる文化学術研究
地区約3,600haの施設整備率

（国土交通省都市局HP）目標値 将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「文化学術研究施設の立地を促進し集積度を高め、学研都市とし
ての総合的な集積メリットが発揮されることによって我が国のみならず
世界を代表する文化・学術・研究の拠点を形成し、新産業創出等
国民経済の活性化に寄与すること（平成31年度までに施設立地
数を150施設とする）」

「文化学術研究施設の立地を促進し集積度を高め、学研都市としての総合的な集積メリットが発
揮されることによって我が国のみならず世界を代表する文化・学術・研究の拠点を形成し、新産業創
出等国民経済の活性化に寄与すること（学研都市全体の施設整備率：平成37年度末までに
60％）」

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別
税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（施設）

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税・％）

政策目的

法人税

関係条項

要望内容

創設年度 S62 区分 延長

　措法第44条、第68条の19

過去の政策評価の実績

　研究施設を新設又は増設する企業に立地のインセンティブを与えることによって、研究施設の集積を誘導し、研究機関相互の交流や共同研究等を推進し、新産業の創出等国民経済の活性化を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

　H22国交11、H24国交12、H26国交18、H28国交08

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30国交03） （評価実施府省：国土交通省）

　関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設に係る特別償却制度の延長
　（関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術施設の特別償却）

措置の内容

平成28年度時点 　文化学術研究地区において整備される一定の研究施設の取得等をした場合には、取得価額の12％（建物等は6％）の特別償却ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

　施設規模要件を3億円以上（改正前：2億円以上）に引上げ

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 国交03】-428-



【H30 国交03】

-429-



【H30 国交03】-430-



【H30 国交03】

-431-



【H30 国交03】-432-



【H30 国交03】

-433-



  

【H30 国交03】-434-



【H30 国交03】

-435-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③ 目標④ 目標⑤ 目標⑥

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 累計 単年度 累計 単年度

H23 7 43 614.3% 40 ▲599.0 ▲8,853.0 1478.0% 59.4% 不明 不明 － ▲5,071.7 － － － － － － － － 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H24 52 55 105.8% 57 ▲9,131.0 ▲9,638.0 105.6% 59.5% 不明 不明 － ▲7,999.2 － － － － － － － － 不明 8.3% 不明 － 不明 不明 22.0% 不明 － 不明 不明 10.2% 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 22.0% 不明 －

H25 48 59 122.9% 41 ▲8,139.0 ▲7,924.0 97.4% 53.1% 不明 不明 － ▲3,440.3 － － － － － － － － 不明 9.2% 不明 － 不明 不明 26.0% 不明 － 不明 不明 10.1% 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 22.0% 不明 －

H26 61 59 96.7% 38 ▲9,803.0 ▲10,419.0 106.3% 56.8% 不明 不明 － ▲3,320.5 － － － － － － － － 不明 10.0% 不明 － 不明 不明 25.0% 不明 － 不明 不明 9.8% 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 22.0% 不明 －

H27 64 45 70.3% 44 ▲9,935.0 ▲7,364.0 74.1% 51.1% 不明 ▲1,443.0 － ▲3,723.6 － － － － － － － － 不明 11.0% 2.9% － 不明 不明 25.0% 不明 － 不明 不明 9.8% 不明 － 不明 不明 67 14 － 不明 不明 22.0% 不明 －

H28 57 51 89.5% 51 ▲8,930.0 ▲9,597.0 107.5% 42.1% 不明 ▲1,881.0 － ▲5,089.3 － － － － － － － － 不明 15.0% 3.4% － 不明 不明 23.0% 不明 － 不明 不明 9.1% 不明 － 70 不明 53 13 75.7% 不明 不明 22.0% 不明 －

H29 53 45 84.9% － ▲7,996.0 ▲8,682.0 108.6% － 不明 ▲1,701.0 － － － － － － － － － － 不明 17.0% 3.9% － 不明 不明 26.0% 不明 － 不明 不明 8.6% 不明 － 70 不明 45 15 64.3% 不明 不明 22.0% 不明 －

H30 47 － － － ▲8,676.0 － － － ▲1,700.0 － － － － － － － － － － 17.0% 19.0% － － － 22.0% 22.0% － － － 10.0% 10.0% － － － 70 70 － － － 22.0% 22.0% － － －

H31 47 － － － ▲8,676.0 － － － ▲1,700.0 － － － 不明 不明 不明 　－ － － － － 20.0% － － － － 22.0% － － － 10.0% 10.0% － － － 70 70 － － － － 不明 － － －

H32 47 － － － ▲8,676.0 － － － ▲1,700.0 － － － 不明 不明 不明 － － － － 21.0% 21.0% － － － 22.0% 22.0% － － － 10.0% 10.0% － － － 70 70 － － － 22.0% 不明 － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － 250 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

「（外航）ＮＯｘ：新造船について22%の
削減を行う（平成22年度比）」

適用実態調査
における適用額
の上位10社割
合（法人
税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

「（外航）先進船舶を2025年までに250隻程度の導入」（平
成30年度評価時から）

将来予測 実績
目標値

（輸送比率）
将来予測租特の直

接的効果

「（内航）ＮＯｘ：新造船について22%の
削減を行う（平成22年度比）」

目標値
（削減率） 将来予測 実績 目標

達成度
目標

達成度
目標値
（隻） 将来予測

「（外航）我が国の外航海運の発展を図る
ため、平成22年度時点における過去5年間
の日本商船隊の輸送比率の平均である約
10％を元に、引き続きその輸送比率を維持
する」

「（内航）ＣＯ２：年間70隻程度（約9
万トンCO2の削減に相当）の省エネに資す
る船舶を普及する」

実績 租特の直
接的効果

【総括表】

適用実態調査
における適用件
数（法人税・
件）

適用実態調査に
おける租税特別措
置ごとの影響額
（地方法人二税・
地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（削減率）

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

「（外航）ＣＯ２：平成32年度までに日
本商船隊からのCO2排出量を平成16年度
比で21%削減する」

目標
達成度

目標
達成度 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

目標値
（削減率） 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

目標値
（隻）

（累計）
租特の直
接的効果

 

政策目的

法人税

関係条項

要望内容

創設年度 S26 区分 延長

 　措法第43条、第68条の16

過去の政策評価の実績

・  国際社会からのCo2排出削減等の環境負荷の低減への要請に応え、エネルギー効率が高く環境にやさしい船舶の建造投資を促進することで、国際海上輸送や内航海運における環境負荷低減を図ること。
・  IoTをはじめとした新技術の導入を促すことで、船主、傭船者たるオペレーターの競争力をさらに図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　外航船舶について、先進船舶の導入促進に向けた所要の措置を講じた上で、措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

 　H22国交38、H24国交26、H26国交22、H28国交15

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30国交04） （評価実施府省：国土交通省）

 　船舶に係る特別償却制度の延長等
 　（特定設備等の特別償却）（船舶）

措置の内容

平成28年度時点  　海上運送業を営む法人が、海上運送業の経営の合理化及び環境負荷の低減に資する船舶の取得等をした場合には、船舶の区分に応じて、取得価額の16％又は18％の特別償却ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後 　 従前どおり

 　環境負荷低減に係る要件の見直し等を行った。

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 国交04】-436-



【H30 国交04】

-437-



【H30 国交04】-438-



【H30 国交04】

-439-



【H30 国交04】-440-



 

【H30 国交04】

-441-



  

 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

 

 

3 

3  

1 

1  

1 

1  

2 

2  

2 

2  

2 

2  

 

 

 

28 

11  

37 

16  

29 

15  

31 

14  

31 

14  

 

31 

14  

 

【H30 国交04】-442-



 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

 2,189 2,949 706 2,337 

 

2,33  

 

2,33  

 

 

 

23,019 33,443 25,490 27,260 

 

27,260 

 

27,260 

 

 

 

H27 

 

H28 

 

H29 

 

H30 

 

H31 

 

H32 

 

512 690 165 542 

 

542 

 

542 

 

5,386 7,826 5,965 6,324 

 

6,324 

 

6,324 

 

【H30 国交04】

-443-



 

 

 

 

【H30 国交04】-444-



  

【H30 国交04】

-445-



 
 
 

 
 

 
 H27  H28  H29  H30  H31  H32  

 66 89 21 70 70 70 

 

695 1,010 769 816 816 816 

  × 12.9%  
 

 
 

 H27  H28  H29  H30  H31  H32  

 

141 
 

57 127 77 77 77 

 

48 83 202 156 156 156 

  × 12.9%  
 

 
 

 
 H27  H28  H29  H30  H31  H32  

 34 46 11 36 36 36 

 

361 524 400 424 424 424 

  × 6.7%  
 

 
 

 H27  H28  H29  H30  H31  H32  

 

73 29 66 40 40 40 

 

25 43 105 81 81 81 

  × 6.7%  

【H30 国交04】-446-



【H30 国交04】

-447-



（参考） （参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 72 47 65.3% 44 ▲805.0 ▲343.0 42.6% － 72.8% 不明 不明 － ▲112.5 不明 不明 0.91 不明 －

H24 64 40 62.5% 45 ▲272.0 ▲179.0 65.8% － 72.6% 不明 不明 － ▲122.9 不明 不明 1.12 不明 －

H25 65 13 20.0% 33 ▲204.5 ▲16.0 7.8% 99.0% 88.0% 不明 不明 － ▲37.7 不明 不明 1.05 不明 －

H26 26 37 142.3% 37 ▲30.0 ▲44.0 146.7% 83.4% － 不明 不明 － ▲20.8 不明 不明 1.1 不明 －

H27 41 44 107.3% 44 ▲49.0 ▲39.0 79.6% 75.4% － 不明 ▲19.2 － ▲19.2 不明 不明 1.18 不明 －

H28 89 65 73.0% 65 ▲101.0 ▲131.0 129.7% 84.9% － 不明 ▲66.0 － ▲66.0 不明 不明 1.04 不明 －

H29 114 143 125.4% － ▲129.0 ▲193.0 149.6% － － 不明 不明 － － 不明 不明 1.02 不明 －

H30 156 － － － ▲212.0 － － － － 不明 － － － 1.00 不明 － － －

H31 153 － － － ▲217.0 － － － － 不明 － － － 1.00 不明 － － －

H32 148 － － － ▲231.0 － － － － 不明 － － － 1.00 不明 － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用実態調査におけ
る適用額の上位10
社割合（法人税
（H25.4.1以後取
得分）・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「半島地域における社会増減率に係る過去5ヶ年平均との比を1.00未満と
する（ただし過去5ヶ年平均が正の値であるときは1.00超）」

【総括表】

適用実態調査におけ
る適用件数（法人
税・件）

適用実態調査におけ
る適用額の上位10
社割合（法人税
（H25.4.1以前取
得分）・％）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

政策目的

法人税

関係条項

要望内容

創設年度 S61 区分 延長

　措法第45条、第68条の27

過去の政策評価の実績

 　半島振興法に基づき半島振興対策実施地域において、生活基盤の整備を行うとともに、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の振興を図り、雇用の確保を行い、若年層の人口流出の抑制、地域経済の活性化を図
る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

　H22国交12、H24国交07、H26国交06、H28国交01

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30国交05） （評価実施府省：国土交通省）

　半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長
　（特定地域における工業用機械等の特別償却）（半島振興対策実施地域として指定された地区）

措置の内容

平成28年度時点  　半島振興法の半島振興対策実施地域として指定された地区のうち認定半島産業振興促進計画に記載された地区において、産業振興機械等の取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額の32％（建物等は48％）の割増償却がで
きる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 国交05】-448-



【H30 国交05】

-449-



【H30 国交05】-450-



【H30 国交05】

-451-



【H30 国交05】-452-



 

 

 

【H30 国交05】

-453-



 

 

 

 

【H30 国交05】-454-



【H30 国交05】

-455-



 

 
 H27 H28 H29 

 124 128 140 
 23.9 23.4 23.4 

 

   38 
   301 
   70 

 

 44 65 143 
 163 559 823 
 39 131 193 

H27 H28
 

H27 H28
 

H29  
 

 
 H30 H31 H32 

 159 171 184 
 23.2 23.2 23.2 

 

 26 34 39 
 150 199 239 
 35 46 56 

 

 156 153 148 
 912 939 1,015 
 212 218 236 

H30 H32 29
 

7 124  21 128  38 140 3 × 159  26 

H27 H27 H28
H28 H29 H29

  H30

823 143 = 5.76  
H30 5.76 × 26 149.76  

H29  
H30  × H30  

H 30  

 
H25

6 H25  
 

 
 

H30 H26 H27
6 H26 H27  

 
H25 H27

 
H25 H30 6 13  
H26 H31 6 37  
H27 H32 6 44  

 
H32  

H31 153 H32 39 H27
44  

 
 

 

159 H26 H29
7.8  

H31  
 

H26 16 104×100 15.3  
H27 4 120×100 3.3  

【H30 国交05】-456-



H28 4 124×100 3.2  
H29 12 128 100 9.4  

H25 104 H26 120  

【H30 国交05】

-457-



（参考） （参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 5 0 0.0% 3 ▲15.0 ▲0 0.0% － － 不明 不明 － ▲6.7 － 不明 不明 不明 － －

H24 0 5 － 3 ▲0 ▲66.0 － － － 不明 不明 － ▲3.3 － 不明 不明 不明 － －

H25 3 0 0.0% 0 ▲3.1 ▲0 0.0% － － 不明 不明 － － － 不明 405,000 0 － －

H26 13 2 15.4% 2 ▲1.7 ▲2.0 114.9% － － 不明 不明 － ▲0.8 － 不明 397,000 1 ▲ 2.0% －

H27 28 3 10.7% 3 ▲4.7 ▲10.0 214.5% － － 不明 ▲5.0 － ▲5.3 390,000 不明 390,000 0 ▲ 1.8% 100.0%

H28 4 4 100.0% 4 ▲11.0 ▲2.0 18.2% － － 不明 ▲0.6 － ▲0.8 381,000 373,000 382,000 0 ▲ 2.1% 100.3%

H29 8 10 125.0% － ▲22.0 ▲2.0 9.1% － － 不明 ▲0.9 － － 372,000 366,000 374,000 11 ▲ 2.1% 100.5%

H30 16 － － － ▲8.0 － － － － ▲3.0 － － － 363,000 363,000 － － － －

H31 20 － － － ▲12.0 － － － － ▲6.0 － － － 354,000 354,000 － － － －

H32 26 － － － ▲18.0 － － － － ▲8.0 － － － 345,000 345,000 － － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

将来予測

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税（離島振興対
策実施地域分の
み）・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「離島振興対策実施地域の人口減少傾向を改善する（平成32年度の離島振興対策実施
地域の人口：345,000人以上）」

（参考）
人口減少率
（前年比）

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税（奄美群島分を
含む。）・％）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（人）

目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

政策目的

法人税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H5 区分 延長

　措法第45条、第68条の27

過去の政策評価の実績

　産業基盤及び生活環境等に関する地域格差を是正するとともに、離島等の地理的及び自然的特性を生かした創意工夫のある自立的発展を図ることにより、離島における人口の著しい減少の防止及び離島における定住の促進を図る。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

　H22国交26、H24国交08、H26国交07、H28国交02

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30国交06） （評価実施府省：国土交通省）

　離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長
　（特定地域における工業用機械等の特別償却）（離島振興対策実施地域として指定された地区）

措置の内容

平成28年度時点  　離島振興法の離島振興対策実施地域として指定された地区の市町村長が策定する産業投資促進計画に係る地区として指定された地区において、産業振興機械等の取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額の32％（建物等は
48％）の割増償却ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 国交06】-458-



【H30 国交06】

-459-



【H30 国交06】-460-



 

【H30 国交06】

-461-



 

 

 

 

 

【H30 国交06】-462-



 

【H30 国交06】

-463-



（参考） （参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 3 3 100.0% 3 ▲6.6 ▲6.0 90.9% － － 不明 不明 － ▲6.7 不明 不明 不明 不明 －

H24 1 1 100.0% 3 ▲1.7 ▲4.0 229.8% － － 不明 不明 － ▲3.3 不明 不明 不明 不明 －

H25 7 0 0.0% 0 ▲18.0 ▲0 0.0% － － 不明 不明 － － 不明 不明 115,000 不明 －

H26 12 1 8.3% 1 ▲23.2 ▲2.0 8.6% － － 不明 不明 － ▲0.7 不明 不明 不明 不明 －

H27 19 4 21.1% 4 ▲30.2 ▲0 0.0% － － 不明 ▲0.2 － ▲0.2 不明 不明 112,498 36 －

H28 11 3 27.3% 3 ▲18.0 ▲1.0 5.6% － － 不明 ▲0.4 － ▲0.6 不明 不明 110,890 0 －

H29 19 3 15.8% － ▲34.0 ▲2.0 5.9% － － 不明 ▲1.3 － － 不明 不明 109,515 0 －

H30 6 － － － ▲4.0 － － － － ▲2.0 － － － 112,000 不明 － － －

H31 10 － － － ▲6.0 － － － － ▲3.0 － － － 不明 不明 － － －

H32 12 － － － ▲8.0 － － － － ▲3.0 － － － 不明 不明 － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「奄美群島の総人口平成30年度末112千人以上」

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税（離島振興対
策実施地域分を含
む。）・％）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（人）

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税（奄美群島分の
み）・％）

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測 目標
達成度

政策目的

法人税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H10 区分 延長

　措法第45条、第68条の27

過去の政策評価の実績

　奄美群島において、定住人口の確保を図るため、奄美群島の市町村が推し進める地域外からの事業者誘致及び小規模零細な事業者を含めた民間事業者による投資促進を通じた内発的発展を実現すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

　H22国交27、H24国交09、H25国交05、H26国交08、H28国交03

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30国交07） （評価実施府省：国土交通省）

　奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延長
　（特定地域における工業用機械等の特別償却）（奄美群島のうち政令で定める地区）

措置の内容

平成28年度時点 　奄美群島振興開発特別措置法の奄美群島のうち認定奄美産業振興促進計画に記載された地区において、産業振興機械等の取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額の32％（建物等は48％）の割増償却ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 国交07】-464-



【H30 国交07】

-465-



【H30 国交07】-466-



 

【H30 国交07】

-467-



 

 

 

 

 

【H30 国交07】-468-



 

【H30 国交07】

-469-



（参考） （参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 将来予測 実績

H23 3 0 0.0% 53 不明 不明 － － 84.8% 不明 不明 － ▲908.1 － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 ー ー ー ー －

H24 0 1 － 48 ▲1,278.0 ▲0.6 0.0% － 94.6% 不明 不明 － ▲689.4 － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 0.765 不明 ー 0.765 ー 0.5455 －

H25 1 3 300.0% 9 ▲1,693.0 ▲371.0 21.9% － － 不明 不明 － ▲584.5 － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 1.5381 不明 ー 0.7731 ー 0.5291 －

H26 6 4 66.7% 8 ▲444.0 ▲404.0 91.0% － － 不明 不明 － ▲446.2 － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 2.2153 不明 ー 0.6772 ー 0.4837 －

H27 7 15 214.3% 9 ▲2,478.0 ▲439.0 17.7% － － 不明 ▲280.0 － ▲372.9 － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 3.176 不明 ー 0.9607 ー 0.727 －

H28 9 18 200.0% 19 ▲1,539.0 ▲745.0 48.4% － － 不明 ▲483.0 － ▲394.3 － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 4.8666 4.2151 不明 ー 1.0391 ー 0.7967 －

H29 6 18 300.0% － ▲1,478.0 ▲881.0 59.6% － － 不明 ▲572.0 － － － － 9.1 不明 － 不明 不明 3位 不明 － 不明 6.0071 5.368 不明 ー 1.1529 ー 0.9391 －

H30 5 － － － ▲1,743.0 － － － － ▲1,138.0 － － － － 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 6.5032 － － 1.1352 － 0.9465 ー －

H31 6 － － － ▲2,060.0 － － － － ▲1,345.0 － － － － 不明 － － － － 不明 － － － － 7.5108 － － 1.0076 － 0.8433 － －

H32 7 － － － ▲2,403.0 － － － － ▲1,569.0 － － － 10.7～
11.3

不明 － － － 3位以内 不明 － － － 8～11 8.428 － － 0.9172 － 0.8476 － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － 16.0～

18.5
－ － － － － － － － － － － － － － － － － －

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（H25.4.1
以後の分（措置
全体（雨水貯留
利用施設分を除
く）））・件）

都市再生緊急整備地域との合計 特定都市再生緊急整備地域
目標

達成度租特の直
接的効果

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税（措置
全体（H25.3.31
以前は雨水貯留
利用施設分も含
み、H25.4.1以後
は雨水貯留利用
施設分を除
く））・件）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（H25.3.31
以前の分（措置
全体（雨水貯留
利用施設分を含
む）））・件）

適用実態調査に
おける租税特別措
置ごとの影響額
（地方法人二税・
地方法人特別税
（措置全体）・百
万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（％）

目標
達成度

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「我が国の活力の源泉である都市について、特定都市再
生緊急整備地域において、優良な民間都市開発事業を
推進することにより、都市再生を図り、都市の魅力を高め
る（都市再生緊急整備地域（特定都市再生緊急整
備地域を含む）内の都市開発事業が行われた2018年
度から2030年度までの区域面積割合16.0％～
18.5％）」（平成30年度評価時から）

「我が国の活力の源泉である都市について、特定都市再
生緊急整備地域において、優良な民間都市開発事業を
推進することにより、都市再生を図り、都市の魅力を高め
る（2020年（平成32年）までに、世界の都市総合ラ
ンキングにおいて、東京が2012年4位→3位以内に入
る）」

目標値 将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果

目標値
（兆円） 将来予測 実績

「我が国の活力の源泉である都市について、特定都市再生緊急整備地域において、優良な民間都市開発事業を
推進することにより、都市再生を図り、都市の魅力を高める（都市再生緊急整備地域（特定都市再生緊急整備
地域を含む）における都市開発事業の平成24年度から平成32年までの建設投資累計額8兆円～11兆円）」

政策目的

法人税

関係条項

要望内容

創設年度 H23 区分 拡充・延長

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30国交08） （評価実施府省：国土交通省）

　特定都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の拡充及び延長
　（特定都市再生建築物等の割増償却）（特定都市再生緊急整備地域）

措置の内容

平成28年度時点 　 特定都市再生緊急整備地域内において、都市再生特別措置法の認定計画（国家戦略特別区域法による認定を受けた区域計画を含む。）に基づく特定都市再生建築物等の取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額に100分の
50を乗じた金額の割増償却ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　措法第47条の2、第68条の35

過去の政策評価の実績

　 昨今の成長が著しいアジア諸国と比較し、我が国都市の国際競争力が低下している中、我が国経済を牽引する大都市について、国際的なビジネス・生活環境、大規模災害に対応するための環境を整備することにより、世界中からヒト・モノ・カ
ネ・情報を呼び込み、その国際競争力の強化を図る。
 また、東京オリンピック・パラリンピック後に懸念される景気の停滞・落ち込みを軽減し、我が国の経済活性化に資する取組を推進する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

・  措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。
・  「東京一極集中是正のための中枢・中核都市の機能強化の「支援施策の方向」」（平成30年7月12日都市再生本部、まち・ひと・しごと創生本部決定）を踏まえ、所要の支援施策を講じる。

　H22国交16、H23国交07、H24国交14、H26国交16、H28国交06

【H30 国交08】-470-



【H30 国交08】

-471-



【H30 国交08】-472-



【H30 国交08】

-473-



【H30 国交08】-474-



 

 
 

 

【H30 国交08】

-475-



 

 

 

 

 

【H30 国交08】-476-



  

【H30 国交08】

-477-



（参考） （参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 将来予測 実績

H23 10 10 100.0% 53 ▲3,657.0 ▲1,890.0 51.7% － 84.8% 不明 不明 － ▲908.1 － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － － － －

H24 4 6 150.0% 48 ▲1,278.0 ▲1,504.0 117.7% － 94.6% 不明 不明 － ▲689.4 － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 0.765 不明 － 0.765 － 0.2195 －

H25 4 3 75.0% 9 ▲1,693.0 ▲940.0 55.5% － － 不明 不明 － ▲584.5 － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 1.5381 不明 － 0.7731 － 0.244 －

H26 5 4 80.0% 8 ▲1,515.0 ▲803.0 53.0% － － 不明 不明 － ▲446.2 － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 2.2153 不明 － 0.6772 － 0.1935 －

H27 4 6 150.0% 9 ▲936.0 ▲817.0 87.3% － － 不明 ▲511.0 － ▲372.9 － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 3.176 不明 － 0.9607 － 0.2337 －

H28 4 2 50.0% 19 ▲596.0 ▲210.0 35.2% － － 不明 ▲134.0 － ▲394.3 － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 4.8666 4.2151 不明 － 1.0391 － 0.2424 －

H29 4 2 50.0% － ▲359.0 ▲188.0 52.4% － － 不明 ▲119.0 － － － － 9.1 不明 － 不明 不明 3位 不明 － 不明 6.0071 5.368 不明 － 1.1529 － 0.2138 －

H30 2 － － － ▲142.0 － － － － ▲91.0 － － － － 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 6.5032 － － 1.1352 － 0.1887 － －

H31 3 － － － ▲300.0 － － － － ▲193.0 － － － － 不明 － － － － 不明 － － － － 7.5108 － － 1.0076 － 0.1643 － －

H32 4 － － － ▲399.0 － － － － ▲255.0 － － － 10.7～
11.3

不明 － － － 3位以内 不明 － － － 8～11 8.428 － － 0.9172 － 0.0696 － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － 16.0～

18.5
－ － － － － － － － － － － － － － － － － －

都市再生緊急整備地域

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税（措置
全体（H25.3.31
以前は雨水貯留
利用施設分も含
み、H25.4.1以後
は雨水貯留利用
施設分を除
く））・件）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（H25.3.31
以前の分（措置
全体（雨水貯留
利用施設分を含
む）））・件）

適用実態調査に
おける租税特別措
置ごとの影響額
（地方法人二税・
地方法人特別税
（措置全体）・百
万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
(％)

目標
達成度

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（H25.4.1
以後の分（措置
全体（雨水貯留
利用施設分を除
く）））・件）

目標値 将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「我が国の活力の源泉である都市について、特定都市再
生緊急整備地域において、優良な民間都市開発事業を
推進することにより、都市再生を図り、都市の魅力を高め
る（都市再生緊急整備地域（特定都市再生緊急整
備地域を含む）内の都市開発事業が行われた2018年
度から2030年度までの区域面積割合16.0％～
18.5％）」（平成30年度評価時から）

「我が国の活力の源泉である都市について、都市再生緊
急整備地域において、優良な民間都市開発事業を推進
することにより、都市再生を図り、都市の魅力を高める
（2020年までに、世界の都市総合ランキングにおいて、
東京が4位から3位以内に入る）」

将来予測

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

租特の直
接的効果

実績将来予測

「我が国の活力の源泉である都市について、都市再生緊急整備地域において、優良な民間都市開発事業を推進
することにより、都市再生を図り、都市の魅力を高める（都市再生緊急整備地域（特定都市再生緊急整備地域
を含む）における都市開発事業の平成24年度から平成32年までの建設投資累計額8～11兆円）」

目標値
（兆円）

目標
達成度

特定都市再生緊急
整備地域との合計

目標③

政策目的

法人税

関係条項

要望内容

創設年度 H15 区分 拡充・延長

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30国交09） （評価実施府省：国土交通省）

　 都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の拡充及び延長
　 （特定都市再生建築物等の割増償却）（都市再生緊急整備地域）

措置の内容

平成28年度時点  　都市再生緊急整備地域内（特定都市再生緊急整備地域を除く。）において、都市再生特別措置法の認定計画（国家戦略特別区域法による認定を受けた区域計画を含む。）に基づく特定都市再生建築物等の取得等をした場合には、
5年間、普通償却限度額に100分の30を乗じた金額の割増償却ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

　建築物の延べ面積要件を、75,000㎡以上（改正前：50,000㎡以上）に引上げ

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　 措法第47条の2、第68条の35

過去の政策評価の実績

　 我が国の活力の源泉である都市について、都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上（＝都市再生）を図り、都市の魅力を高める。
　 また、東京オリンピック・パラリンピック後に懸念される景気の停滞・落ち込みを軽減し、我が国の経済活性化に資する取組を推進する。さらに、地方都市の活性化を推進する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

・  措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。
・  「東京一極集中是正のための中枢・中核都市の機能強化の「支援施策の方向」」（平成30年7月12日都市再生本部、まち・ひと・しごと創生本部決定）を踏まえ、所要の支援施策を講じる。

　H22国交17、H24国交14、H26国交17、H28国交07

【H30 国交09】-478-



【H30 国交09】

-479-



【H30 国交09】-480-



【H30 国交09】

-481-



【H30 国交09】-482-



 

 
 

 

 

【H30 国交09】

-483-



 

 

 

 

 

 

 

 

【H30 国交09】-484-



 

 

【H30 国交09】

-485-



（参考） （参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 435 19 4.4% 53 ▲79.0 ▲1.3 1.6% － 84.8% 不明 不明 － ▲908.1 － 不明 不明 不明 －

H24 360 15 4.2% 48 ▲81.0 ▲0.8 1.0% － 94.6% 不明 不明 － ▲689.4 － 不明 不明 不明 －

H25 367 1 0.3% 1 ▲89.0 ▲0.1 0.1% － － 不明 不明 － ▲584.5 － 不明 不明 不明 －

H26 35 5 14.3% 5 ▲2.0 ▲0.1 7.0% － － 不明 不明 － ▲446.2 不明 不明 6.5 不明 －

H27 30 0 0.0% 5 ▲3.6 ▲0 0.0% － － 不明 ▲0 － ▲372.9 不明 不明 6.1 0 －

H28 18 0 0.0% 4 ▲0.4 ▲0 0.0% － － 不明 ▲0 － ▲394.3 － 不明 5.7 0 －

H29 30 0 0.0% － ▲0.7 ▲0 0.0% － － 不明 ▲0 － － － 不明 5.3 0 －

H30 0 － － － ▲0 － － － － 不明 － － － － 不明 － － －

H31 0 － － － ▲0 － － － － 不明 － － － － 不明 － － －

H32 1 － － － ▲0.0 － － － － 不明 － － － 4.4 4.4 － － －

H33 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H34 － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H35～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】

適用実態調査におけ
る適用件数（法人税
（H25.3.31以前は
措置全体）・件）

適用実態調査におけ
る適用額の上位10社
割合（法人税
（H25.3.31以前の
分（措置全
体））・％）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税
（措置全体）・百万
円）

将来予測

適用実態調査におけ
る適用額の上位10社
割合（法人税
（H25.4.1以後の
分）・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「過去10年に床上浸水被害を受けた家屋のうち未だ浸水のおそれ
のある家屋数を削減する（平成32年度：4.4万戸）」

租特の直
接的効果

実績目標値
（万戸）

目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

政策目的

法人税

関係条項

要望内容

創設年度 H10 区分 延長

　措法第47条の2、第68条の35

過去の政策評価の実績

　雨水貯留利用施設の整備促進による浸水被害の軽減

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年間延長する。

　H22国交30、H24国交20、H26国交21、H28国交12

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30国交10） （評価実施府省：国土交通省）

　雨水貯留利用施設に係る割増償却制度の延長
　（特定都市再生建築物等の割増償却）（雨水貯留利用施設）

措置の内容

平成28年度時点 　浸水被害対策区域内に建築等される雨水貯留利用施設の取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額に100分の10を乗じた金額の割増償却ができる。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

　対象資産から雨水貯留利用施設と併せて設置される滅菌装置及びろ過装置を除外

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 国交10】-486-



【H30 国交10】

-487-



【H30 国交10】-488-



 
 

 

 
 

【H30 国交10】

-489-



 

 
 

 

 
 

【H30 国交10】-490-
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【H30 国交10】

-491-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － 1 － － － － － － － ▲180.0 － － － － 不明 不明 －

H24 － 1 － － － － － － － ▲180.0 － － － － 不明 不明 －

H25 1 － － － － － － － ▲180.0 － － － 不明 不明 － － －

H26 1 － － － － － － － ▲180.0 － － － 不明 不明 － － －

H27 1 1 100.0% － － － － － ▲180.0 ▲270.0 150.0% － 不明 不明 383 270 －

H28 1 1 100.0% － － － － － ▲180.0 ▲449.0 249.4% － 不明 不明 428 449 －

H29 1 1 100.0% － － － － － ▲180.0 ▲449.0 249.4% － 不明 不明 190 449 －

H30 1 － － － － － － － ▲449.0 － － － 不明 不明 － － －

H31 1 － － － － － － － ▲449.0 － － － 不明 不明 － － －

H32 1 － － － － － － － ▲449.0 － － － 不明 不明 － － －

H33 1 － － － － － － － ▲448.0 － － － 不明 不明 － － －

H34 1 － － － － － － － ▲447.0 － － － 不明 不明 － － －
H35～
／未定 1 － － － － － － － ▲444.0 － － － 不明 不明 － － －

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（法人事業
税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（百万円）

目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人事業税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（法人事業税・百万円）

「TTBが引き続き適正かつ円滑に業務を実施していくための安定的な経営基
盤の確保（測定指標：当期純利益）」

政策目的

法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H16 区分 延長

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30国交11） （評価実施府省：国土交通省）

　東京湾横断道路株式会社に係る外形標準課税（資本割）の課税標準の特例措置の延長
　（東京湾横断道路株式会社に係る資本割の特例措置）

措置の内容

平成28年度時点 　東京湾横断道路株式会社（TTB）について、資本割の課税標準である資本金等の額から、総資産のうち建設未収金に相当する割合を乗じた額を控除する。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　地方税法附則第9条

過去の政策評価の実績

　首都圏交通において重要な役割を担うTTBの適切かつ円滑な業務の推進を図り、首都圏における都市交通の円滑化と広域的な都市圏の形成を実現する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

  措置の適用期限を平成36年3月31日まで5年間延長する。

　H25国交20

【H30 国交11】-492-



【H30 国交11】

-493-



【H30 国交11】-494-



 
 

 

 
 

【H30 国交11】

-495-



 

 
 

 

 
 

【H30 国交11】-496-



【H30 国交11】

-497-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － 3 － － － － － － － ▲552.0 － － － － 不明 不明 －

H24 － 3 － 　－ － － － － － ▲552.0 － － － － 不明 不明 －

H25 3 － － － － － － － ▲552.0 － － － 不明 不明 － － －

H26 3 3 100.0% － － － － － ▲552.0 ▲552.0 100.0% － 不明 不明 － － －

H27 3 3 100.0% － － － － － ▲552.0 ▲828.0 150.0% － 不明 不明 不明 不明 －

H28 3 3 100.0% － － － － － ▲552.0 ▲1,380.0 250.0% － 不明 不明 不明 不明 －

H29 3 3 100.0% － － － － － ▲552.0 ▲1,305.0 236.4% － 不明 不明 不明 不明 －

H30 3 － － － － － － － ▲1,070.0 － － － 不明 不明 － － －

H31 2 － － － － － － － ▲820.0 － － － 不明 不明 － － －

H32 2 － － － － － － － ▲820.0 － － － 不明 不明 － － －

H33 2 － － － － － － － ▲820.0 － － － 不明 不明 － － －

H34 2 － － － － － － － ▲820.0 － － － 不明 不明 － － －
H35～
／未定 2 － － － － － － － ▲820.0 － － － 不明 不明 － － －

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（法人事業税・百万円）

「資本準備金の性格を有しない国鉄長期債務見合いの資本準備金を資本
割の課税標準から控除する」

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（法人事業
税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人事業税・件）

減収額
（法人税・百万円）

政策目的

法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H16 区分 延長

　地方税法附則第9条

過去の政策評価の実績

　 ＪＲ北海道等の資本準備金の特殊性を勘案して、法人事業税の負担を軽減する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 措置の適用期限を平成36年3月31まで5年間延長する。

　H25国交27

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30国交12） （評価実施府省：国土交通省）

　ＪＲ北海道及びＪＲ四国の資本割に係る課税標準の特例措置の延長
　（JR北海道・四国に係る資本割の特例措置）

措置の内容

平成28年度時点 　JR北海道及びJR四国について、資本割の課税標準である資本金等の額を資本金の額に2を乗じて得た額とする。
　 （JR九州についても同様（民営化に伴う経過措置））

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後 　JR北海道及びJR四国については従前どおり
　 （JR九州については、資本金の額及び資本準備金の額の合計額に1/2を乗じた額を控除する（民営化に伴う経過措置）。）

　 JR北海道及びJR四国については従前どおり
　 （JR九州については、資本金の額及び資本準備金の額の合計額に3/4を乗じた額を控除する（民営化に伴う経過措置）。）

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 国交12】-498-



【H30 国交12】

-499-



【H30 国交12】-500-



 

【H30 国交12】

-501-



  

【H30 国交12】-502-



【H30 国交12】

-503-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － 1 － － － － － － － ▲163.0 － － － － 不明 不明 － － － －

H24 － 1 － 　－ － － － － － ▲163.0 － － － － 不明 不明 － － － －

H25 1 － － － － － － － ▲163.0 － － － 不明 不明 － － － － － －

H26 1 1 100.0% － － － － － ▲163.0 ▲163.0 100.0% － 不明 不明 － － 4,265 163 3.8% －

H27 1 1 100.0% － － － － － ▲163.0 ▲245.0 150.3% － 不明 不明 不明 不明 5,131 245 4.8% －

H28 1 1 100.0% － － － － － ▲163.0 ▲408.0 250.3% － 不明 不明 不明 不明 5,010 408 8.1% －

H29 1 1 100.0% － － － － － ▲163.0 ▲408.0 250.3% － 不明 不明 不明 不明 6,148 408 6.6% －

H30 1 － － － － － － － ▲408.0 － － － 不明 不明 － － － － － －

H31 1 － － － － － － － ▲408.0 － － － 不明 不明 － － － － － －

H32 1 － － － － － － － ▲408.0 － － － 不明 不明 － － － － － －

H33 1 － － － － － － － ▲408.0 － － － 不明 不明 － － － － － －

H34 1 － － － － － － － ▲408.0 － － － 不明 不明 － － － － － －
H35～
／未定 1 － － － － － － － ▲408.0 － － － 不明 不明 － － － － － －

（参考）
各年度の経常利益に占める減収額の割合

経常利益
（百万円）

減収額
（百万円） 割合

将来予測

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税・％）

減収額
（法人事業税・百万円）

「首都圏新都市鉄道（株）の資本金の特殊性を勘案して、資本金等の一定割合を資本割の課税標準から控
除する」

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査にお
ける租税特別措置
ごとの影響額（法
人事業税・百万
円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人事業税・件）

減収額
（法人税・百万円）

政策目的

法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H16 区分 延長

　地方税法附則第9条

過去の政策評価の実績

　「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法（一体化法）」に基づく特定鉄道事業者の資本構成の特殊性を勘案して、法人事業税の負担を軽減する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 措置の適用期限を平成36年3月31日まで5年間延長する。

　H25国交28

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30国交13） （評価実施府省：国土交通省）

　一体化法に規定する特定鉄道事業者の資本割に係る課税標準の特例措置の延長
　（特定鉄道事業者に係る課税標準の特例措置）

措置の内容

平成28年度時点 　特定鉄道事業者について、資本割の課税標準である資本金等の額から2/3を乗じた額を控除する。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 国交13】-504-



 

【H30 国交13】

-505-



【H30 国交13】-506-



 
 

 

【H30 国交13】

-507-



  

【H30 国交13】-508-



【H30 国交13】

-509-



【総括表】

（参考） （参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 3 3 100.0% － － － － － － 不明 ▲549.0 － － － － － － － － － 不明 不明 不明 不明 －

H24 3 4 133.3% 　－ － － － － － ▲549.0 ▲1,012.0 184.3% － － － － － － － － 不明 不明 不明 不明 －

H25 4 2 50.0% 　－ － － － － － ▲1,012.0 ▲1,012.0 100.0% － － － ー 10.12 － 9,463 － 不明 不明 － － －

H26 4 2 50.0% 　－ － － － － － ▲1,012.0 ▲1,012.0 100.0% － － － 356 10.12 2.8% 9,107 － 不明 不明 － － －

H27 4 2 50.0% 　－ － － － － － ▲1,012.0 ▲1,518.0 150.0% － － － 455 15.18 3.3% 8,652 － 不明 不明 － － －

H28 不明 2 － 　－ － － － － － 不明 ▲2,530.0 － － － － 1,313 25.30 1.9% 7,339 － 不明 不明 － － －

H29 不明 2 － － － － － － － 不明 ▲2,530.0 － － － － 601 25.30 4.2% 6,738 － 不明 不明 － － －

H30 2 － － － － － － － － ▲2,530.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 － 不明 不明 － － －

H31 2 － － － － － － － － ▲2,530.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 － － － － － －

H32 2 － － － － － － － － ▲2,530.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 － － － － － －

H33 2 － － － － － － － － ▲2,530.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 － － － － － －

H34 2 － － － － － － － － ▲2,530.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 － － － － － －

H35～
H71 2 － － － － － － － － ▲2,530.0 － － － 0 不明 － － － 不明 － － － － － －

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人事業税・件）

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（関西国際
空港株式会社
等）・％）

適用実態調査にお
ける租税特別措置
ごとの影響額（法
人事業税・百万
円）

租特の直
接的効果

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（新関西国
際空港株式会社
等）・％）

将来予測

減収額
（法人税・百万円）

減収額
（法人事業税・百万円）

「関空の整備に要した費用に係る債務の早期かつ確実な返済を図
る。さらに、債務の早期かつ確実な返済による関空の国際拠点空港
としての再生・強化を図るためコンセッションを早期に実現する」（平
成25年度評価時）

「関西国際空港の設置・管理という新関空会社の行う事業の公共性等に鑑み、財務体質の健全
化を通じて、その適切な業務運営の確保を図る（6,738億（H29年度末現在）にものぼる有
利子債務を毎年着実に減少させていくことにより、支払い利子負担を低減させていく）」（平成30
年度評価時から）

目標値
（億円） 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

実績目標値

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

目標
達成度

（参考）
1年度当たりの
有利子債務の
減少額に占める
法人事業税減
収額の割合

有利子
債務残高

政策目的

法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H16 区分 延長

　地方税法附則第9条

過去の政策評価の実績

　 関西国際空港（以下「関空」という。）の設置・管理・運用を行う新関空会社、土地保有会社の資本金は、海上空港の特殊性から必要になる多額の空港工事負担金等であり、その性質及び目的が、他の課税法人とは異なるものであるた
め、適正な課税措置により、関空の整備に要した費用に係る債務の早期かつ確実な返済を図り、国際拠点空港の国際競争力の維持・強化に寄与すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 措置の適用期限を平成36年3月31日まで5年間延長する。

　H23国交19、H25国交39

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30国交14-1） （評価実施府省：国土交通省）

　新関西国際空港株式会社、関西国際空港土地保有株式会社及び中部国際空港株式会社に係る資本割の課税標準の特例措置の延長
　（新関西国際空港株式会社等に係る資本割の特例措置）

措置の内容

平成28年度時点 　新関西国際空港株式会社及び指定会社について、資本割の課税標準である資本金等の額から5/6を乗じた額を控除する。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 国交14】-510-



【H30 国交14】

-511-



【H30 国交14】-512-



【H30 国交14】

-513-



【総括表】

（参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － 2 － － － － － － － ▲115.0 － － － － － － － － － － － 不明 不明 －

H24 － 2 － 　－ － － － － － ▲115.0 － － － － － － － － － － － 不明 不明 －

H25 2 1 50.0% 　－ － － － － ▲115.0 ▲115.0 100.0% － － － － 1.15 ー 2,303 － 不明 不明 － － －

H26 2 1 50.0% 　－ － － － － ▲115.0 ▲115.0 100.0% － － － 103 1.15 1.1% 2,200 － 不明 不明 － － －

H27 2 1 50.0% 　－ － － － － ▲115.0 ▲172.0 149.6% － － － 76 1.72 2.2% 2,124 － 不明 不明 － － －

H28 不明 1 － 　－ － － － － 不明 ▲285.0 － － － － 75 2.85 3.8% 2,049 － 不明 不明 － － －

H29 不明 1 － － － － － － 不明 ▲285.0 － － － － 59 2.85 4.8% 1,990 － 不明 不明 － － －

H30 1 － － － － － － － ▲285.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 － 不明 不明 － － －

H31 1 － － － － － － － ▲285.0 － － － 1,846 不明 － － － 不明 － － － － － －

H32 1 － － － － － － － ▲285.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 － － － － － －

H33 1 － － － － － － － ▲285.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 － － － － － －

H34 1 － － － － － － － ▲285.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 － － － － － －

H35～
H46 1 － － － － － － － ▲285.0 － － － 0 不明 － － － 不明 － － － － － －

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

「中部空港の建設・運営という中部会社の行う事業の公共性等に鑑み、財務体質の健全化を通じ
て、その適切な業務運営の確保を図る（1,990億（H29年度末現在）にものぼる有利子債務を
毎年確実に減少させていくことにより、支払利子負担を低減させていく）」（平成30年度評価時か
ら）

実績目標値目標値
（億円） 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

「中部空港の建設・運営という中部会社の行う事業の公共性等に
鑑み、財務体質の健全化を通じて、その適切な業務運営を図る」
（平成25年度評価時）

将来予測 目標
達成度

有利子
債務残高

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人事業税・件）

減収額
（法人税・百万円）

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（法人事業
税・百万円）

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税・％）

減収額
（法人事業税・百万円）

租特の直
接的効果

（参考）
1年度当たりの
有利子債務の
減少額に占める
法人事業税減
収額の割合

 

政策目的

法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H16 区分 延長

 　地方税法附則第9条

過去の政策評価の実績

　 中部国際空港（以下「中部空港」という。）の設置・管理・運用を行う中部会社の資本金は、海上空港の特殊性から必要になる多額の空港工事負担金等であり、その性質及び目的が、他の課税法人とは異なるものであるため、適正な課税
措置により、中部空港の整備に要した費用に係る債務の早期かつ確実な返済を図り、国際拠点空港の国際競争力の維持・強化に寄与すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 措置の適用期限を平成36年3月31日まで5年間延長する。

 　H25国交39

＜平成31年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（H30国交14-2） （評価実施府省：国土交通省）

 　新関西国際空港株式会社、関西国際空港土地保有株式会社及び中部国際空港株式会社に係る資本割の課税標準の特例措置の延長
 　（中部国際空港株式会社に係る資本割の特例措置）

措置の内容

平成28年度時点  　中部国際空港株式会社について、資本割の課税標準である資本金等の額から2/3を乗じた額を控除する。

平成29年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【H30 国交14】-514-



【H30 国交14】

-515-



【H30 国交14】-516-
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